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いちご一会とちぎ国体 競技会会期等の変更 

 

１ 競技会会期の変更 

（1）変更の趣旨 

   いちご一会とちぎ国体競技会会期について、宇都宮市から剣道競技の競技会会期の変更申請が

あり、下記のとおり変更するもの。 

（2） 競技会会期の変更（案） 

会場地 競技 種別 競技会場 会期 

競

技

日 

第2日 第3日 第4日 第5日 

10/2 

（日） 

10/3 

（月） 

10/4 

（火） 

10/5 

（水） 

宇都宮市 剣道 全種別 

栃木県 

総合運動公園 

武道館 

変更前 3 ● ● ●  

変更後 3  ● ● ● 

【変更理由】 

競技会場となる栃木県総合運動公園武道館が総合開会式の入場規制エリアとなる見込みと

なったため、競技会運営準備や競技日程について競技団体と協議した結果、会期を 1 日繰り

下げることで、より円滑かつ効率的に競技会運営ができると判断したため。 

 

(3) 今後のスケジュール 

令和３(2021)年３月 （公財）日本スポーツ協会へ競技会会期変更（案）提出 

       （公財）日本スポーツ協会国体委員会 正式決定 

 

２ 競技会場名の変更 

 

 

(1) ネーミングライツによる名称変更 

 ①那須塩原市くろいそ運動場 

  令和３(2021)年１月より那須塩原市くろいそ運動場の愛称をネーミングライツにより「石川ス

ポーツグラウンドくろいそ」とすることとしたため、次のとおり名称変更する。 
 

会場地 競技名 会場 

那須塩原市 ソフトテニス 
（全種別） 

変更前 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート 

変更後 石川スポーツグラウンドくろいそ（那須塩原市

くろいそ運動場）テニスコート 
 

 

 

 

令和３年１月28日 第４回競技運営専門委員会決定事項 

報告事項１ 

令和３年１月29日 第４回総務企画専門委員会報告事項 
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 ②にしなすの運動公園 

  令和３(2021)年１月よりにしなすの運動公園の愛称をネーミングライツにより「三和住宅にし

なすのスポーツプラザ」とすることとしたため、次のとおり名称変更する。 
 

会場地 競技名 
(デモンストレーションスポーツ) 

会場 

那須塩原市 さいかつぼーる 
変更前 にしなすの運動公園体育館 

変更後 三和住宅にしなすのスポーツプラザ 
（にしなすの運動公園）体育館※ 

                      ※いちご一会とちぎ大会（第 22 回全国障害者スポーツ 
大会）においてはボッチャの競技会場となる。 

 
  ※上記①、②については、今後も同様の名称変更の可能性があることから、(公財)日本スポー

ツ協会国体委員会には、後日一括して付議する予定（日本スポーツ協会了承済）。 
 

(2) 申請による名称変更 

  いちご一会とちぎ国体デモンストレーションスポーツのウォーキングについて、関係競技団体

及び会場地市町村からの申請を受け、次のとおり変更する。 

①競技会場名の変更（案） 

会場地 競技名 競技会場名 

益子町 ウォーキング 
変更前 益子町内特設ウォーキングコース 

変更後 サヤド・城内坂周辺アート探訪コース 

【変更理由】 

 当該競技では、町内の美術館や藍染工房など、工芸や文化に関する施設を散策することか

ら、益子町サヤド・城内坂周辺の歴史や文化を楽しむことができる競技（コース）であること

を、参加者へ周知するため。 
 

②今後のスケジュール 

令和３(2021)年３月 （公財）日本スポーツ協会へ変更（案）提出 

（公財）日本スポーツ協会国体委員会 正式決定 
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３ デモンストレーションスポーツ競技会会期（案） 

(1) 趣旨 

  いちご一会とちぎ国体デモンストレーションスポーツにおける競技会会期について、会場地市町

村及び関係競技団体からの報告を基に競技会会期（案）を作成した。 

(2) デモンストレーションスポーツ競技会会期（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今後のスケジュール 

令和３(2021)年12月  (公財)日本スポーツ協会国体委員会 正式決定 

本大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設

1 アームレスリング 宇都宮市 栃木県総合文化センター 6 月 19 日 ( 日 )

2 インディアカ さくら市 さくら市氏家体育館 9 月 25 日 ( 日 )

鹿沼市  鹿沼市内特設ウォーキングコース 9 月 10 日 ( 土 )

那須烏山市  那須烏山市内特設ウォーキングコース 5 月 7 日 ( 土 )

益子町 サヤド・城内坂周辺アート探訪コース 5 月 28 日 ( 土 )

4 エアロビック 那須町  那須町スポーツセンター 9 月 11 日 ( 日 )

5 オリエンテーリング 矢板市 矢板運動公園 9 月 3 日 ( 土 )

6 カローリング 高根沢町  高根沢町農業者トレーニングセンター 7 月 10 日 ( 日 )

7 キッズトライアスロン 那須塩原市 那珂川河畔公園周辺特設コース 8 月 28 日 ( 日 )

8 キンボールスポーツ 下野市 下野市石橋体育センター 9 月 17 日 ( 土 )

9 クリケット 佐野市 佐野市国際クリケット場 6 月 5 日 ( 日 )

10 さいかつぼーる 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなす
の運動公園)体育館 9 月 11 日 ( 日 )

11 ３Ｂ体操 那珂川町 那珂川町総合体育館 6 月 19 日 ( 日 )

12 スポーツウエルネス吹矢 足利市 足利市民体育館 6 月 26 日 ( 日 )

13 スポーツチャンバラ 大田原市 栃木県立県北体育館 7 月 24 日 ( 日 )

14 スマートフェンシング 上三川町 上三川町体育センター 9 月 4 日 ( 日 )

15 ３x３ 宇都宮市 オリオンスクエア 7 月 3 日 ( 日 )

16 ソフトバレーボール 真岡市 真岡市総合体育館 9 月 11 日 ( 日 )

17 ターゲット・バードゴルフ 壬生町 壬生町総合公園 9 月 11 日 ( 日 )

18 タグラグビー 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場 8 月 27 日 ( 土 )

19 ダンススポーツ 大田原市 栃木県立県北体育館 8 月 7 日 ( 日 )

20 ドッジボール 佐野市 佐野市運動公園市民体育館 6 月 19 日 ( 日 )

21 長ぐつアイスホッケー 日光市  栃木県立日光霧降アイスアリーナ 7 月 10 日 ( 日 )

22 バウンドテニス 野木町 野木町立野木中学校体育館 9 月 4 日 ( 日 )

23 パークゴルフ 足利市 足利市借宿緑地パークゴルフ場 5 月 15 日 ( 日 )

24 フォークダンス 小山市 栃木県立県南体育館 9 月 25 日 ( 日 )

25 フットサル 宇都宮市 宇都宮市清原体育館 7 月 17 日 ( 日 )

26 フットベースボール 栃木市 栃木市総合運動公園多目的グラウンド 9 月 11 日 ( 日 )

27 フライングディスク 市貝町
城見ヶ丘運動公園
市貝町農業者トレーニングセンター

7 月 16 日 ( 土 )

28 ふれあいトランポリン 茂木町 茂木町民体育館 6 月 19 日 ( 日 )

29 ペタンク 高根沢町 高根沢町町民広場 5 月 28 日 ( 土 )

30 ママさんバレーボール 芳賀町 芳賀町第二体育館 6 月 5 日 ( 日 )

31 リレーマラソン 大田原市 DI　STADIUM（美原公園陸上競技場） 9 月 11 日 ( 日 )

冬季大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設

32 カーリング 日光市 日光市細尾ドームリンク 2 月 27 日 ( 日 )

3 ウォーキング

競技会会期

（令和４(2022)年）

競技会会期
（令和４(2022)年）
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第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

◎

◎

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

全種別 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

5 ● ● ● ● ●

栃木県グリーンスタジアム 3 ● ● ●

宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 2 ● ●

さくら市 さくら市総合公園さくらスタジアム 2 ● ●

真岡市総合運動公園陸上競技場 4 ● ● ● ●

真岡市総合運動公園運動広場１ 2 ● ●

下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場 3 ● ● ●

益子町 益子町南運動公園陸上競技場 2 ● ●

矢板運動公園陸上競技場 3 ● ● ●

矢板運動公園サッカー場 2 ● ●

那須塩原市 那須塩原市青木サッカー場グラウンドＢ 2 ● ●

栃木県総合運動公園テニスコート 4 ● ● ● ●

宇都宮市屋板運動場庭球場 4 ● ● ● ●

全種別 栃木市 谷中湖特設ボートコース 4 ● ● ● ●

今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 5 ● ● ● ● ●

日光市ホッケー場 5 ● ● ● ● ●

成年男子
成年女子
少年男子

成年男子 佐野市 佐野市アリーナたぬま 4 ● ● ● ●

成年女子 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 4 ● ● ● ●

少年男子 宇都宮市清原体育館 4 ● ● ● ●

少年女子 宇都宮市体育館 4 ● ● ● ●

男子
女子

栃木県総合運動公園メインアリーナ 5 ● ● ● ● ●

宇都宮市体育館 2 ● ●

栃木県立宇都宮工業高等学校体育館 1 ●

成年男子
少年男子
女子

全種別 千葉市 千葉市稲毛ヨットハーバー 4 ● ● ● ●

成年男子
少年男子
女子

マルワ･アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）

5 ● ● ● ● ●

学校法人國學院大學栃木学園第二体育館 2 ● ●

日立栃木体育館 2 ● ●

下野市 下野市石橋体育センター 5 ● ● ● ● ●

野木町 野木町立野木中学校体育館 3 ● ● ●

トラック・レース 宇都宮市 宇都宮競輪場 4 ● ● ● ●

ロード・レース 那須町 那須町特設ロードレースコース 1 ●

全種別 那須塩原市
石川スポーツグラウンドくろいそ
（那須塩原市くろいそ運動場）テ
ニスコート

4 ● ● ● ●

全種別 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 5 ● ● ● ● ●

栃木県総合運動公園硬式野球場 4 ● ● ● ●

宇都宮清原球場 4 ● ● ● ●

日光市 日光市日光運動公園野球場 1 ●

小山市 小山運動公園野球場 2 ● ●

矢板市 矢板運動公園野球場 1 ●

益子町 益子町北公園野球場 2 ● ●

成年男子
少年男子
成年男子
成年女子
少年

全種別 上三川町 上三川町体育センター 4 ● ● ● ●

成年男子
少年男子
女子

式 典

総 合 開 会 式

総 合 閉 会 式

● ●●

フェンシング

柔道 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館 3

馬術 那須塩原市 地方競馬教養センター 5

● ●

● ●● ● ●

宇都宮市

相撲 大田原市 栃木県立県北体育館 3 ●

自転車
成年男子
少年男子
女子

ソフトテニス

卓球

軟式野球 成年男子

ハンドボール 全種別

栃木市

● ● ●

セーリング

ウエイトリフティング 小山市 小山市立体育館 5

● ● ●レスリング 足利市 足利市民体育館 4 ●

● ●

●

バスケットボール 全種別 宇都宮市

体操 トランポリン 茂木町 茂木町民体育館 1

● ●

バレーボール ６人制

宇都宮市

● ● ●ボクシング 日光市 日光市大沢体育館 5

テニス 全種別 宇都宮市

ボート

ホッケー 全種別 日光市

サッカー

成年男子
宇都宮市

少年男子

真岡市

少年女子
矢板市

陸上競技

【正式競技】

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

いちご一会とちぎ国体 競技会会期

会場地

宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

会　場
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第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

成年男子 黒羽運動公園多目的運動場 3 ● ● ●

美原公園野球場 3 ● ● ●

美原公園第２球場 3 ● ● ●

少年女子 大田原グリーンパーク 3 ● ● ●

足利市総合運動場硬式野球場 3 ● ● ●

足利市総合運動場軟式野球場 3 ● ● ●

全種別 大田原市 栃木県立県北体育館 4 ● ● ● ●

50m、10m 全種別 栃木県ライフル射撃場 4 ● ● ● ●

少年男子
少年女子

25m 成年男子 栃木県警察学校射撃場 3 ● ● ●

全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館 3 ● ● ●

成年男子

女子

佐野市運動公園陸上競技場 4 ● ● ● ●

佐野市運動公園多目的球技場 4 ● ● ● ●

リード 3 ● ● ●

ボルダリング 3 ● ● ●

スプリント 全種別 栃木市 谷中湖特設カヌー競技場 4 ● ● ● ●

スラローム 成年男子 2 ● ●

ワイルドウォーター 成年女子 2 ● ●

全種別 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 3 ● ● ●

全種別 小山市 栃木県立県南体育館 3 ● ● ●

成年男子
少年男子
成年女子
少年女子

全種別 足利市 足利スターレーン 5 ● ● ● ● ●

成年男子 ホウライカントリー倶楽部 2 ● ● ●

少年男子 西那須野カントリー倶楽部 2 ● ● ●

女子 塩原カントリークラブ 2 ● ● ●

成年男子
成年女子

【正式競技（会期前実施競技）】

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日

9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

競泳 全種別 3 ● ● ●

飛込 全種別 3 ● ● ●

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 少年女子 1 ●

少年男子
女子
男子
女子

体操競技 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 4 ● ● ● ●

新体操 少年女子 小山市 栃木県立県南体育館 2 ● ●

少年男子
少年女子

近的 4 ● ● ● ●

遠的 3 ● ● ●

※全種別（成年男子、成年女子、少年男子、少年女子）

【特別競技】

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

硬式 － 宇都宮清原球場 3 ● ● ●

軟式 － 栃木県総合運動公園硬式野球場 3 ● ● ●

【公開競技】

－ 大田原市 栃木県立県北体育館 2 ～

－ 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 2 ～

－ 芳賀町 芳賀町第二体育館 3 ～

－ 那珂川町 小川総合福祉センター園地 2 ～

－ 高根沢町 高根沢町町民広場 2 ～グラウンド・ゴルフ ９月１７日（土） ９月１８日（日）

パワーリフティング ９月１７日（土） ９月１９日（月）

ゲートボール ９月　３日（土） ９月　４日（日）

競技
日数

競技日程

綱引 ６月２５日（土） ６月２６日（日）

武術太極拳 ９月２４日（土） ９月２５日（日）

高等学校野球 宇都宮市

競技（種目） 種別 会場地 競技会場

水泳

宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場

体操

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

弓道 全種別

● ● ●

宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館

バレーボール ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 足利市 足利市特設ビーチバレーボール会場 4 ●

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 市貝町 塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 1 ●

4 ● ● ● ●水球 小山市 栃木県立温水プール館

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

トライアスロン 那須塩原市 戸田調整池周辺特設コース 1 ●

ボウリング

ゴルフ 那須塩原市

● ●なぎなた 栃木市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

3 ●

● ●3

カヌー
塩谷町 鬼怒川特設カヌー競技場

アーチェリー

空手道

銃剣道 壬生町 栃木県立壬生高等学校体育館 ●

少年男子

スポーツ
クライミング

全種別 壬生町

● ● ● ●

壬生町総合運動場特設会場

●

剣道

ラグビーフットボール 佐野市

（仮称）佐野市運動公園運動広場 4

● ●ライフル射撃 宇都宮市ＢＲ、ＢＰ 栃木県総合教育センター体育館 3

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

バドミントン

ソフトボール

大田原市成年女子

少年男子 足利市
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本大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設 備考

1 アームレスリング 宇都宮市 栃木県総合文化センター

2 インディアカ さくら市 さくら市氏家体育館

鹿沼市  鹿沼市内特設ウォーキングコース

那須烏山市  那須烏山市内特設ウォーキングコース

益子町 サヤド･城内坂周辺アート探訪コース ※会場名の変更

4 エアロビック 那須町  那須町スポーツセンター

5 オリエンテーリング 矢板市 矢板運動公園

6 カローリング 高根沢町  高根沢町農業者トレーニングセンター

7 キッズトライアスロン 那須塩原市 那珂川河畔公園周辺特設コース

8 キンボールスポーツ 下野市 下野市石橋体育センター

9 クリケット 佐野市 佐野市国際クリケット場

10 さいかつぼーる 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしなすの
運動公園）体育館

※ネーミングライツに
よる名称変更

11 ３Ｂ体操 那珂川町 那珂川町総合体育館

12 スポーツウエルネス吹矢 足利市 足利市民体育館

13 スポーツチャンバラ 大田原市 栃木県立県北体育館

14 スマートフェンシング 上三川町 上三川町体育センター

15 ３x３ 宇都宮市 オリオンスクエア

16 ソフトバレーボール 真岡市 真岡市総合体育館

17 ターゲット・バードゴルフ 壬生町 壬生町総合公園

18 タグラグビー 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場

19 ダンススポーツ 大田原市 栃木県立県北体育館

20 ドッジボール 佐野市 佐野市運動公園市民体育館
※競技会場の追加
（第１号議案参照）

21 長ぐつアイスホッケー 日光市  栃木県立日光霧降アイスアリーナ

22 バウンドテニス 野木町 野木町立野木中学校体育館

23 パークゴルフ 足利市 足利市借宿緑地パークゴルフ場

24 フォークダンス 小山市 栃木県立県南体育館

25 フットサル 宇都宮市 宇都宮市清原体育館

26 フットベースボール 栃木市 栃木市総合運動公園多目的グラウンド

27 フライングディスク 市貝町
城見ヶ丘運動公園
市貝町農業者トレーニングセンター

※競技会場の追加
（第１号議案参照）

28 ふれあいトランポリン 茂木町 茂木町民体育館

29 ペタンク 高根沢町 高根沢町町民広場

30 ママさんバレーボール 芳賀町 芳賀町第二体育館

31 リレーマラソン 大田原市 DI　STADIUM（美原公園陸上競技場）

冬季大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設 備考

1 カーリング 日光市 日光市細尾ドームリンク

3 ウォーキング

デモンストレーションスポーツ実施競技及び会場地市町村（50音順）
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いちご一会とちぎ国体 競技別リハーサル大会の追加承認及び日程等の変更 
 
１ 趣旨 

いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会について、会場地市町村及び関係競技団体からの申請を
受け、下記のとおり大会の追加承認及び承認大会等を変更するもの。 

 
２ 追加承認及び承認大会の変更 
(1) 追加承認した大会 

 
(2) 承認大会の変更 

  
３ 日程等の変更 
(1) 競技会場の変更 

    ① なぎなた（栃木市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第62回都道府県対抗 
なぎなた大会 

変更前 学校法人國學院大學栃木学園四十周年記念館 
令和３(2021)年 
５月22日～23日 

変更後 
関東ホーチキにしかた体育館 
（栃木市西方総合文化体育館） 

【変更理由】 
 本大会の競技会場の変更に伴い、競技別リハーサル大会の競技会場を変更するため。 

 
(2) 大会日程等の変更 

    ① ソフトテニス（那須塩原市） 

大会名  競技会場名 大会日程 

男子第66回女子第65回 
全日本実業団 
ソフトテニス選手権大会 

変更前 
那須塩原市くろいそ運動場 

テニスコート 
令和３(2021)年 
7月22日～25日 

変更後 
石川スポーツグラウンドくろいそ(那須
塩原市くろいそ運動場)テニスコート 

令和３(2021)年 
７月23日～25日 

【変更理由】 
  大会日程  ：競技団体（日本ソフトテニス連盟）から日程変更の要望があったため。 
競技会場名：ネーミングライツにより、競技会場の名称が変更となったため。 

競技・ 
種目名 

市町名 大会名 競技会場名 大会日程 

水泳 
（水球） 

小山市 
第76回国民体育大会 
関東ブロック大会 

栃木県立温水プール館 
令和３(2021)年 
6月19日～20日 

ハンド 
ボール 

栃木市 
下野市 
野木町 

第26回ジャパンオー
プンハンドボールト
ーナメント 

マルワ･アリーナとちぎ 
(栃木市総合運動公園総合体育館) 
日立栃木体育館 
下野市石橋体育センター 
野木町立野木中学校体育館 

令和３(2021)年 
８月11日～14日 

競技・ 
種目名 

市町名 大会名 大会日程 

トライアスロン 那須塩原市 
変更前 

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技
リハーサル大会 令和３(2021)年 

９月12日 
変更後 第4回全国高等学校トライアスロン選手権 

令和３年１月28日 第４回競技運営専門委員会決定事項 

報告事項２ 
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    ② 軟式野球（宇都宮市・日光市・小山市・矢板市・益子町） 

大会名 会場 日程 

第29回 
東日本軟式野球 
選手権大会 

宇都宮市：栃木県総合運動公園硬式野球場 
      宇都宮清原球場 
日 光 市：日光市日光運動公園野球場 
小 山 市：小山運動公園野球場 
矢 板 市：矢板運動公園野球場 
益 子 町：益子町北公園野球場 

変更前 
令和３(2021)年 
11月６日～９日 

変更後 
令和３(2021)年 

10月30日～11月２日 

【変更理由】 
競技団体（公益財団法人全日本軟式野球連盟）から日程変更の要望があったため。 

 
③ ソフトボール（足利市） 

大会名 会場 大会日程 

第76回国民体育大会  
関東ブロック大会 

足利市総合運動場硬式野球場 
足利市総合運動場軟式野球場 

変更前 
令和３(2021)年 
６月26日～28日 

変更後 
令和３(2021)年 
８月14日～16日 

【変更理由】 
関東ブロック大会の日程が変更になったため。 

 
    ④ 空手道（小山市） 

大会名 会場 日程 

第76回国民体育大会 
関東ブロック大会兼 
第52回関東空手道選手権大会 

栃木県立県南体育館 

変更前 
令和３(2021)年 
８月21日～22日 

変更後 
令和３(2021)年 
６月26日～27日 

【変更理由】 
関東ブロック大会の日程が変更になったため。 

 
４ 今後のスケジュール 
  令和３(2021)年３月    会場地市町村へ開催承認通知または変更承認通知を送付 

令和３(2021)年５月～  競技別リハーサル大会開催 
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開始日 終了日

1 宇都 宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

第94回関東陸上競技選手権大会 2021/8/20 2021/8/22

競　泳 第４回[2021年度]日本社会人選手権水泳競技大会 2021/11/6 2021/11/7

飛　込 実施しない

アーティスティック
スイミング 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

水　球 小 山 市 栃木県立温水プール館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/6/19 2021/6/20

オープンウォーター
スイミング 市 貝 町

塩田調整池特設
オープンウォータースイミング競技場

未定

宇都 宮市
栃木県グリーンスタジアム
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

さ く ら 市 さくら市総合公園さくらスタジアム

真 岡 市
真岡市総合運動公園陸上競技場
真岡市総合運動公園運動広場１

下 野 市 下野市大松山運動公園陸上競技場

益 子 町 益子町南運動公園陸上競技場

矢 板 市
矢板運動公園陸上競技場
矢板運動公園サッカー場

那須 塩原

市
那須塩原市青木サッカー場グラウンドB

4 宇都 宮市 栃木県総合運動公園テニスコート 第45回全日本都市対抗テニス大会 2021/7/15 2021/7/18

5 栃 木 市 谷中湖特設ボートコース 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/10 2021/7/11

6 日 光 市
今市青少年スポーツセンター
人工芝競技場
日光市ホッケー場

2021年度全日本社会人ホッケー選手権大会 2021/9/18 2021/9/22

7 日 光 市 日光市大沢体育館

令和３年度
第73回全日本社会人ボクシング選手権大会
令和３年度
第20回全日本女子ボクシング選手権大会

2021/10/27 2021/10/31

宇都 宮市 宇都宮市体育館

佐 野 市 佐野市アリーナたぬま

鹿 沼 市 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）

ビーチバレーボール 足 利 市 足利市特設ビーチバレーボール会場 第４回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会 2021/8/28 2021/8/29

体操競技 宇都 宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/17 2021/7/18

新体操 小 山 市 栃木県立県南体育館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/16 2021/7/17

トランポリン 茂 木 町 茂木町民体育館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/18 2021/7/19

10 宇都 宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/21 2021/8/22

11 足 利 市 足利市民体育館
第47回内閣総理大臣杯
令和３年度全日本大学レスリング選手権大会

2021/11/13 2021/11/14

12 千 葉 県
千 葉 市

千葉市稲毛ヨットハーバー

高松宮妃記念杯
第67回全日本実業団ヨット選手権大会
第23回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会
2021年全日本セーリング選手権大会

2021/9/10 2021/9/12

13 小 山 市 小山市立体育館

内閣総理大臣杯
第58回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会
レディースカップ
第13回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

2021/11/19 2021/11/23

栃 木 市
マルワ・アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）
日立栃木体育館

下 野 市 下野市石橋体育センター

野 木 町 野木町立野木中学校体育館

トラック・レース 宇都 宮市 宇都宮競輪場 2021/9/3 2021/9/5

ロード・レース 那 須 町 那須町特設ロードレースコース

16
那須 塩原

市
石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原
市くろいそ運動場)テニスコート

男子第66回女子第65回
全日本実業団ソフトテニス選手権大会

2021/7/22 2021/7/25

17 鹿 沼 市 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 2021年全日本卓球選手権大会（団体の部） 2021/10/15 2021/10/17

3 サッカー 第57回全国社会人サッカー選手権大会 2021/10/9 2021/10/13

陸上競技

水　泳 2021/5/30

№ 競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会） 大会名
実施予定日

ボクシング

バレーボール

６人制 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/21

テニス

ボート

ホッケー

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

15 自転車

2021/8/22

第56回　全国都道府県対抗自転車競技大会
2021/9/5

ソフトテニス

卓　球

未定

2021/8/11 2021/8/14

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

2

栃木県総合運動公園屋内水泳場宇都 宮市

体　操

8

9

14 ハンドボール 第26回ジャパンオープンハンドボールトーナメント
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開始日 終了日
№ 競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会） 大会名

実施予定日

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

宇都 宮市
栃木県総合運動公園硬式野球場
宇都宮清原球場

日 光 市 日光市日光運動公園野球場

小 山 市 小山運動公園野球場

矢 板 市 矢板運動公園野球場

益 子 町 益子町北公園野球場

19 大田 原市 栃木県立県北体育館 第60回全国教職員相撲選手権大会

20
那須 塩原

市
地方競馬教養センター いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会 2022/6/4 2022/6/5

21 上三 川町 上三川町体育センター 第74回全日本フェンシング選手権大会（団体戦） 2021/12/17 2021/12/19

22 宇都 宮市 栃木県総合運動公園武道館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

大田 原市
黒羽運動公園多目的運動場
美原公園野球場
美原公園第２球場

第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 2021/9/18 2021/9/20

足 利 市
足利市総合運動公園硬式野球場
足利市総合運動公園軟式野球場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/14 2021/8/16

24 大田 原市 栃木県立県北体育館 バドミントンS/JリーグⅡ2021大田原大会 2021/11/19 2021/11/21

25 宇都 宮市 栃木県総合運動公園武道館 第68回全日本勤労者弓道選手権大会 2021/6/4 2021/6/6

50m、10m
BR･BP

栃木県ライフル射撃場
栃木県総合教育センター体育館

令和３年度
全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会

2021/9/18 2021/9/20

25m 栃木県警察学校射撃場
令和３年度
全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会

2021/9/18 2021/9/19

27 宇都 宮市 栃木県総合運動公園武道館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

28 佐 野 市
（仮称）佐野市運動公園運動広場
佐野市運動公園陸上競技場
佐野市運動公園多目的球技場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/27 2021/8/29

リード

ボルダリング

スプリント 栃 木 市 谷中湖特設カヌー競技場
第76回国民体育大会　関東ブロック大会
2021年関東カヌースプリント選手権大会

スラローム
ﾜｲﾙドｳｫｰﾀｰ 塩 谷 町 鬼怒川特設カヌー競技場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会
2021年
関東カヌースラローム・ワイルドウォーター選手権大会
第77回国民体育大会カヌー競技リハーサル大会
（スラローム・ワイルドウォーター）

2021/6/5 2021/6/6

31
那須 烏山

市
那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 第28回インターハイ記念大会 2021/7/10 2021/7/11

32 小 山 市 栃木県立県南体育館
第76回国民体育大会　関東ブロック大会
第52回関東空手道選手権大会

2021/6/26 2021/6/27

33 壬 生 町 栃木県立壬生高等学校体育館 いちご一会とちぎ国体銃剣道競技リハーサル大会

34 栃 木 市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

第62回都道府県対抗なぎなた大会 2021/5/22 2021/5/23

35 足 利 市 足利スターレーン
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第50回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会

2021/11/20 2021/11/23

36
那須 塩原

市
塩原カントリークラブ 第17回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会

37
那須 塩原

市
戸田調整池周辺特設コース 第４回全国高等学校トライアスロン選手権

硬　式 宇都 宮市 宇都宮清原球場 令和４年度（第74回）春季関東地区高等学校野球大会

軟　式 宇都 宮市 栃木県総合運動公園硬式野球場 令和３年度　第69回春季関東地区高等学校軟式野球大会 2021/5/28 2021/6/2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　

18 軟式野球 第29回東日本軟式野球選手権大会 2021/10/30 2021/11/2

相　撲 2021/8/22

馬　術

ライフル射撃 宇都 宮市

剣　道 2021/6/20

ラグビーフットボール

カヌー

2021/7/4

フェンシング

柔　道 2021/6/27

バドミントン

弓　道

29 スポーツ
クライミング

壬 生 町 壬生町総合運動場特設会場 第９回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会 2022/6/10

トライアスロン 2021/9/12

2022/5予定

銃剣道 2021/8/22

アーチェリー

空手道

なぎなた

ボウリング

ゴルフ 2021/7/8

2022/6/12

23 ソフトボール

30

高等学校野球38

26
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１　趣旨

２　練習会場の変更 ：変更箇所

変更前 変更後

栃木県立栃木商業高等学校第１体育館 栃木県立栃木商業高等学校第２体育館

栃木県立栃木女子高等学校体育館 栃木県立栃木女子高等学校体育館

栃木市大平体育館 栃木市大平体育館

栃木市大平南体育館 栃木市大平南体育館

栃木市都賀体育センター

栃木市木コミュニティーセンター

佐野市運動公園市民体育館 佐野市運動公園市民体育館

佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館 佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館

佐野日本大学高等学校・中等教育学校講
堂兼総合体育館（プラザ40）

佐野日本大学短期大学体育館

佐野市田沼グリーンスポーツセンター 佐野市田沼グリーンスポーツセンター

佐野市運動公園野球場 佐野市運動公園野球場

旗川石塚緑地 削除

（仮設）佐野市運動公園運動広場 （仮設）佐野市運動公園運動広場

佐野市運動公園多目的球技場 佐野市運動公園多目的球技場

秋山川堀米緑地 削除

佐野市中運動公園 佐野市中運動公園

学校法人國學院大學栃木学園第二体育館

いちご一会とちぎ国体 練習会場の変更

（変更理由）
　練習会場の使用計画を検討した結果、種別区分をなくして会場を使用すること
で、練習会場は５会場で充足できることが確認できたため、河川緑地の２会場は使
用しないこととした。

佐野市

会場地
市町村

競技名
練習会場名

なぎなた
（変更理由）
　関東ホーチキにしかた体育館（栃木市西方総合文化体育館）へ競技会場が変更さ
れることに伴い、選手の利便性、競技運営を考慮し、近隣施設に変更することとし
た。

バレー

ボール （変更理由）
　競技会場からの距離や施設の機能面において、より利便性が高く練習に適した環
境を確保できるため、練習会場を変更することとした。

　いちご一会とちぎ国体練習会場について、会場地市町村からの申請を受け、下記のとおり変更
するもの。

栃木市

（変更理由）
　栃木商業高等学校第１体育館の床板に剥離している箇所があり、選手の安全面を
考慮し、同校第２体育館へ変更することとした。

ハンド
ボール

ラグビー
フットボール

佐野市葛生農業者トレーニングセンター

報告事項３

令和３年１月28日 第４回競技運営専門委員会決定事項
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変更前 変更後

会場地
市町村

競技名
練習会場名

小山市立体育館トレーニング場 小山市立体育館駐車場敷

下野市大松山運動公園多目的グラウンド 削除

別処山運動公園 別処山運動公園

野木町体育センター 野木町体育センター

野木町立野木第二中学校体育館 野木町立野木第二中学校体育館

野木町立野木中学校旧体育館 削除

３　今後のスケジュール

令和３(2021)年２月　　　会場地市町村へ変更通知を送付

小山市
ウエイト

リフティング

（変更理由）
　小山市立体育館トレーニング場の床面構造が、バーベル等の落下への耐久力が不
足していることが判明、競技会場に隣接する駐車場へ仮設で練習会場を設営するこ
ととした。

野木町
ハンド
ボール （変更理由）

　練習会場の使用計画を検討した結果、練習会場は２会場で充足できることが確認
できたため、野木町立野木中学校旧体育館は使用しないこととした。

下野市 サッカー
（変更理由）
　練習会場の使用計画を検討した結果、練習会場は１会場で充足できることが確認
できたため、大松山運動公園多目的グラウンドは使用しないこととした。
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　いちご一会とちぎ国体 練習会場【競技別】

種別
会場地
市町村

競技会場名 練習会場予定施設
使用期間

(設営・撤去含)

管
理
者

備考

【競技会場と同じ】 10月2日～10月14日 県

栃木県総合運動公園第２陸上競技場 10月2日～10月14日 県

栃木県総合運動公園投てき場 10月2日～10月14日 県

【競技会場と同じ】 9月15日～9月20日 県

栃木県総合運動公園屋内水泳場（25m） 9月15日～9月20日 県

飛込 全種別 【競技会場と同じ】 9月11日～9月15日 県

ＡＳ 少年女子 【競技会場と同じ】 9月9日～9月12日 県

栃木県立小山城南高等学校プール 9月9日～9月12日 県

栃木県立宇都宮東高等学校プール 9月9日～9月12日 県 市外施設

OWS 男子・女子 市貝町 塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 【競技会場と同じ】 9月8日～9月10日 他

栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 9月28日～10月6日 県

宇都宮市河内総合運動公園多目的運動広場 9月28日～10月4日 市

さくら市鬼怒川運動公園 9月29日～10月3日 市

SAKURAグリーンフィールド 9月29日～10月3日 市

真岡市総合運動公園陸上競技場

真岡市総合運動公園運動広場１

下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場 別処山運動公園 9月29日～10月6日 市

益子町 益子町南運動公園陸上競技場 真岡市きぬわいわい広場 9月30日～10月6日 市 町外施設

矢板中央高等学校東泉グラウンド 10月1日～10月5日 他

とちぎフットボールセンター 10月1日～10月5日 他

那須塩原市 那須塩原市青木サッカー場グラウンドＢ 那須塩原市青木サッカー場 10月1日～10月4日 市

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

5 全種別 栃木市 谷中湖特設ボートコース 【競技会場と同じ】 9月17日～10月15日 他

今市青少年スポーツセンターサッカー場 9月30日～10月8日 他

今市青少年スポーツセンター陸上競技場 9月30日～10月8日 他

成年男子

成年女子

少年男子

栃木県立宇都宮清陵高等学校東体育館 10月5日～10月11日 県

作新学院大学第一体育館 10月5日～10月11日 他

栃木県農業大学校体育館 10月5日～10月11日 県

宇都宮市青少年活動センター（トライ東）体育館 10月5日～10月11日 市

国立大学法人宇都宮大学陽東キャンパス体育館 10月5日～10月11日 他

栃木県立県央産業技術専門校体育館 10月5日～10月11日 県

佐野市運動公園市民体育館 10月6日～10月11日 市

佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館 10月6日～10月11日 市

佐野日本大学高等学校・中等教育学校講堂兼総
合体育館（ﾌﾟﾗｻﾞ40）

10月6日～10月11日

佐野日本大学短期大学体育館 10月6日～10月11日 市

栃木県立鹿沼高等学校東体育館 10月5日～10月11日 県

栃木県立鹿沼商工高等学校第２体育館 10月5日～10月11日 県

少年男子

少年女子

栃木県総合運動公園サブアリーナ 9月6日～9月14日 県

宇都宮市体育館 9月6日～9月14日 市 メイン（男子）、サブ（女子）

小山市立体育館 9月14日～9月20日 市

栃木県立県南体育館（サブ） 9月15日～9月20日 県

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 男子･女子 茂木町 茂木町民体育館 【競技会場と同じ】 10月1日～10月10日 町

栃木県立宇都宮白楊高等学校第２体育館 9月28日～10月3日 県

宇都宮市雀宮体育館 9月28日～10月3日 市

宇都宮市立陽南中学校体育館 9月28日～10月3日 市

宇都宮市立雀宮中学校体育館 9月28日～10月3日 市

栃木県立宇都宮中央女子高等学校第１体育館 9月28日～10月3日 県

栃木県立宇都宮北高等学校体育館 9月28日～10月3日 県

栃木県立宇都宮東高等学校体育館 9月28日～10月3日 県

宇都宮市立清原中学校体育館 9月28日～10月3日 市

足利市民体育館補助競技場 9月27日～10月7日 市

足利市立青葉小学校体育館 9月27日～10月7日 市

足利市民武道館 9月27日～10月7日 市

12 全種別 千葉市 千葉市稲毛ヨットハーバー 【競技会場と同じ】 9月30日～10月1日 市 県外開催

成年男子

少年男子

女子

栃木県立栃木商業高等学校第２体育館 10月3日～10月8日 県

栃木県立栃木女子高等学校体育館 10月3日～10月8日 県

栃木市大平体育館 10月3日～10月8日 市

栃木市大平南体育館 10月3日～10月8日 市

下野市立石橋中学校体育館 10月4日～10月10日 市

下野市立石橋小学校体育館 10月4日～10月10日 市

下野市立古山小学校体育館 10月4日～10月10日 市

栃木県立石橋高等学校体育館 10月4日～10月10日 県

野木町体育センター 10月4日～10月8日 町

野木町立野木第二中学校体育館 10月4日～10月8日 町

成年男子

少年男子

ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 女子 那須町 那須町特設ロードレースコース 練習会場なし － －

【競技会場と同じ】 10月4日～10月10日 市

那須塩原市三島体育センターテニスコート 10月4日～10月10日 市

那須野が原公園テニスコート 10月4日～10月10日 県

栃木県立鹿沼南高等学校体育館 9月28日～10月6日 県

鹿沼市立石川小学校体育館 9月28日～10月6日 市

鹿沼市立津田小学校体育館 9月28日～10月6日 市

鹿沼市立北犬飼中学校体育館 9月28日～10月6日 市

17 卓球 全種別 鹿沼市 TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)

16 ソフトテニス 全種別 那須塩原市
石川スポーツグラウンドくろいそテニスコート
（那須塩原市くろいそ運動場テニスコート）

【競技会場と同じ】 9月29日～10月10日 市

下野市 下野市石橋体育センター

野木町 野木町立野木中学校体育館

15 自転車
ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ 宇都宮市 宇都宮競輪場

10月4日～10月11日ウエイトリフティング 小山市 小山市立体育館 小山市立体育館駐車場敷 市 器具庫にアップ場１０面

14 ハンドボール 全種別

栃木市

マルワ･アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）
学校法人國學院大學栃木学園第二体育館
日立栃木体育館

13

11 レスリング
成年男子
少年男子

女子
足利市 足利市民体育館

セーリング

新体操 少年女子 小山市 栃木県立県南体育館

10 バスケットボール 全種別 宇都宮市
栃木県総合運動公園メインアリーナ
宇都宮市体育館
栃木県立宇都宮工業高等学校体育館

市

9 体操

体操競技 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 足利市 足利市特設ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ会場 【競技会場と同じ】 9月5日～9月15日

宇都宮市清原体育館
宇都宮市体育館

少年女子

成年男子 佐野市 佐野市アリーナたぬま

成年女子 鹿沼市 TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)

10月3日～10月12日 市

8 バレーボール

６人制

少年男子

宇都宮市

7 ボクシング 日光市 日光市大沢体育館 日光市大沢地区センター駐車場敷

ボート

6 ホッケー 全種別 日光市
今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ人工芝競技場
日光市ホッケー場

4 テニス

宮原運動公園庭球場 9月30日～10月4日 市

市

他

矢板市
矢板運動公園陸上競技場
矢板運動公園サッカー場

真岡市鬼怒自然公園多目的芝生広場 9月30日～10月8日

宇都宮市
栃木県総合運動公園テニスコート
宇都宮市屋板運動場庭球場

帝京大学宇都宮キャンパス　庭球場 9月29日～10月4日

3 サッカー

成年男子

宇都宮市
栃木県グリーンスタジアム
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

さくら市 さくら市総合公園さくらスタジアム

少年男子

真岡市

少年女子

2 水泳

競泳 全種別

宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場

水球
少年男子

女子
小山市 栃木県立温水プール館

競技名（種目）

○正式競技

1 陸上競技 全種別 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）
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種別
会場地
市町村

競技会場名 練習会場予定施設
使用期間

(設営・撤去含)

管
理
者

備考競技名（種目）

駒生運動公園野球場 10月4日～10月7日 市

清原南公園野球場 10月6日～10月10日 市

栃木県総合運動公園Ｃ球場 10月6日～10月10日 県

日光市 日光市日光運動公園野球場 日光市日光運動公園スポーツ広場 10月5日～10月7日 市

小山市 小山運動公園野球場 小山運動公園野球場A･B球場 10月5日～10月8日 市

矢板市 矢板運動公園野球場 矢板運動公園多目的グラウンド 10月5日～10月7日 市

益子町 益子町北公園野球場 益子町北公園多目的広場 10月5日～10月9日 町

成年男子

少年男子

成年男子

成年女子

少年

日産体育館 10月1日～10月5日 他

上三川町立上三川中学校体育館 10月1日～10月5日 町

上三川町立上三川小学校体育館 10月1日～10月5日 町

栃木県立宇都宮高等学校武道場 10月5日～10月10日 県

栃木県立宇都宮南高等学校武道場 10月5日～10月10日 県

栃木県総合運動公園武道館第二道場 10月5日～10月11日 県

川西運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

寒井運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立黒羽中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

栃木県立黒羽高等学校校庭 10月5日～10月10日 県 雨天時：第２体育館

上石上公園野球場 10月5日～10月10日 市

下石上公園ソフトボール場 10月5日～10月10日 市

大田原市立野崎中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

栃木県立大田原高等学校校庭 10月5日～10月10日 県 雨天時：第１体育館

大田原市立石上小学校屋内運動場 10月6日～10月10日 市 雨天時練習場

佐久山運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立金田南中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立湯津上中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

ふれあいの丘多目的広場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

足利市渡良瀬運動場（A～F面） 10月5日～10月10日 市

毛野体育館 10月5日～10月10日 市 雨天時用

三重体育館 10月5日～10月10日 市 雨天時用

足利市民体育館 10月6日～10月8日 市 雨天時用

大田原体育館 10月5日～10月10日 市

黒羽体育館 10月5日～10月9日 市

大田原西地区公民館体育館 10月6日～10月9日 市

大田原市立大田原小学校屋内運動場 10月5日～10月9日 市

大田原市立西原小学校屋内運動場 10月6日～10月10日 市

大田原市立大田原中学校屋内運動場 10月5日～10月10日 市

大田原市立金田北中学校屋内運動場 10月5日～10月9日 市

栃木県立那須拓陽高等学校第１体育館 10月5日～10月8日 県 市外施設

栃木県立那須清峰高等学校第２体育館 10月5日～10月8日 県 市外施設

近的

遠的

50m、10m 全種別 栃木県ライフル射撃場 【競技会場と同じ】 10月4日～10月9日 県

少年男子

少年女子

25m 成年男子 栃木県警察学校射撃場 【競技会場と同じ】 10月6日～10月9日 県

栃木県立宇都宮高等学校西体育館 9月29日～10月5日 県

栃木県立宇都宮高等学校東体育館 9月29日～10月5日 県

宇都宮市明保野体育館 9月29日～10月5日 市

栃木県総合運動公園武道館第二道場 9月29日～10月5日 県

佐野市田沼グリーンスポーツセンター 9月29日～10月7日 市

成年男子 （仮称）佐野市運動公園運動広場 佐野市運動公園野球場 9月29日～10月7日 市

少年男子 佐野市運動公園陸上競技場 （仮称）佐野市運動公園運動広場 9月29日～10月7日 市

女子 佐野市運動公園多目的球技場 佐野市運動公園多目的球技場 9月29日～10月7日 市

佐野市中運動公園 9月29日～10月7日 市

ﾘｰﾄﾞ 壬生町総合運動場特設会場仮設テント 9月24日～10月５日 町

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 壬生町総合運動場特設会場仮設テント 9月24日～10月５日 町

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 全種別 栃木市 谷中湖特設カヌー競技場 【競技会場と同じ】 9月17日～10月15日 他

ｽﾗﾛｰﾑ 成年男子

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 成年女子

31 全種別 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 那須烏山市緑地運動公園野球場 10月5日～10月10日 市

栃木県立県南体育館（サブ、柔・剣道場） 10月1日～10月5日 県

小山市立体育館 9月29日～10月2日 市 ﾒｲﾝ12面、ｻﾌﾞ6面

成年男子 壬生町立壬生小学校体育館 10月5日～10月11日 町

少年男子 壬生町立藤井小学校体育館 10月5日～10月11日 町

成年女子 栃木市都賀体育センター 9月30日～10月4日 市

少年女子 栃木市木コミュニティーセンター 9月30日～10月4日 市

35 全種別 足利市 足利スターレーン 【競技会場と同じ】 10月1日～10月12日 他

成年男子 ホウライカントリー倶楽部 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（20打席）

少年男子 西那須野カントリー倶楽部 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（15打席）

女子 塩原カントリークラブ 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（20打席）

三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしな
すの運動公園）プール

9月30日～10月2日 市

三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしな
すの運動公園）多目的運動場

9月30日～10月2日 市
那須塩原市

ボウリング

戸田調整池周辺特設コース

36 ゴルフ 那須塩原市

37 トライアスロン
成年男子
成年女子

34 なぎなた 栃木市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

32 空手道 全種別 小山市 栃木県立県南体育館

33 銃剣道 壬生町 栃木県立壬生高等学校体育館

10月2日～10月10日 他

アーチェリー

30 カヌー
塩谷町 鬼怒川特設カヌー競技場 【競技会場と同じ】

29 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 全種別 壬生町 壬生町総合運動場特設会場

27 剣道 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館

28 ラグビーフットボール 佐野市

10月4日～10月9日 県26 ライフル射撃 宇都宮市BR、BP 栃木県総合教育センター体育館 【競技会場と同じ】

9月5日～10月14日 県25 弓道 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館 栃木県総合運動公園　仮設練習場

足利市
足利市総合運動場硬式野球場
足利市総合運動場軟式野球場

24 バドミントン 全種別 大田原市 栃木県立県北体育館

23 ソフトボール

成年男子

大田原市

黒羽運動公園多目的運動場

成年女子
美原公園野球場
美原公園第２球場

少年女子 大田原グリーンパーク

少年男子

21 フェンシング 全種別 上三川町 上三川町体育センター

22 柔道
成年男子
少年男子

女子
宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館

10月3日～10月10日 他

8月29日～10月21日 県

20 馬術 那須塩原市 地方競馬教養センター 【競技会場と同じ】

19 相撲 大田原市 栃木県立県北体育館 栃木県立県北体育館仮設練習場

18 軟式野球 成年男子

宇都宮市
栃木県総合運動公園硬式野球場
宇都宮清原球場
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いちご一会とちぎ国体本大会 特別招待者の範囲 

 

 

  いちご一会とちぎ国体本大会の特別招待者の範囲は、別紙「いちご一会とちぎ国体本大会 特

別招待者の範囲」のとおりとする。 

 

１ 趣旨 

  いちご一会とちぎ国体の総合開会式・総合閉会式に招待する者の範囲を定める。 

 

２ 招待者の範囲設定方針 

  先催県の事例及び本県の状況を勘案の上、設定する。 

 

３ 今後の予定 

実行委員会常任委員会に報告するとともに、国体開催基準要項に基づき、日本スポーツ協会と

調整の上、報告する。 

 

 

（参考） 

 国民体育大会開催基準要項(2020 年 10 月 15 日版抜粋) 

25 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会 

(5) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と調整の上、報告をしな

ければならない。 

①大会開催に関する予算及び決算 ②皇族に関する事項 

③実行委員会の規程及び委員 ④大会に関するマスコット ⑤招待者の範囲 

⑥表彰に関する事項 ⑦大会の諸会議日程 ⑧その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 29日 第４回総務企画専門委員会決定事項 

報告事項４ 
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（別紙）

大分類 中分類 小分類

１　都道府県 知事
議会議長
教育長

２　日本オリンピック委員会 顧問
会長
副会長
理事
監事

３　次期開催県等 開催決定県実行委員会事務局長
開催決定県国体局長
開催内定県実行委員会事務局長
開催内定県国体局長
前回開催県実行委員会事務局長
前回開催県国体局長

４　特別協力者 国体特別協力者

１　報道機関 報道関係者

２　県関係 各種行政委員会委員
県スポーツ推進審議会委員

３　市町関係 各市町長
各市町議会議長
各市町教育長
開・閉会式会場地市議会議員
開・閉会式会場地市教育委員
各会場地市町実行委員会事務局長

４　学校関係 (一社)県幼稚園連合会理事長
県保育協議会会長
県民間保育園連盟会長
県日本保育協会会長
県小学校長会会長
県中学校長会会長
県高等学校長会会長
県特別支援学校長会会長
県私立中学高等学校連合会会長
(一社)栃木県専修学校各種学校連合会理事長
各大学・短期大学長
県幼稚園ＰＴＡ連合会会長
県ＰＴＡ連合会会長
県高等学校ＰＴＡ連合会会長
式典協力学校長
県高等学校文化連盟会長

５　体育団体関係 県小学校教育研究会体育部会　部会長
県中学校体育連盟会長
県高等学校体育連盟会長
県女子体育連盟会長
県スポーツ推進委員協議会会長
各市町体育・スポーツ協会等会長
各実施競技団体会長（理事長）

６　県政功労者 県政に功績があった者
７　県実行委員会 実行委員会委員

各専門委員会等委員長及び委員
各部会部会長及び委員

８　特別協力者 国体特別協力者

なお、上記から大会役員及び競技会役員を除くものとする。

県
　
　
外

県
　
　
内

いちご一会とちぎ国体　本大会　特別招待者の範囲

範囲については現時点の案であり、公益財団法人日本スポーツ協会との調整の上、正式決定します。
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いちご一会とちぎ国体冬季大会 招待者の範囲 

 

 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会の招待者の範囲は、別紙「いちご一会とちぎ国体冬季大会 招

待者の範囲」のとおりとする。 

 

１ 趣旨 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会の開始式・表彰式に招待する者の範囲を定める。 

 

２ 招待者の範囲設定方針 

  先催県の事例及び本県の状況を勘案の上、設定する。 

 

３ 今後の予定 

実行委員会常任委員会に報告するとともに、国体開催基準要項に基づき、日本スポーツ協会と

調整の上、報告する。 

 

 

（参考） 

 国民体育大会開催基準要項(2020 年 10 月 15 日版抜粋) 

25 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会 

(5) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と調整の上、報告をしな

ければならない。 

①大会開催に関する予算及び決算 ②皇族に関する事項 

③実行委員会の規程及び委員 ④大会に関するマスコット ⑤招待者の範囲 

⑥表彰に関する事項 ⑦大会の諸会議日程 ⑧その他必要な事項 

 

 

令和３年１月 29日 第４回総務企画専門委員会決定事項 

報告事項５ 
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（別紙）

大分類 中 分 類 小 分 類

１　各都道府県 都道府県知事・議会議長

次の開催都道府県の実行委員会事務局長・国体事務局長及び教育長

(１)　第７８回冬季大会の開催地(岩手県※)

(２)　第７６回冬季大会の開催地(岐阜県・愛知県・秋田県)

３　特別協力者 国体特別協力者

１　報道関係 報道委員会委員・直接大会に協力した報道関係者

２　県関係 スポーツ推進審議会委員

３　市町関係 市町長・議会議長

４　学校関係 大会協力学校長

５　体育団体関係
県中学校体育連盟会長・県高等学校体育連盟会長・県スポーツ推進委
員協議会会長・市スポーツ推進委員会会長

６　県・市政功労者 県政及び市政に功績のあったもの

７　県･市実行委員会 顧問･参与・監事･委員

８　特別協力者 国体特別協力者

なお、上記から大会役員及び競技会役員を除くものとする。

※ 第７８回冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会開催地は未定（岩手県はスキー競技会開催地）

いちご一会とちぎ国体冬季大会　招待者の範囲

県
内

県
外

２　次期開催県等

範囲については現時点の案であり、公益財団法人日本スポーツ協会との調整の上、正式決定します。
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会における環境に配慮した取組について 

 

１ 環境に配慮したいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会について（令和２年８月 常任委員会決定） 

 両大会における新たなテーマとして「環境への配慮」を打ち出し、関係者の連携と県民の参加により

幅広い取組へとつなげます。 

 

２ 両大会における主な取組内容（予定） 

(1)運営面における環境配慮 

 両大会の運営において、可能な限り環境への負荷が小さくなるよう、式典や競技会の実施において

様々な取組を行います。 

・再生可能エネルギー（太陽熱給湯システム、地中熱空調システム）設備の活用【本・冬】 

・ＦＣＶ、ＥＶ自動車を活用したイベントスペース等への電力供給【本】 

・各種媒体の電子化による紙使用量の削減【本・冬】 

(2)調達する物品等における環境配慮 

 必要となる物品等の調達において、環境に配慮した製品を積極的に利用します。 

・運営スタッフ等が着用する服飾類における再生素材の利用【本・冬】 

・包装類でのプラスチック以外の素材利用【本・冬】 

・FSC（森林認証）を受けた紙素材の利用【本・冬】 

 ・両大会での使用を想定した、県内ものづくり企業による環境負荷の低減が図れる製品の開発支援

【本・冬】※産業労働観光部で実施 

 (3)両大会の開催を通じた環境配慮に関する周知啓発 

両大会の周知と併せて、環境配慮に関する啓発や行動を促すための取組を行います。 

・公共交通機関の利用促進【本・冬】 

・会場等における食品ロスやゴミ削減などの呼びかけ【本・冬】 

・COOL CHOICE とちぎによる地球温暖化対策の普及啓発【本】 

３ 今後の取組について 

令和４年１月に開催する冬季大会を皮切りとし、本大会及び障害者スポーツ大会の開催に向け、より

多くの方から参加・協力を得られるよう、引き続き取り組みを進めていきます。 

【本】：本大会・障スポ大会 

【冬】：冬季大会 

令和３年１月29日 第４回総務企画専門委員会報告事項 

報告事項６ 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 公式ポスターデザイン入賞作品等 

 

１ 応募状況について 

 (1) 募集期間：令和２(2020)年７月 31日（金）～10 月 31 日（土） 

 (2) 応募作品数 

 作品数 備  考 

応募作品数 118 
小学生１名、中学生２名、高校生３名、 

大学・専門学生 78 名、一般 34 名 

事前審査通過作品数 116 
第三者の著作物の使用が疑われたことなど

から２作品を除外 

 

２ 選考経過について 

 (1) １次審査（令和２(2020)年 11 月６日（金）～13 日（金）） 

   デザイン部会委員がそれぞれ上位５作品を選定し、事務局において順位に応じて配点・ 

集計し上位 10 作品を選定 

 (2) ２次審査（令和２(2020)年 12 月８日（火）） 

   １次審査を通過した上位 10作品について、デザイン部会で審議し最優秀賞（公式ポス 

ター採用）候補１作品、優秀賞候補３作品、予備作品１作品を選定 

 

３ 入賞作品について 

候  補 所  属 氏  名 

最優秀賞 

（公式ポスター採用） 
株式会社栃木プロジェクトプロ 石井 智幸 

優秀賞 

伴印刷株式会社 田﨑 麻里子 

伴印刷株式会社 齋藤 強志 

株式会社井上総合印刷 丸山 秀樹 

 

４ 入賞作品の選定理由 

入賞作品４作品については、他作品と比較して色彩が豊かで目につきやすい配色であった。

中でも、「いちご」「栃の葉」が使われており栃木県らしさが良く表現されている作品が公式

ポスターに相応しいと考え、最優秀賞候補作品を選定した。 

 

令和３年１月 27日 第３回広報・県民運動専門委員会決定事項 

報告事項７ 
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５ いちご一会賞について 

 (1) デザイン部会からの提案趣旨 

  コロナ禍で休校や夏休みの縮小など様々な制約がある中、応募いただいた児童・生徒を

奨励したい旨提案があったため、「いちご一会賞」として授与する。 

 

(2) 入賞作品について 

 所 属 学 年 氏 名 備 考 

１ 那須塩原市立稲村小学校造形部 

４年 

６年 

６年 

君島 春生 

佐藤 花穂 

中村 結花 

障スポ 

冬季大会 

本大会 

２ 鹿沼市立東中学校 ２年 羽鳥 ひかり  

３ 益子町立七井中学校 １年 加藤 美貴  

４ 栃木商業高等学校 ２年 押山 千莉  

５ 那須清峰高等学校 ３年 宮本 百花  

６ さくら清修高等学校美術部 ３年 増形 美遥  

 

６ 今後のスケジュール 

  ３／４（木）  国体委員会（承認） 

  ３／下旬    表彰式（予定） 
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○
最
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賞
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公
式
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ス
タ
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大
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大
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【
作
品
説
明
】
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と
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技
に
か
け
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表
し
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り
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そ
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ら
が
集
ま
り
人
の
カ
タ
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と
な
っ
て
両
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会
の
象
徴
と
し
て
表
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し
て
い
る
。
ま
た
、
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に
は
前
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の
「
栃
の
葉
国
体
」
か
ら
の
思
い
の
繋
が
り
と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
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○優秀賞作品

本大会 障スポ 冬季大会

【作品説明】
　競技の人物シルエットを筆のタッチで表現し、枠からはみ出させることで躍動感や迫力の
あるデザインとした。本大会を「赤」障害者スポーツ大会を「緑」冬季大会を「青」とテー
マカラーを設け、差し色として取り入れた。

【作品説明】
　いちご王国とちぎを表現するために、下部に栃木県といちごを配置し、元気に飛び出すと
ちまるくんをデザインすることで「いちご一会とちぎ国体」を表現。バックにはコミック調
にデザインした各競技の元気なとちまるくんを配置し、全体をコミカルにデザインした。

【作品説明】
　いちごのビジュアルを全面に載せることで「いちご王国とちぎ」をアピールした。とちま
るくんのキャラクターを数多く配置することで、国体開催と多種多様な競技が行われること
を表現した。

25



○いちご一会賞作品

本大会 障スポ 冬季大会

1

2

3

4
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本大会 障スポ 冬季大会

5

6
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 参加章、記念章及び大会メダルデザイン 

 

１ 応募状況について 

 (1) 募集期間：令和２(2020)年７月 31日（金）～10 月 31 日（土） 

 (2) 応募作品数 

  ア 参加章・記念章 

 作品数 備  考 

応募作品数 ２  

事前審査 

通過作品数 
１ 

想定を大きく上回る単価による提案のため１作

品を除外 

 

  イ 大会メダル 

 作品数 備  考 

応募作品数 10  

事前審査 

通過作品数 
２ 

栃木県らしさを感じられる「素材」の提案がなか

ったため８作品を除外 

 

２ 選考経過について 

 (1) １次審査（令和２(2020)年 11 月６日（金）～13 日（金）） 

   参加章・記念章については事前審査通過１作品がふさわしいと認められ選定 

大会メダルについては事前審査通過２作品にデザイン部会各委員が順位付けの上選定 

 (2) ２次審査（令和２(2020)年 12 月８日（火）） 

   デザイン部会で審議し、それぞれ最優秀候補作品１作品及び予備作品１作品を選定 

 

３ デザインについて 

候 補 会社名 使用素材 

参加章・記念章 

白石物産株式会社 

県産杉材 

大会メダル 県産杉材、亜鉛合金ダイカスト 

 

４ デザインの選定理由 

 (1) 参加章・記念章 

   栃木県の伝統工芸である鹿沼組子の文様が美しく、木目も生かされておりいちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会の参加章としてふさわしいと考え選定した。 

 

令和３年１月 27日 第３回広報・県民運動専門委員会決定事項 

報告事項８ 
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 (2) 大会メダル 

   事前審査通過作品２点を比較し、使用素材・デザイン共に栃木県らしさが表現されて

おり、参加章・記念章デザインと統一感が図れる当該デザインがふさわしいと考え選定

した。 

 

５ 試作結果を踏まえた参加章・記念章デザインの補正について 

  令和２(2020)年 12 月８日（火）～令和３(2021)年１月 15 日（金）の期間で実施した参

加章・記念章の試作結果を踏まえ、以下のとおり一部補正を行った。 

 (1) 補正内容 

   参加章・記念章の印字方法を「レーザー加工」から「ＵＶプリント印刷」（カラー）に

変更 

(2) 補正理由 

   「レーザー加工」では文字が潰れやすく判読しにくいため、「ＵＶプリント印刷」とす

ることで対応。また、「とちまるくん」をカラーで印刷することで、華やかな印象とした。 

 

６ 今後のスケジュール 

  ３／４（木）  国体委員会（承認） 
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参加章・記念章デザイン（案）について 

 

１ デザイン(案)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    参加章（国体）        記念章（国体）       参加章（障スポ） 

 

２ 規格 

  ・材 質  県産杉材 

  ・サイズ  幅：40 ㎜ 厚さ：５mm 

 

３ デザイン説明 

 栃木県の伝統工芸品「鹿沼組子」をモチーフにデザイン。「鹿沼組子」の文様にはそれぞ

れ縁起のいい意味が込められており、参加章（国体）には「七宝」、記念章（国体）には「麻

の葉」、参加章（障スポ）には「積石亀甲」を使用している。 

 

30



大会メダルデザインについて 

 

１ デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    金メダル          銀メダル          銅メダル 

 

 

２ 規格 

  ・材 質  県産杉材、亜鉛合金 

  ・サイズ  縦 83.1mm×横 72mm×厚さ９mm 

        （金属部分 直径：50mm 厚さ：３mm） 

 

３ デザイン説明 

 栃木県の伝統工芸品「鹿沼組子」をモチーフにデザイン。表面の模様は「桜」、裏面の模

様は「胡麻」を使用し、組子のもつ美しさと繊細さを表現。また、金属メダルを挟み込むこ

とで３層の立体構造が複雑な陰影を生み出し、メダルに相応しい重厚感ある仕上がりとなっ

ている。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

炬火台、炬火トーチデザイン最優秀賞等 

 

１ 応募状況について 

(1)  募集期間：令和２(2020)年７月 31日（金）～10 月 31 日（土） 

(2)  応募作品数 

 作品数 内   訳 

炬火台 126 
園児 1点、小学生９点、中学生 20点、高校生 43点、

大学・専門学生 16 点、一般 37 点 

炬火トーチ 155 
小学生 17点、中学生 39点、高校生 40 点、大学・専

門学生 24点、一般 35点 

 

２ デザイン選定委員会における最優秀賞候補作品の選定について 

 (1)  １次（書面）審査：各委員３点以内の最優秀候補作品を選定 

：期間 令和２(2020)年 11 月 11 日（水）～24 日（火） 

(2)  ２次審査    ：１次審査通過作品の中から、最優秀賞候補作品各３点を選定 

：開催日 令和２(2020)年 12 月 17 日（金） 

 

３ 式典専門委員会における最優秀賞選定について 

最優秀賞候補作品から最優秀賞を選定（ほかの各２点は優秀賞） 

 

４ 最優秀賞及び優秀賞について 

(1)  炬火台 

賞 受賞者 職業 

最優秀賞 田口 義尚 デザイナー（株式会社みやもと） 

優秀賞 作品１ 

作品２ 

本人希望により非公表  

本人希望により非公表  

(2)  炬火トーチ 

賞 受賞者 職業 

最優秀賞 伴印刷株式会社 

新保 怜奈 

デザイナー 

優秀賞 作品１ 

作品２ 

松尾 怜奈 大学生（東洋大学３年） 

戸室 多美子 大学事務職員 

令和３年１月 15日 第５回式典専門委員会決定事項 

報告事項９ 

32



５ 最優秀賞について 

炬火台  

 

 

【受賞者デザイン解説】 

・大谷石と赤いガラスでいちご型に組み上げ

た。 

・炬火がともることで、燃えさかるいちごが

完成する。 

・選手たちの大会に向けた熱く強い願いや

思いを、栃木らしさを交えつつ表現し

た。 

 

 

炬火トーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受賞者デザイン解説】 

・緩やかなカーブで描かれた形は、栃木に流

れる鬼怒川、那珂川、田川、荒川、思川の流

れをイメージし、緑のラインは、栃木の自

然を表現している。 

・選手たちの一人一人のエネルギーを湾曲し

た線で表現した。 
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６ 優秀賞について 

炬火台 

 

【受賞者デザイン解説】 

・栃木県の豊かで雄大な自然をイメージ 

・栃の葉に彩られた中禅寺湖を県鳥オオルリが

羽ばたき、アスリートたちも未来に向かって

羽ばたいて欲しいという願いを込めた。 

 

【受賞者デザイン解説】 

・本県特産のいちごをイメージした。 

・いちごを前面に押し出し、この国体で本県の

魅力を全国に強く印象づけ記憶に残すことを

考え、かなりインパクトのあるデザインを試

みた。 
 

炬火トーチ 

 

【受賞者デザイン解説】 

・県鳥のオオルリをモチーフとして、今はまだ

小さな子どもの鳥でも精一杯つばさを広げて

夢の舞台へ羽ばたいて欲しいという思いから

デザインした。 

 

 

【受賞者デザイン解説】 

・本県を象徴するいちごをモチーフとした。 

・大人も子どもも親しめるように、県内の伝統

工芸である「竹工芸」からイメージ 

・柄の部分は TOCHIGI の頭文字「T」を彫刻 

 

７ 今後のスケジュール 

令和３(2021)年  ３月下旬 表彰 

４月以降 炬火台実施設計、炬火台座デザイン 

ミニ炬火台、炬火トーチ試作 

令和４(2022)年  ３月   ミニ炬火台、炬火トーチを市町へ配布 

４月以降 市町炬火イベント、炬火台製作 

 

作品１ 

作品２ 

作品１ 

作品２ 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会おもてなし広場基本計画 

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会において、全国から来県される各選手団や大会関係者等

の多くの方々をおもてなしの心であたたかく迎え、交流の輪を広げる場とするほか、いちごを

始めとした本県の様々な魅力や環境に配慮した取組を全国に発信する場となるよう、両大会の

開・閉会式会場やいちご一会とちぎ大会の競技会場に「おもてなし広場」を設置する。 
 
２ 設置主体 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 
 
３ 設置期間 

  いちご一会とちぎ国体：令和４(2022)年 10 月１日(土)～10 月 11 日(火) 

いちご一会とちぎ大会：令和４(2022)年 10 月 29 日(土)～10 月 31 日(月) 

 
４ 愛称 

  いちご一会広場 
  ※「いちご王国」・栃木で行われる両大会に参加するすべての人々が、県民の心のこもった様々

なおもてなしに出会い、交流を深める場とするため。 
 
５ 設置場所 

  10 市 15 会場 

区分 式典・競技名(障害区分) 会   場 所在地 

とちぎ 
国体 

開・閉会式、陸上競技、テニス、

バスケットボール、軟式野球、

柔道、剣道 

栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

とちぎ 
大会 

開・閉会式、陸上競技(身・知)、

水泳(身・知) 

栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

アーチェリー(身) 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 那須烏山市 

卓球(身・知・精) 

【ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ(身)含む】 

TKC いちごアリーナ 

(鹿沼総合体育館) 
鹿沼市 

フライングディスク(身・知) 栃木市総合運動公園陸上競技場 栃木市 

ボウリング(知) 足利スターレーン 足利市 

ボッチャ(身) にしなすの運動公園体育館 那須塩原市 

バスケットボール(知) 
栃木県総合運動公園 

(広場は中央広場に設置) 
宇都宮市 

車いすバスケットボール(身) 栃木県立県南体育館 小山市 

ソフトボール(知) 美原公園野球場・第２球場 大田原市 

グランドソフトボール(身) 屋板運動場運動広場 宇都宮市 

フットベースボール(知) 足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場 足利市 

バレーボール(身) 

      (知) 

      (精) 

宇都宮市清原体育館 

宇都宮市体育館 

佐野市アリーナたぬま 

宇都宮市 

宇都宮市 

佐野市 

サッカー(知) 真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１ 真岡市 
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６ 実施内容 

(１)栃木県総合運動公園中央広場の区分 

主なエリア 内   容 
関係機関・協賛 

企業等出展 

日本スポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会・協賛企業・特別協賛企業

の出展、県・市町の PRブース等 

出展企業・団体 民間企業・団体等がスポーツ用品や土産等を販売、最先端企業技術の展示 

特産品販売 特産品や郷土料理、ご当地グルメ等を販売 

融合・交流 
セルプ商品(障害者就労支援所で製作した商品)の展示・販売、障害者スポ

ーツ体験コーナーを実施、特別支援学校生徒による発表・展示等 

大型休憩所 休憩スペース、企画展示（「いちご王国」・栃木等）、ふるまい等を実施 

ステージ企画 
両大会参加選手による企画、郷土芸能、県民参加企画、県関係著名人によ

る企画等、日本スポーツ協会主催企画 

とちまるくん広場 

(競技体験エリア) 
競技体験等を実施 

カフェスペース 飲食物の販売、飲食・休憩スペース 
 

 (２)栃木県総合運動公園以外の競技会場 

内   容 
・郷土料理などの飲食物や物産等を販売、ふるまい等を実施 

 ※おもてなし広場の運営に当たっては、プラスチック以外の素材利用やフードロス・ゴミの 
削減に取り組む。 

 
７ 来場予定者数 

  (１)いちご一会とちぎ国体(開・閉会式の参加見込み数)          (単位：人) 

 開会式 閉会式 合計 

広場来場予定者数 ２７，５００ １４，０００ ４１，５００ 

※広場来場予定者数は先催４県（茨城、福井、愛媛、岩手）の来場者数の平均値 
 

(２)いちご一会とちぎ大会(メイン会場３日間)              (単位：人) 

 １日目(開会式) ２日目(競技) ３日目(閉会式) 合計 

広場来場予定者数 ２１，５００ １３，５００ １８，５００ ５３，５００ 

※広場来場予定者数は先催３県（福井、愛媛、岩手）の来場者数の平均値 

８ その他 
  いちご一会広場の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催に 
おける新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガ
イドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じるとともに、バリアフリーなど人に優しく環境
に最大限配慮した運営方法を検討する。 

  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性 
がある。 

 
９ 今後の日程 

時  期 内   容 

令和３年１月 いちご一会広場基本計画(案)審議、決定 

    ４月～ 
広場レイアウト、売店等設置運営要項、出店料、ステージイベント

等を検討 

８月～ 出展意向調査(関係機関、協賛企業等) 

12 月 
売店等設置運営要項(案)審議、決定 

いちご一会広場実施計画(案)審議、決定 

令和４年４月～ 出展意向調査(県内関係機関等) 

    ５月～６月 出展意向とりまとめ 

    ８月 出展者説明会 

    ９月～ 広場設置、運営 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会おもてなし広場基本計画 

 

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会において、全国から来県される各選手団や大会関係者等の多

くの方々をおもてなしの心であたたかく迎え、交流の輪を広げる場とするほか、いちごを始め

とした本県の様々な魅力や環境に配慮した取組を全国に発信する場となるよう、大会の開始式

会場等でおもてなしを実施する。 
 
２ 設置主体 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、第 77回国民体育大会日光市実行委員会 
 
３ 設置期間 

令和４(2022)年１月 24日(月)～１月 30日(日) 

 
４ 愛称 

  いちご一会広場 
  ※「いちご王国」・栃木で行われる国体に参加するすべての人々が、県民の心のこもった様々

なおもてなしに出会い、交流を深める場とするため。 
 
５ 設置場所(２会場) 

式典・競技名 会   場 所在地 
開始式会場 日光市今市文化会館 日光市 
競技会場 栃木県立日光霧降アイスアリーナ 日光市 

 
６ 実施内容 

  (１)日光市今市文化会館(県) 

内   容 

・国体(本大会)・障スポ PR、募金グッズ販売、観光 PR等 

 

  (２)栃木県立日光霧降アイスアリーナ 

 県 日光市 

関係機関出展 日本スポーツ協会、県 PRブース等 市 PRブース 

協賛企業出展 協賛企業 － 

特産品販売 いちご等の特産品を販売 

融合・交流 － 競技紹介コーナー等を設置 

大型休憩所 休憩スペース、企画展示、ふるまい等を実施 

※おもてなし広場の運営に当たっては、プラスチック以外の素材利用やフードロス・ゴミの 
削減に取り組む。 

        
７ 来場予定者数  (開始式会場・競技会場(霧降)の参加見込み数)            (単位：人) 

 開始式 競技会場(霧降) 合計 

入場者総定数 ９９０ ２７，０２３ ２８，０１３ 

 ※１ 冬季大会式典実施計画に基づく 
※２ 前回大会開催地(八戸市)の実績 

 

主なエリア 
区分 

※１ ※２ 
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８ その他 

  いちご一会広場の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催に 
おける新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガ

イドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じるとともに、バリアフリーなど人に優しく環境

に最大限配慮した運営方法を検討する。 
  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性 
がある。 

 

９ 今後の日程 

時  期 内   容 

令和３年 ２月～ 広場レイアウト、売店等設置運営要項等を検討 

 ４月～ 出展意向調査(関係機関、協賛企業等) 

５月～６月 出展意向とりまとめ 

12 月 出展者説明会 

令和４年 １月～ 広場設置、運営 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会総合案内所基本計画 

 

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会に参加する選手や役員、招待者、観覧者、

応援者等を温かくお迎えし、開・閉会式会場、競技会場への交通案内や、観光、食事、物産

品等に関する各種情報案内や PR を行うため、公共交通拠点等へ総合案内所を設置する。 
 
２ 設置者 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 
 
３ 設置場所・期間等 

(１)総合案内所・・・県実行委員会が、開・閉会式会場や本県の交通玄関口である主要な

公共交通拠点に設置。 

開催時期 設置エリア 設置場所 設置期間 

とちぎ 

国体 

会期前 
主要な 

公共交通拠点 

JR 宇都宮駅、小山駅、 

東武西川田駅 

2022 年９月８日(木)～19 日(月) 

(競技実施の２日前から終了の日まで) 

会期中 

主要な 

公共交通拠点 

JR 宇都宮駅、小山駅、 

那須塩原駅、雀宮駅 

東武西川田駅 

2022 年９月 29 日(木)～10 月 11 日(火) 

(総合開会式の２日前から総合閉会式の日ま

で) 

開・閉会式会

場 

 

栃木県総合運動公園 

入場口等 

2022 年 10 月１日(土)～11 日(火) 

(総合開会式の日から総合閉会式の日まで) 

とちぎ大会 

主要な 

公共交通拠点 

JR 宇都宮駅、小山駅、 

那須塩原駅、雀宮駅 

東武西川田駅 

2022 年 10 月 27 日(木)～31 日(月) 

(開会式の２日前から閉会式の日まで) 

開・閉会式会場 
栃木県総合運動公園 

入場口等 

2022 年 10 月 28 日(金)～31 日(月) 

(各会場の競技開始日の前日から競技終了日

まで) 
各競技会場 

大会各競技会場 

(16 カ所) 

 

 (２)案内所・・・市町実行委員会が、競技会場や各市町の交通拠点、選手団の指定乗降地に 

設置。設置期間についても市町実行委員会が定める。 

 

４ 業務内容 

設置場所 式典・競技名(障害区分) 

開・閉会式会場 ①会場案内業務 ②交通アクセスに関する情報提供 ③競技全般に

関する情報 ④観光案内 ⑤手話・要約筆記 ⑥迷子・落し物  

⑦車椅子等貸出 ⑧ラジオ貸出(視覚障害者対応) 等 

主要な公共交通拠点 ①各競技会場までのアクセス案内 ②競技会日程・結果等に関する

案内 ③観光・食事・物産等に関する案内 ④手話・要約筆記 等 
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５ その他 

  総合案内所の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催に

おける新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種

別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じる。 
  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可

能性がある。 
 

６ 今後の準備スケジュール 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 １月～ ６月～ ７月～ ４月 ５月～ ６月 ７月～９月 10 月・11 月 

設
置
場
所
・
内
容
・
規
模
等
の
検
討 

 

設
置
場
所
・
内
容
・
規
模
等
の
検
討 

総
合
案
内
所
基
本
計
画
（
案
）
※
専
門
委
員
会 

 

市
町
・
施
設
管
理
者
と
の
協
議 

総
合
案
内
所
の
仕
様
等
作
成 

 

市
町
・
施
設
管
理
者
と
の
調
整 

委
託
業
者
の
募
集
・
選
定 

 
総
合
案
内
所
運
営
人
員
計
画
策
定 

総
合
案
内
所
設
置
業
務
委
託
契
約 

  

実
施
本
部
員
研
修
（
歓
迎
案
内
班
） 

総
合
案
内
受
付
マ
ニ
ュ
ア
ル
配
布 

 

 

 

総
合
案
内
所
運
営 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会総合案内所基本計画 

  

 

１ 設置目的 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会に参加する選手や役員、招待者、観覧者、応援者等を温かく

お迎えし、開・閉会式会場、競技会場への交通案内や、観光、食事、物産品等に関する各種情報

案内や PRを行うため、公共交通拠点等へ総合案内所を設置する。 
 
２ 設置者 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、第 77回国民体育大会日光市実行委員会 

 
３ 設置場所・期間等 

総合案内所・・・県実行委員会が、メインの競技会場である日光霧降アイスアリーナや本県

の交通玄関口である主要な公共交通拠点に設置。 

開催時期 設置エリア 設置場所 設置期間 

とちぎ国体 

冬季大会 
会期中 

メイン 

競技会場 

日光霧降 

アイス 

アリーナ 

2022 年１月 24日(月)～１月 30 日(日) 

(開始式の日から表彰式の日まで) 

主要な 

公共交通拠点 

JR 宇都宮駅 

JR 日光駅 

東武日光駅 

2022 年１月 22日(土)～１月 30 日(日) 

(開始式の２日前から表彰式の日まで) 

 

４ 業務内容 

設置場所 式典・競技名(障害区分) 

主要な公共交通拠点 ①各競技会場までのアクセス案内 ②競技会日程・結果等に関する

案内 ③観光・食事・物産等に関する案内 等 

 
５ その他 

  総合案内所の運営については、公益財団法人日本スポーツ協会の「国民体育大会開催におけ 
る新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本指針」や政府ガイドライン、各業種別ガイド 
ライン等を踏まえた感染拡大防止策を講じる。 

  なお、本基本計画は今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、見直す可能性 
がある。 

 
６ 今後の準備スケジュール 

令和２年度 令和３年度 

12 月～ １月 ４月～ ９月 10 月 11 月～ １月 
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いちご一会とちぎ国体本大会 宿泊要項 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第 77 回国民体育大会本大会の正式競技及び特別競技に参加する選手・監督、

都道府県選手団本部役員、大会役員、競技会役員、競技役員及び視察員（以下「大会参加者」

という。）の宿泊等に関して、必要な事項を定める。 
 

２ 方針 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市

町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、いちご一会とちぎ国体合同配宿本部（以

下「合同配宿本部」という。）を設置し、緊密な連携のもと、相互に十分な連絡調整を行うと

ともに、関係する機関及び団体の協力を得て、大会参加者の宿泊について万全を期する。 
 

３ 業務の実施 

  合同配宿本部は、競技団体、栃木県旅館ホテル生活衛生同業組合等の関係団体、宿泊施設 
等と連絡調整のうえ、大会参加者の宿舎の選定、確保、配宿等に関する業務に当たるとと 
もに、これに関する紛議が生じた場合は、調停及びあっせんを行う。 

 

４ 宿舎の選定及び確保 

宿舎の選定及び確保については、次により行うものとする。 
（１）大会参加者の宿泊は、原則として会場地市町村内の旅館等（旅館業法（昭和 23 年法 

律第 138 号）の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。） 
を利用する。 

（２）会場地市町村内の旅館等で大会参加者の収容が困難な場合は、その地域の実情に応じ 
て、県内外近隣市町村の旅館等を利用、又は研修所等の宿泊施設に転用可能な施設を利 
用する。 

（３）風紀、衛生及び防災上支障があると認められる旅館等は利用しない。 
 
５ 配宿 

  大会参加者の配宿にあたっては、合同配宿本部が次の事項に留意して行うものとする。 
（１）選手・監督の宿舎は、競技会場及び練習会場までの交通状況、環境等に配慮し、都道府 

県別、競技別、種別及び男女別を考慮して配宿する。 
 

（２）選手・監督の宿舎は、原則として都道府県選手団本部役員、競技会役員及び競技役員 
とは別にする。 

（３）競技会役員及び競技役員については、できる限り同一、又は近隣の宿舎に配宿する。 
（４）１人の宿舎に要する広さは、3.3 ㎡（２畳）以上とする。 

令和３年１月 25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 

報告事項 12 
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６ 宿泊料金等 

  大会参加者の宿泊料金等は次のとおりとする。 
（１）宿泊及び素泊まり 
  ア 宿泊とは、入宿日の 15 時から、出発日の 10 時までの客室の使用をいうものとし、 

原則として１泊２食とする。 
  イ 素泊まりとは、食事を伴わない宿泊をいう。 
（２）宿泊料金 
   宿泊料金は次の料金範囲内とする。ただし、定員未満での利用などを希望する場合は、 

この料金範囲を超えることがある。 

区分 税率 
宿泊料金 

備考 
１泊２食 素泊まり 

営業 
宿泊 
施設 

税抜 3,000 円～15,000 円※１ 2,100 円～10,500 円※２ 通常のサービス・奉

仕料及び冷暖房料を

含む。 10％ 3,300 円～16,500 円 2,310 円～11,550 円 

  ※１ １泊２食の宿泊料金は、500 円刻みとする。 
  ※２ 「素泊まり」料金は、「１泊２食」料金の 70％相当額とする。 
（３）入湯税 
   入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 
（４）欠食控除 
   欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに前々日の 12 時までに申し出た場合に限る。ただ 

し、夕食の場合、競技の進行状況により当該時刻までに申し出ることが困難な場合は、 
宿舎と協議して決定する。 

  ア 夕食を欠食した場合の宿泊料金 
    当該施設の宿泊料金から 20％を控除した額とする。 
  イ 朝食を欠食した場合の宿泊料金 
    当該施設の宿泊料金から 10％を控除した額とする。 

区分 税率 夕食を欠食した場合 朝食を欠食した場合 
営業 
宿泊 
施設 

税抜 2,400 円～12,000 円 2,700 円～13,500 円 

10% 2,640 円～13,200 円 2,970 円～14,850 円 

（５）休憩料金 
   入宿日 15 時以前及び出発日の 10 時以降に客室を利用する場合の休憩料金は、各宿舎 

の規定に基づくものとする。 
（６）入浴料 
   宿泊者が宿舎からの要請により公衆浴場等を利用した時の入浴料は、当該宿舎が負担 

する。 
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（７）宿泊料金等の精算 
   宿泊料金等は、原則として宿泊責任者（宿舎申込代表者が宿泊者の中から定めた者。 

以下同じ。）が、各宿舎の指定する方法により、現地にて精算する。 
 ただし、選手・監督及び都道府県選手団本部役員にあっては、出発日に一括精算する 
ことができる。 

（８）宿泊取消料 
  ア 大会参加の取りやめ等、やむを得ない理由により宿泊を取り消した場合の宿泊取消 

料は次のとおりとする。 
申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の９日前まで 不要 
素泊まり又は欠食で申し

込んだ場合は、その料金

（税抜）を宿泊料金とす

る。 

宿泊予定日の８日前から 
宿泊予定日の４日前まで 

宿泊料金（税抜）の 20％ 

宿泊予定日の３日前から 
宿泊予定日の前日まで 

宿泊料金（税抜）の 50％ 

宿泊予定日当日 宿泊料金（税抜）の 100％ 
   （注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿舎と協議 
       して取消料を決定する。 
      ・取り消した泊数にかかわらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。 
  イ 選手・監督が、荒天等による競技会会期の短縮決定又は競技敗退の理由により宿泊 

取消を申し出た場合の宿泊取消料は、前号の定めにかかわらず、特例として次のとお 
りとする。 
なお、この特例は選手・監督以外には適用しない。 

申出区分 宿泊取消料 備考 
敗退日当日又は競技会期短縮決定

日当日の宿泊取消し 
宿泊料金（税抜）の 100％ 

素泊まり又は欠

食で申し込んだ

場合は、その料

金（税抜）を宿

泊料金とする。 

敗退日翌日以降又は競技会期短縮

決定日の翌日以降の宿泊取消し 
不要 

  ウ 災害その他事由（地震、風水害、感染症等）により、競技会（種目・種別）が中止と 
なった場合は、入宿前後にかかわらず、上記アの例によるものとする。 

    なお、この規定は、大会参加者すべてに適用するものとする。 
 

エ 宿泊申込み後、変更・取消しの申出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、 
上記ア、イの定めにかかわらず、宿泊料金（税抜）の全額とする。 

  オ 宿泊取消料は、宿泊責任者又は本人が当該宿舎へ直接支払うものとする。 
    また、宿泊責任者又は本人が宿泊料金を支払うことができない場合は、宿泊申込代 

表者が最終責任を負う。 
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（９）宿泊料金等の適用期間 
   宿泊料金等の適用期間は、令和４（2022）年９月６日（火）15 時から令和４（2022） 

年９月 20 日（火）10 時まで及び令和４（2022）年９月 27 日（火）15 時から令和４ 
（2022）年 10 月 12 日（水）10 時までとする。 

   ただし、選手・監督、競技会役員及び競技役員においては、参加する競技の開始日の 
４日前の 15 時から、競技終了翌日の 10 時までとする。 

 
７ 宿泊の申込み 

（１）宿泊の申込みは、別に定める宿泊事務実施要領（以下「実施要領」という。）により、宿

泊申込代表者がインターネットを利用して合同配宿本部に行うものとする。 
   ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる申込みが困 

難な場合は、宿泊申込書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリ又は郵便により行うこと

を認めるものとする。 
   なお、効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到達した

日時とする。 
（２）選手・監督、都道府県選手団本部役員にあっては、第 77 回国民体育大会実施要項（以下

「大会実施要項」という。）に定める人員を超える宿泊申込みは認めない。 
（３）インターネット等による宿泊申込みは、実施要領に定める申込期限までに行うものとす

る。 
（４）選手・監督及び都道府県選手団本部役員については、申込期限までに宿泊申込みがなか

った場合は、大会実施要項の定めにより、大会への参加を認めない。 
 
８ 宿泊の変更及び取消し 

（１）大会参加者の宿舎決定後の宿泊取消しについては、限られた宿泊施設を有効活用して配

宿を行うことから、大会への参加取消し等の特別な事情のない限り認めない。 
なお、不適切な対応が発生した場合は、日本スポーツ協会の国民体育大会委員会におい

て報告する。 
（２）入宿前の変更及び取消しについては、実施要領の様式により、宿泊申込代表者がインタ

ーネットを利用して速やかに合同配宿本部に行うものとする。 
   ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる変更や取消し

が困難な場合は、ファクシミリや郵便により行うものとし、この場合にあっても、速やか

に合同配宿本部へ連絡するものとする。 
   なお、その効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到着

した日時とする。 
（３）入宿後にあっては、宿泊責任者が、直接当該宿舎へ速やかに申し出るものとし、その効

力の発生は、当該申出のあった日時とする。宿舎は、変更及び取消を受け付けた場合、精

算後に合同配宿本部に報告する。 
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（４）合同配宿本部が指定する宿舎の変更は、原則として認めない。任意に変更したことに 
よって生じたすべての損失は、任意に変更した者がその責任を負う。 

 
９ 食事 

（１）大会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスが良く、豊かな自然と良質な

水に育まれた栃木県産の様々な食材を取り入れた郷土色豊かな献立とし、関係者の協力を

得て提供するものとする。 
（２）昼食については、大会参加者の希望により、県委員会又は会場地委員会が別に定める方

法によりあっせんするものとする。 
   なお、金額については、次のとおりとする。 

区分 消費税 料金 

昼食弁当（お茶を含む。） 税抜 900 円以内 

   ※消費税については、開催時の税率を適用するものとする。 
 
10 その他 

（１）この要項に定めるもののほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項は、実施要領に定 
めるものとする。 

   また、報道員及びその他大会関係者の宿泊等に関して必要な事項は、別に定めるもの 
とする。 

（２）宿泊料金、昼食弁当料金ともに、消費税及び地方消費税の税率に変更があった場合、変

更後の税率を適用するものとする。 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会 宿泊要項 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第 77 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に参加

する選手・監督、都道府県選手団本部役員、大会役員、競技会役員、競技役員及び視察員（以

下「大会参加者」という。）の宿泊等に関して、必要な事項を定める。 
 

２ 方針 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）及び会場

地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、いちご一会とちぎ国体合同配宿本

部（以下「合同配宿本部」という。）を設置し、緊密な連携のもと、相互に十分な連絡調整を

行うとともに、関係する機関及び団体の協力を得て、大会参加者の宿泊について万全を期す

る。 
 

３ 業務の実施 

  合同配宿本部は、競技団体、栃木県旅館ホテル生活衛生同業組合等の関係団体、宿泊施設 
等と連絡調整のうえ、大会参加者の宿舎の選定、確保、配宿等に関する業務に当たるとと 
もに、これに関する紛議が生じた場合は、調停及びあっせんを行う。 

 

４ 宿舎の選定及び確保 

宿舎の選定及び確保については、次により行うものとする。 
（１）大会参加者の宿泊は、原則として会場地市町村内の旅館等（旅館業法（昭和 23 年法 

律第 138 号）の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。） 
を利用する。 

（２）会場地市町村内の旅館等で大会参加者の収容が困難な場合は、近隣市町村の旅館等を 
利用する。 

（３）風紀、衛生及び防災上支障があると認められる旅館等は利用しない。 
 
５ 配宿 

  大会参加者の配宿にあたっては、合同配宿本部が次の事項に留意して行うものとする。 
（１）選手・監督の宿舎は、競技会場及び練習会場までの交通状況、環境等に配慮し、都道府 

県別、競技別、種別及び男女別を考慮して配宿する。 
（２）選手・監督の宿舎は、原則として都道府県選手団本部役員、競技会役員及び競技役員 

とは別にする。 
（３）競技会役員及び競技役員については、できる限り同一、又は近隣の宿舎に配宿する。 
（４）１人の宿舎に要する広さは、3.3 ㎡（２畳）以上とする。 

令和３年１月 25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 

報告事項 13 
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６ 宿泊料金等 

  大会参加者の宿泊料金等は次のとおりとする。 
（１）宿泊及び素泊まり 
  ア 宿泊とは、入宿日の 15 時から、出発日の 10 時までの客室の使用をいうものとし、 

原則として１泊２食とする。 
  イ 素泊まりとは、食事を伴わない宿泊をいうものとする。 
（２）宿泊料金 
   宿泊料金は次の料金範囲内とする。ただし、定員未満での利用などを希望する場合は、 

この料金範囲を超えることがある。 

区分 税率 
宿泊料金 

備考 
１泊２食 素泊まり 

営業 
宿泊 
施設 

税抜 6,000 円～13,000 円※１ 4,200 円～9,100 円※２ 通常のサービス・奉

仕料及び冷暖房料

を含む。 10％ 6,600 円～14,300 円 4,620 円～10,010 円 

  ※１ １泊２食の宿泊料金は、500 円刻みとする。 
  ※２ 「素泊まり」料金は、「１泊２食」料金の 70％相当額とする。 
（３）入湯税 
   入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払うものとする。 
（４）欠食控除 
   欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに前々日の 12 時までに申し出た場合に限る。ただ 

し、夕食の場合、競技の進行状況により当該時刻までに申し出ることが困難な場合は、 
宿舎と協議して決定する。 

  ア 夕食を欠食した場合の宿泊料金 
    当該施設の宿泊料金から 20％を控除した額とする。 
  イ 朝食を欠食した場合の宿泊料金 
    当該施設の宿泊料金から 10％を控除した額とする。 

区分 税率 夕食を欠食した場合 朝食を欠食した場合 
営業 
宿泊 
施設 

税抜 4,800 円～10,400 円 5,400 円～11,700 円 

10% 5,280 円～11,440 円 5,940 円～12,870 円 

（５）休憩料金 
   入宿日 15 時以前及び出発日の 10 時以降に客室を利用する場合の休憩料金は、各宿舎 

の規定に基づくものとする。 
（６）入浴料 
   宿泊者が宿舎からの要請により公衆浴場等を利用した時の入浴料は、当該宿舎が負担 

するものとする。 
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（７）宿泊料金等の精算 
   宿泊料金等は、原則として宿泊責任者（宿泊申込代表者が宿泊者の中から定めた者。 

以下同じ。）が、各宿舎の指定する方法により、現地にて精算する。 
 ただし、選手・監督及び都道府県選手団本部役員にあっては、出発日に一括精算する 
ことができる。 

（８）宿泊取消料 
  ア 大会参加の取りやめ等、やむを得ない理由により宿泊を取り消した場合の宿泊取消 

料は次のとおりとする。 
申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の６日前まで 不要 素泊まり又は欠食で申し

込んだ場合は、その料金

（税抜）を宿泊料金とす

る。 

宿泊予定日の５日前から 
宿泊予定日の前日まで 

宿泊料金（税抜）の 50％ 

宿泊予定日当日 宿泊料金（税抜）の 100％ 

   （注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿舎と協議 
して取消料を決定する。 

      ・取り消した泊数にかかわらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。 
  イ 選手・監督が、荒天等による競技会会期の短縮決定又は競技敗退の理由により宿泊 

取消を申し出た場合の宿泊取消料は、前号の定めにかかわらず、特例として次のとお 
りとする。 
なお、この特例は選手・監督以外には適用しない。 

申出区分 宿泊取消料 備考 
敗退日当日又は競技会期短縮決定

日当日の宿泊取消し 
宿泊料金（税抜）の 100％ 

素泊まり又は欠

食で申し込んだ

場合は、その料金

（税抜）を宿泊料

金とする。 

敗退日翌日以降又は競技会期短縮

決定日の翌日以降の宿泊取消し 
不要 

  ウ 災害その他の事由（地震、風水害、感染症等）により、競技会（種目・種別）が中止 
となった場合は、入宿前後にかかわらず、上記アの例によるものとする。 

    なお、この規定は、大会参加者すべてに適用するものとする。 
エ 宿泊申込み後、変更・取消しの申出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、 

上記ア、イの定めにかかわらず、宿泊料金（税抜）の全額とする。 
  オ 宿泊取消料は、宿泊責任者又は本人が当該宿舎へ直接支払うものとする。 
    また、宿泊責任者又は本人が宿泊料金を支払うことができない場合は、宿泊申込代 

表者が最終責任を負う。 
（９）宿泊料金等の適用期間 
   宿泊料金等の適用期間は、令和４（2022）年１月 20 日（木）15 時から令和４（2022）

年１月 31 日（月）10 時までとする。 
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７ 宿泊の申込み 

（１）宿泊の申込みは、別に定める宿泊事務実施要領（以下「実施要領」という。）により、宿

泊申込代表者がインターネットを利用して合同配宿本部に行うものとする。 
   ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる申込みが困 

難な場合は、宿泊申込書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリ又は郵便により行うこと

を認めるものとする。 
   なお、効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到達した

日時とする。 
（２）選手・監督、都道府県選手団本部役員にあたっては、第 77 回国民体育大会冬季大会スケ

ート競技会・アイスホッケー競技会実施要項（以下「大会実施要項」という。）に定める人

員を超える宿泊申込みは認めない。 
（３）インターネット等による宿泊申込みは、実施要領に定める申込期限までに行うものとす

る。 
（４）選手・監督及び都道府県選手団本部役員については、申込期限までに宿泊申込みがなか

った場合は、大会実施要項の定めにより、大会への参加を認めない。 
 
８ 宿泊の変更及び取消し 

（１）大会参加者の宿舎決定後の宿泊取消しについては、限られた宿泊施設を有効活用して配

宿を行うことから、大会への参加取消し等の特別な事情のない限り認めない。 
なお、不適切な対応が発生した場合は、日本スポーツ協会国民体育大会委員会において

報告する。 
（２）入宿前の変更及び取消しについては、実施要領の様式により、宿泊申込代表者がインタ

ーネットを利用して速やかに合同配宿本部に行うものとする。 
   ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる変更や取消し

が困難な場合は、ファクシミリや郵便により行うものとし、この場合にあっても、速やか

に合同配宿本部へ連絡するものとする。 
   なお、その効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到着

した日時とする。 
（３）入宿後にあっては、宿泊責任者が、直接当該宿舎へ速やかに申し出るものとし、その効

力の発生は、当該申出のあった日時とする。宿舎は、変更及び取消を受け付けた場合、精

算後に合同配宿本部に報告する。 
（４）合同配宿本部が指定する宿舎の変更は、原則として認めない。任意に変更したことに 

よって生じたすべての損失は、任意に変更した者がその責任を負う。 
 
９ 食事 

（１）大会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスが良く、豊かな自然と良質な

水に育まれた栃木県産の様々な食材を取り入れた郷土色豊かな献立とし、関係者の協力を

得て提供するものとする。 
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（２）昼食については、原則として自由調達とするが、あっせんを希望する場合は、実行委員

会が定める弁当申込方法により申込むものとする。 
なお、昼食（弁当）料金は次のとおりとする。 

区分 消費税 料金 

昼食弁当（お茶を含む。） 税抜 900 円以内 

   ※消費税については、開催時の税率を適用するものとする。 
 
10 アイスホッケー競技の用具保管場所 

  アイスホッケー競技の用具は、宿舎の指示に従い、指定された場所に保管するものとす 
る。 

 
11 その他 

（１）この要項に定めるもののほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項は、実施要領に定 
めるものとする。 

   また、報道員及びその他大会関係者の宿泊等に関して必要な事項は、別に定めるもの 
とする。 

（２）宿泊料金、昼食弁当料金ともに、消費税及び地方消費税の税率に変更があった場合は、 
変更後の税率を適用するものとする。 
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いちご一会とちぎ大会 宿泊要項 

           平成２５年１１月２８日 第６回宿泊・衛生 

１ 趣旨 

この要項は、第 22 回全国障害者スポーツ大会に参加する、選手・監督、役員等（以下「大

会参加者」）の宿泊等に関して、必要な事項を定める。 

 

２ 方針 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）は、大会参

加者が心身ともに良好な状態で大会に臨めるよう、関係する機関及び団体の協力を得て、

大会参加者の宿泊について万全を期する。 

 

３ 業務の実施 

県委員会は、栃木県旅館ホテル生活衛生同業組合等の関係団体、宿泊施設等と連絡調整

のうえ、大会参加者の宿舎の選定、確保、配宿及び宿泊環境の整備に関する業務に当たる

とともに、これに関する紛議が生じた場合は、調停及びあっせんを行う。  

 

４ 宿泊対象者 

この要項に定める宿泊対象者は、大会参加者のうち次に掲げる者で県委員会に宿泊申込

みのあった者とする。 

（１）選手・監督、役員及び介助員（以下「選手団」という。） 

（２）大会役員、特別招待者、競技役員、競技補助員、実施本部員、ボランティア、視察員、

報道員及びその他大会運営に参加する者で、県委員会が宿泊を必要と認めた者 

 

５ 宿舎の選定及び確保 

宿舎の選定及び確保については、次により行う。 

（１）大会参加者の宿泊は、原則として会場地市内の旅館等（旅館業法（昭和 23 年法律第

138 号）の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）を利

用する。 

（２）会場地市内の旅館等で宿泊対象者の収容が困難な場合は、その地域の実情に応じて、

県内外近隣市町村の旅館等を利用する。 

（３）風紀、衛生及び防災上支障があると認められる旅館等は利用しない。 

 

６ 配宿 

大会参加者の配宿にあたっては、次の事項に留意して行うものとする。 

（１）選手団の一体性に配慮し、個人競技は選手団ごとに、団体競技はチームごとに同一の

宿舎に配宿するよう努める。 

令和３年１月 25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 

報告事項 14 
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（２）移動に係る負担軽減に配慮し、参加する競技が実施される会場地へ移動しやすい宿舎

に配宿するよう努める。 

（３）障害者にとって利用しやすい宿舎に配宿するよう努める。 

 

７ 仮設物の設置 

障害者の宿泊に必要なスロープ等の仮設物を設置する必要がある場合は、当該宿舎と協

議の上、県委員会が設置する。 

 

８ 宿泊料金等 

大会参加者の宿泊料金等は、次のとおりとする。 

（１）宿泊及び素泊まり 

ア 宿泊とは、入宿日の 15 時から出発日の 10 時までの客室の使用をいうものとし、原

則として１泊２食とする。 

イ 素泊まりとは、食事を伴わない宿泊をいう。 

（２）宿泊料金  

宿泊料金は次の料金範囲内とする。（第 77 回国民体育大会宿泊料金を参考に設定） 

ただし、定員未満での利用などを希望する場合は、この料金範囲を超えることがある。 

※選手団における「１泊２食」料金は 500 円刻みとする。 

※素泊まり料金は、「１泊２食」料金の 70％相当額とする。 

（３）入湯税 

入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

（４）欠食控除 

欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに前々日の 12 時までに申し出た場合に限る。 

ただし、夕食の場合、競技の進行状況により当該時刻までに申し出ることが困難な場

合は、宿舎と協議して決定する。 

ア 夕食を欠食した場合の宿泊料金 

当該施設の宿泊料金から 20％を控除した額とする。 

イ 朝食を欠食した場合の宿泊料金 

当該施設の宿泊料金から 10％を控除した額とする。 

区分 税率 
宿泊料金 

備考 
１泊２食 素泊まり 

選手団 

税抜 3,000 円～ 15,000 円 2,100 円～ 10,500 円 
通常のサー

ビス・奉仕料

及び冷暖房

料を含む。 

税込

（10％） 
3,300 円～ 16,500 円 2,310 円～ 11,550 円 

選手団以外の

宿泊対象者 
実勢料金を基本とし、別途実行委員会が定める額 
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（５）休憩料金 

   入宿日 15 時以前及び出発日の 10 時以降に客室を使用する場合の休憩料金は、各宿舎

の規定に基づくものとする。 

（６）宿泊取消料 

ア 宿泊を取消した場合の宿泊取消料は、次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿舎と協議して取消

料を決定する。 

※取消した泊数にかかわらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。 

イ 災害その他事由（地震、風水害、感染症等）により、競技会が中止となった場合は、

入宿前後にかかわらず、上記アの例によるものとする。 

  なお、この規定は、大会参加者すべてに適用するものとする。 

（７）宿泊料金等の精算 

   宿泊料金及び宿泊取消料については、別に定める方法により、県委員会が指定する期

日までに支払うものとする。 

なお、上記以外の宿泊に関する費用については、退宿時に当該宿舎が定める方法によ

り支払うものとする。 

（８）宿泊料金等の適用期間 

宿泊料金等の適用期間は、令和４（2022）年 10月 27 日（木）15 時から令和４（2022）

年 11 月１日（火）10時までとする。 

 

区分 税率 夕食を欠食した場合 朝食を欠食した場合 

選手団 

税抜 2,400 円～ 12,000 円 2,700 円～ 13,500 円 

税込 

（10％） 
2,640 円～ 13,200 円 2,970 円～ 14,850 円 

選手団以外の 

宿泊対象者 
宿泊料金から８（４）の欠食控除を適用した額 

申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の９日前まで 不要 

素泊まり又は欠食で申し

込んだ場合は、その料金

（税抜）を宿泊料金とす

る。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 
宿泊料金（税抜）の 20％ 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 
宿泊料金（税抜）の 50％ 

宿泊予定日当日 宿泊料金（税抜）の 100％ 
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９ 宿泊申込み 

（１）選手団については、都道府県及び政令指定都市がそれぞれ宿泊申込代表者を定め、別

に定める宿泊事務実施要領（以下「実施要領」という。）により、宿泊申込代表者がイン

ターネットを利用して県委員会に行うものとする。 

ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる申込みが困

難な場合は、宿泊申込書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリ又は郵便により行うこ

とを認めるものとする。 

   なお、効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到達し

た日時とする。 

また、選手団以外の宿泊対象者については、各参加団体が同様に行うものとする。 

（２）宿泊申込代表者は、宿泊申込みについて最終的な責任を負うものとする。 

（３）宿泊申込代表者は、入宿後の宿舎と宿泊者との連絡調整のため、宿舎ごとに宿泊責任

者を選定するものとする。 

（４）インターネット等による宿泊申込みは、実施要領に定める申込期限までに行うものと

する。 

 

10 宿泊の変更及び取消し 

（１）入宿前の変更及び取消しについては、実施要領の様式により、宿泊申込代表者がイン

ターネットを利用して速やかに県委員会へ行うものとする。 

   ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる変更や取消

しが困難な場合は、ファクシミリ又は郵便により行うことを認めるものとし、この場合

にあっても、速やかに県委員会に連絡するものとする。 

なお、効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到達し

た日時とする。 

（２）入宿後の宿泊の変更及び取消しは、選手団については、宿泊責任者が直接当該宿舎へ

申し出るものとし、その効力の発生時期は当該申出があった日時とする。 

また、選手団以外の宿泊対象者については、宿泊責任者又は宿泊者本人が同様に申し

出るものとし、その効力の発生時期はその申出があった日時とする。 

（３）県委員会が指定した宿舎の変更は、原則として認めない。 

なお、任意に変更したことによって生じたすべての紛議及び損失は、任意に変更した

者がその責任を負う。 

 

11 食事 

（１）大会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスが良く、豊かな自然と良質

な水に育まれた栃木県産の様々な食材を取り入れた郷土豊かな献立とし、関係者の協力

を得て提供するものとする。 

（２）昼食については、大会参加者の希望により、県委員会が別に定める方法によりあっせ

んするものとする。 
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   なお、金額については、次のとおりとする。 

   ※消費税については、開催時の税率を適用するものとする。 

 

12 その他 

（１）宿舎での食事、入浴等に特別な介助を要する者の介助については、その者の所属する

選手団等の責任において行うものとする。 

（２）この要項に定めるもののほか、宿泊業務に関して必要な事項は、実施要領に定めるも

のとする。 

（３）宿泊料金、昼食弁当料金ともに、消費税及び地方消費税の税率に変更があった場合は、

変更後の税率を適用するものとする。 

 

区分 消費税 昼食弁当料金 

昼食弁当（お茶を含む。） 税抜 900 円以内 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 食品衛生対策実施要領 
 
１ 目的 

この実施要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 食品衛生対策要項」に基づき、いちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下

「会場地委員会」という。）が、相互に連絡調整を図り、栃木県及び会場地市町村（以下「市町村」と

いう。）とともに実施する食品衛生対策に関して必要な事項を定め、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大

会（以下「両大会」という。）における食品の安全性を確保することを目的とする。 

 

２ 実施内容 

（１）対象となる食品提供施設 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

旅館業法第３条による許可を受けて旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行う施設（以下「営

業宿泊施設」という。）であって、両大会の選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者

（以下「両大会参加者」という。）を宿泊させ、当該宿泊者が喫食する食事を調理する施設 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

両大会参加者が開・閉会式会場及び競技・練習会場等で喫食する弁当・仕出し料理を調製する

施設 

  ウ 既設の食品営業施設 

両大会会場内に既に設置され、食品の調理、加工若しくは製造又は販売を行う施設 

エ 臨時の食品営業施設 

両大会会場内に臨時的に設置され、食品の調理、加工若しくは製造又は販売を行う施設 

オ 無料食品提供施設 

両大会会場内に臨時的に設置され、無償で飲食物を提供する施設 

カ 弁当引換所 

両大会会場内に設置される弁当の引換所 

（２）食品提供施設の把握 

  栃木県保健福祉部生活衛生課（以下「県生活衛生課」という。）及び保健所（宇都宮市保健所を含

む。以下同じ。）は、県委員会及び会場地委員会から次表のとおり管轄の保健所に提出される報告書

等により、対象の食品提供施設を把握する。 
  また、県外の施設については、県生活衛生課を通じ、関係自治体へ食品衛生指導の実施及び報告

を依頼する。 

  なお、会場地委員会は、保健所に提出した報告書等の写しを県委員会に提出し、県委員会は県委

員会分と会場地委員会分を合わせて、県生活衛生課へ回送する。 

令和３年１月25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 

報告事項15 

57



 
 

 対象施設 提出書類 提出方法 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

営業宿泊施設利用予定報告書 

(※宿舎衛生対策実施要領に定め

る様式第１号) 

県委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)令和３（2021）年２月末日まで 

(本・障)令和３（2021）年９月末日まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

弁当調製施設名簿 

（※弁当調達要項に定める様式

第１号） 

県委員会及び会場地委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)令和３（2021）年５月末日まで 

(本・障)令和３（2021）年９月末日まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

ウ 既設の食品営業施設 
会

場

内

に

設

置 

 保健所は食品衛生営業許可台帳により把握 

エ 臨時の食品営業施設 
臨時食品営業施設設置計画書 

（様式第１号） 
県委員会及び会場地委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)開催の概ね３か月前まで 

(本・障)開催の概ね３か月前まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

オ 無料食品提供施設 
無料食品提供施設設置計画書 

（様式第２号） 

カ 弁当引換所  
弁当引換所設置計画書 

（様式第３号） 

            （冬）…国体冬季大会、（本・障）…国体本大会及び全国障害者スポーツ大会 

（３）監視指導 

県生活衛生課及び保健所は、県委員会及び会場地委員会と連携し、公益社団法人栃木県食品衛生

協会各支部の協力を得て、次表を目標に対象施設の監視指導を実施する。 

対象施設 

目標立入回数 

指導事項 
両大会前  

両大会期間中 令和３（2021）年度 

～開催年度 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

１～２回 必要に応じて 

別紙１「食品関係施設の営業

者等が遵守すべき事項」及び

別紙２「食品提供施設に対す

る指導および検査」のとおり 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

ウ 既設の食品営業施設 会

場

内

に

設

置 

エ 臨時の食品営業施設 

― １回以上 オ 無料食品提供施設 

カ 弁当引換所 
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（４）食品衛生講習会 

県委員会は、県生活衛生課及び保健所と連携し、公益社団法人栃木県食品衛生協会各支部の協力

を得て、次により食品衛生講習会を実施する。また、会場地委員会においても、必要に応じて同様

の講習会を実施することができる。なお、感染症予防を目的とした講習会や宿舎衛生講習会と併せ

て実施することができる。 

ア 講習の内容 

（ア）食中毒の予防対策と発生時の対応 

（イ）従事者の健康管理（検便検査を含む。）と手洗いの徹底 

（ウ）施設・設備の衛生管理及び食品・調理器具等の衛生的な取扱い 

イ 受講対象者 

対象となる食品提供施設の営業者、食品衛生責任者又は代表者及び関係者とする。 

ウ 講習会の実施方法 

原則として、令和３（2021）年度から両大会開催１か月前までに、上記受講対象者が１回以上受

講できるよう、日程及び会場の調整を行う。なお、県委員会及び会場地委員会が主催する会議・

説明会等と上記講習会を併せて実施するなど、計画的かつ効果的に実施する。 

（５）広報活動 

県生活衛生課及び保健所は、関係機関、団体等の協力を得て、広報誌、ホームページ等の広報媒

体を活用し、食品衛生に関する知識の普及啓発を図る。 

（６）食中毒等健康被害発生時の対応 

ア 県委員会及び会場地委員会は、食中毒（疑いを含む。）の情報を入手した場合、直ちに発生場所

を管轄する保健所に通報するとともに、県生活衛生課に連絡する。なお、宇都宮市実行委員会に

おいては宇都宮市保健所に連絡するものとする。 
イ 両大会に関係して食中毒が発生したときは、県生活衛生課及び保健所は栃木県食中毒処理要領

（宇都宮市においては宇都宮市食中毒処理要領）に基づき速やかに対応するほか、県委員会及び

関係する会場地委員会に情報提供を行う。 
（７）緊急連絡体制の整備 

県生活衛生課、保健所、県委員会及び会場地委員会が緊密に連携し、両大会期間中における食中

毒の発生など、緊急時に対応するため、別記のとおり緊急連絡体制を整備する。 

 

３ 実施報告 

（１）食品衛生講習会 
会場地委員会は、この実施要領に基づく食品衛生講習会を実施した場合、その実施結果について、

次表のとおり県委員会に報告し、県委員会は県委員会実施分と上記報告を合わせて、速やかに県生

活衛生課に情報提供するものとする。 
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報告書様式 報告期限 

食品衛生講習会の実施報告書（様式第４号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

（２）食品衛生監視指導 
保健所（宇都宮市保健所を除く。）は、この実施要領に基づく食品衛生監視・指導等の実施結果に

ついて、次表のとおり県生活衛生課に、宇都宮市保健所においては宇都宮市実行委員会に報告し、

県生活衛生課及び宇都宮市実行委員会は、上記の報告を速やかに県委員会に情報提供するものとす

る。 
報告書様式 報告期限 

食品関係施設の監視指導実施結果報告書（様式第５号） 

食品等の検査結果報告書（様式第６号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

 

４ その他 

この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は県委員会と県生活衛生課及び宇都宮市保健所が協

議の上、別に定めるものとする。 

転用施設を配宿先として利用する場合、会場地委員会は管轄の保健所と協議の上、営業宿泊施設の

取扱いに準じて食品衛生対策を実施する。 
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別
紙
１
 

食
品
関
係
施
設
の
営
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項
 

 

両
大
会
に
係
る
食
品
提
供
施
設
の
営
業
者
等
は
、
法
令
に
基
づ
く
衛
生
管
理
を
徹
底
の
上
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
遵
守
す
る
こ
と
。
 

 １
 
食
品
提
供
施
設
 

（
１
）
営
業
宿
泊
施
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の
調
理
施
設
 

両
大
会
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場
内
に
既
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
４
）
臨
時
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
５
）
無
料
食
品
提
供
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
無
償
で
飲
食
物
を
提
供
す
る
施
設
 

（
６
）
弁
当
引
換
所
 

両
大
会
会
場
内
に
設
置
さ
れ
る
弁
当
の
引
換
所
 

 ２
 共

通
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
衛
生
管
理
状
況
の
点
検
・
記
録
 

ア
 
両
大
会
開
催
期
間
中
、
食
品
衛
生
責
任
者
等
（
食
品
衛
生
責
任
者
及
び
下
記
４
、
５
に
よ
り
設
置
す
る

管
理
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

は
、
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
く
記
録
表
の
他
に
以
下
の
記
録

表
に
よ
り
衛
生
管
理
状
況
を
点
検
し
記
録
す
る
こ
と
。

 
（
ア
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[営
業
宿
泊
施
設
の
調
理
施
設
・
既
設
の
食
品
営
業
施
設

]（
参
考
様
式
第

１
号
）

 
（
イ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[弁
当
・
仕
出
し
料
理
調
製
施
設

]（
参
考
様
式
第
２
号
）

 
（
ウ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[臨
時
の
食
品
営
業
施
設
・
無
料
食
品
提
供
施
設

]（
参
考
様
式
第
３
号
）

 
（
エ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[弁
当
引
換
所

]（
参
考
様
式
第
４
号
）

 
イ
 
食
品
衛
生
責
任
者
等
は
、
食
品
衛
生
講
習
会
を
受
講
す
る
こ
と
。

 
（
２
）
調
理
従
事
者
等
の
健
康
管
理
 

ア
 
調
理
従
事
者
（
食
品
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
す
る
者
。
以
下
同
じ
。）

は
、
概
ね
両
大
会
開
催
前

に
検
便
を
受
け
、
食
品
に
よ
り
媒
介
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
病
原
体
（
赤
痢
菌
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌
、
腸

管
出
血
性
大
腸
菌
等
）
の
感
染
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
（
１
 食

品
提
供
施
設
（
７
）
弁
当
引
換
所
を
除

く
）。

な
お
、
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
赤
痢
菌
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O1
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に
つ

い
て
は
必
須
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
検
便
検
査
を
行
う
こ
と
。
 

イ
 
上
記
検
便
結
果
で
陽
性
の
場
合
は
、
再
検
査
で
陰
性
を
確
認
す
る
ま
で
は
、
食
品
に
直
接
接
触
す
る
作

業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。
 

ウ
 
食
品
衛
生
責
任
者
等
は
、
作
業
開
始
前
に
全
て
の
調
理
従
事
者
等
（
調
理
従
事
者
及
び
配
膳
又
は
容
器

包
装
に
入
れ
ら
れ
た
食
品
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
す
る
者
。
以
下
同
じ
。）

の
健
康
状
態
（
嘔
吐
、
下
痢
、

手
指
の
傷
等
）
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
 

 

 
 

エ
 
下
痢
、
嘔
吐
、
発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
場
合
や
、
手
指
に
化
膿
創
が
あ
る
場
合
は
、
食
品
に
直
接
接
触

す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。
 

オ
 
調
理
従
事
者
は
、
感
染
を
防
止
す
る
た
め
、
日
常
生
活
の
中
で
胃
腸
炎
症
状
を
呈
し
た
者
の
吐
物
や
排

泄
物
の
処
理
を
行
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
。
 

（
３
）
調
理
従
事
者
等
の
服
装
 

ア
 
調
理
従
事
者
等
は
、
清
潔
な
外
衣
及
び
専
用
の
履
物
を
着
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
帽
子
、
マ
ス
ク
、
手

袋
を
着
用
す
る
こ
と
。
 

イ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
腕
時
計
、
指
輪
、
つ
け
爪
な
ど
は
外
す
。
帽
子
は
毛
髪
が
は
み
出
な
い
よ
う
に
着

用
し
、
爪
は
短
く
清
潔
に
保
つ
こ
と
。
 

（
４
）
 
手
洗
い
の
徹
底
 

ア
 
石
け
ん
、
消
毒
液
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
を
備
え
た
手
洗
い
設
備
を
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し
て
お

く
こ
と
。
な
お
、
手
洗
い
設
備
は
、
手
を
触
れ
ず
に
給
水
栓
が
開
閉
で
き
、
40
℃
前
後
の
温
湯
が
給
水
さ

れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

イ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
次
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
手
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
作
業
開
始
前
及
び
ト
イ
レ
の
使
用
後
 

（
イ
）
汚
染
作
業
区
域
か
ら
非
汚
染
作
業
区
域
に
移
動
す
る
場
合
 

（
ウ
）
食
品
に
直
接
触
れ
る
作
業
に
当
た
る
直
前
 

（
エ
）
生
肉
、
鮮
魚
介
類
、
卵
殻
等
に
触
れ
た
後
、
そ
の
他
の
食
品
や
器
具
に
触
れ
る
場
合
 

（
オ
）
配
膳
の
前
 

ウ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
次
の
手
順
を
参
考
に
、
適
切
な
方
法
で
手
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
手
を
水
で
濡
ら
し
、
石
け
ん
を
つ
け
る
。
 

（
イ
）
指
、
腕
を
洗
う
。
特
に
、
指
の
間
、
指
先
を
よ
く
洗
う
。（

30
秒
程
度
）
 

（
ウ
）
石
け
ん
を
よ
く
洗
い
流
す
。（

20
秒
程
度
）
 

（
エ
）
使
い
捨
て
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
で
ふ
く
。（

タ
オ
ル
等
の
共
用
は
し
な
い
こ
と
。）

 

（
オ
）
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
か
け
て
手
指
に
よ
く
す
り
こ
む
。
 

※
作
業
開
始
前
及
び
ト
イ
レ
の
使
用
後
は
、（

ア
）
～
（
ウ
）
の
手
順
を
２
回
繰
り
返
す
。
 

 

３
 
食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
に
対
す
る
個
別
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
施
設
（
調
理
場
）
の
衛
生
管
理
 

ア
 
施
設
及
び
そ
の
周
辺
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
清
潔
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。
 

イ
 
施
設
内
は
整
理
整
頓
し
、
不
必
要
な
物
品
等
を
置
か
な
い
こ
と
。
 

ウ
 
施
設
の
内
壁
、
天
井
、
床
を
清
潔
に
維
持
す
る
と
と
も
に
、
破
損
等
が
あ
る
と
き
は
速
や
か
に
補
修
す

る
こ
と
。
 

 
 
エ
 
施
設
内
の
採
光
・
照
明
・
換
気
は
十
分
に
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
温
湿
度
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

 
 
オ
 
窓
及
び
出
入
口
は
、
開
放
し
た
ま
ま
に
し
な
い
こ
と
。
開
放
し
た
ま
ま
に
す
る
場
合
は
、
網
戸
等
を
設

置
し
、
埃
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
。
 

 
 
カ
 
排
水
溝
は
、
排
水
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
清
掃
、
補
修
す
る
こ
と
。
 

 
 
キ
 
ト
イ
レ
は
、
定
期
的
に
清
掃
、
消
毒
を
行
い
、
常
に
清
潔
に
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
従
事
者
用
ト
イ
レ
の
便
器
、
床
の
消
毒
 

1,
00
0m
g/
L
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
液
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ

と
。
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 （
２
）
設
備
等
（
設
備
、
調
理
機
械
・
器
具
）
の
衛
生
管
理
 

 
 
ア
 
調
理
機
械
・
器
具
は
、
十
分
に
洗
浄
・
消
毒
す
る
と
と
も
に
、
衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
調
理
器
具
、
食
器
等
の
消
毒
 

80
℃
、
５
分
間
以
上
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ
と
（
参
考
 
厚
生
労

働
省
「
大
量
調
理
施
設
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」）
。
 

 
 
イ
 
調
理
機
械
・
器
具
に
、
故
障
又
は
破
損
が
あ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
補
修
す
る
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
手
洗
い
設
備
に
は
、
石
け
ん
、
消
毒
液
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
を
備
え
、
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し

て
お
く
こ
と
。
 

エ
 
手
指
が
触
れ
る
場
所
（
給
水
栓
、
冷
蔵
庫
取
っ
手
、
ス
イ
ッ
チ
ボ
タ
ン
、
ド
ア
ノ
ブ
等
）
は
、
十
分
に

清
掃
消
毒
し
、
清
潔
を
保
つ
こ
と
。
 

（
ア
）
調
理
器
具
、
食
器
等
の
消
毒
 

20
0m
g/
L
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
液
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ
と
。 

 
 
オ
 
ま
な
板
、
包
丁
、
ふ
き
ん
等
は
、
よ
く
洗
浄
・
消
毒
さ
れ
、
食
品
及
び
用
途
ご
と
に
区
分
し
て
使
用
す

る
こ
と
。
 

 
 
カ
 
冷
蔵
庫
及
び
冷
凍
庫
内
は
、
整
頓
し
、
清
潔
に
保
ち
、
相
互
汚
染
防
止
の
た
め
区
分
け
保
存
を
す
る
こ

と
。
 

キ
 
冷
蔵
庫
及
び
冷
凍
庫
は
、
温
度
管
理
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
 

（
３
）
使
用
水
の
管
理
 

 
 
ア
 
水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
水
質
検
査
を
受
け
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
滅
菌
装
置
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
装
置
が
正
常
に
作
動
し
て
い
る
か
定
期
的
に
確
認
す
る
と
と
も

に
、
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
食
品
の
取
扱
い
 

 
 
 
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
に
管
理
及
び
記
録
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
衛
生
管
理
の
実

施
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
以
下
の
項
目
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

ア
 
原
材
料
の
仕
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
品
質
・
表
示
等
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
と
も
に
、
当
該
食
品
に
適

し
た
状
態
及
び
方
法
で
衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。
ま
た
、
購
入
伝
票
等
の
保
管
を
行
い
、
仕
入
先
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

イ
 
調
理
済
み
食
品
は
、
前
日
調
理
は
避
け
、
提
供
ま
で
の
時
間
を
で
き
る
だ
け
短
く
す
る
よ
う
調
理
計
画

を
立
て
、
調
理
後
、
直
ち
に
提
供
さ
れ
る
も
の
以
外
の
食
品
は
、
食
中
毒
菌
の
増
殖
を
抑
制
す
る
た
め
必

要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
温
蔵
保
管
す
る
こ
と（

食
中
毒
菌
の
発
育
至
適
温
度
帯
で
あ
る

20
～
50
℃
を
避
け
、

概
ね

10
℃
以
下
又
は

65
℃
以
上
で
管
理
）。

 

ウ
 
調
理
は
、
相
互
汚
染
の
な
い
よ
う
衛
生
的
に
行
う
こ
と
。
 

エ
 
野
菜
及
び
果
物
を
、
加
熱
せ
ず
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
飲
用
適
の
流
水
で
十
分
洗
浄
し
、
必
要
に
応

じ
て
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の

20
0m
g/
L
の
溶
液
に
、
５
分
間
（
10
0m
g/
L
の
溶
液
の
場
合
に
は

10
分

間
）
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
（
食
品
添
加
物
と
し
て
使
用
で
き
る
有
機
酸
等
）
で
殺
菌

を
行
っ
た
後
、
十
分
な
流
水
で
す
す
ぎ
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

オ
 
加
熱
調
理
を
行
う
際
は
、
食
品
の
中
心
部
の
温
度
が

75
℃
以
上
で
、
１
分
間
以
上
（
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
食
品
の
場
合
は

85
～
90
℃
で

90
秒
以
上
）
加
熱
す
る
こ
と
。
加
熱
温
度
は
、

中
心
温
度
計
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
カ
 
盛
り
付
け
は
衛
生
手
袋
等
を
使
用
し
、
食
品
に
直
接
手
が
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
衛
生

手
袋
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
装
着
前
の
手
洗
い
、
衛
生
的
な
装
着
操
作
、
装
着
後
に
食
品
以
外
に
触
れ

な
い
こ
と
及
び
適
宜
交
換
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 

  

 
 

キ
 
提
供
食
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
食
は
調
理
済
み
の
食
品
を
食
品
ご
と
に

50
ｇ
以
上
ず
つ
清
潔
な
容
器
に

入
れ
、
－
20
℃
以
下
で
２
週
間
以
上
保
存
す
る
こ
と
。
同
一
内
容
の
食
品
を
１
回

30
0
食
以
上
又
は
１
日

75
0
食
以
上
調
理
す
る
場
合
は
、
前
記
の
規
定
に
よ
る
保
存
の
ほ
か
に
、
当
該
食
品
の
原
材
料
ご
と
に

50

ｇ
以
上
ず
つ
清
潔
な
容
器
に
入
れ
、
－
20
℃
以
下
で
２
週
間
以
上
保
管
す
る
こ
と
。
 

【
 例

 】
 

・
弁
当
（
仕
出
し
料
理
）
の
場
合
、
１
食
分
を
余
分
に
調
製
し
、
容
器
ご
と
検
食
と
し
て
保
管
す
る
。
 

・
仕
切
り
の
入
っ
た
検
食
容
器
が
な
い
場
合
は
、
未
使
用
の
合
成
樹
脂
製
の
袋
で
代
用
す
る
。
 

（
１
品
毎
に
袋
に
入
れ
て
口
を
し
ば
る
。
１
食
分
を
ま
と
め
て
袋
に
入
れ
て
口
を
し
ば
る
。）

 

ク
 
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
調
製
（
食
品
提
供
施
設
（
２
））

 

（
ア
）
 
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
主
食
及
び
副
食
は
、
十
分
に
放
冷
し
た
後
、
詰
め
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

（
イ
）
 
次
の
事
項
を
弁
当
の
容
器
包
装
に
表
示
す
る
こ
と
。
 

名
称
、
原
材
料
名
（
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
遺
伝
子
組
換
え
等
の
表
示
を
含
む
）、

食
品
添
加
物
、
消
費

期
限
（
時
刻
ま
で
）、

保
存
方
法
、
製
造
所
所
在
地
・
製
造
者
名
等
食
品
表
示
法
で
規
定
し
て
い

る
事
項
 

（
ウ
）
 
早
期
の
喫
食
を
喚
起
す
る
旨
、
弁
当
の
容
器
包
装
又
は
添
付
チ
ラ
シ
等
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
 

る
こ
と
。
 

（
エ
）
 
配
送
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
弁
当
の
温
度
を

10
℃
以
下
で
管
理
す
る
こ
と
。
 

・
荷
室
の
温
度
管
理
（
10
℃
以
下
）
が
、
運
転
席
等
外
部
か
ら
行
う
こ
と
が
可
能
な
冷
蔵
車
等
を
使

用
し
運
搬
す
る
こ
と
。
 

・
保
冷
箱
等
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
は
、
直
射
日
光
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
運
搬
し
、
輸
送
前
後
の

保
冷
箱
等
内
の
温
度
を
測
定
し
、
一
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

・
弁
当
の
配
付
終
了
ま
で
会
場
内
に
待
機
し
、
同
様
に
適
切
な
温
度
管
理
(1
0℃

以
下
)、

衛
生
管
理

を
行
う
こ
と
。
 

・
弁
当
引
換
所
で
長
時
間
保
管
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
喫
食
時
間
に
合
わ
せ
て
納
品
す
る
こ
と
。 

・
通
気
性
が
良
く
、
か
つ
搬
送
が
容
易
で
清
潔
な
段
ボ
ー
ル
箱
等
に
梱
包
し
て
弁
当
を
納
品
す
る
こ

と
。
 

（
５
）
廃
棄
物
の
処
理
 

 
 
ア
 
廃
棄
物
容
器
は
、
蓋
が
あ
り
、
汚
液
又
は
汚
臭
が
も
れ
な
い
よ
う
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

 
 
イ
 
廃
棄
物
は
、
食
品
等
を
取
扱
い
、
保
管
す
る
場
所
に
置
か
な
い
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
清
掃
用
具
は
専
用
の
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。
 

（
６
）
記
録
の
作
成
及
び
保
管
 

食
品
衛
生
責
任
者
は
、
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
く
記
録
の
他
に
以
下
の
記
録
を
作
成
し
、
整
理
し

て
保
管
す
る
こ
と
。
 

ア
 
衛
生
管
理
 

「
衛
生
管
理
記
録
表
」（

参
考
様
式
第
５
号
）
及
び
「
調
理
従
事
者
等
の
健
康
状
況
」（

参
考
様
式
第
６
号
）
 

イ
 
提
供
し
た
メ
ニ
ュ
ー
 

ウ
 
そ
の
他
次
の
事
項
 

（
ア
）
調
理
従
事
者
等
及
び
家
族
等
同
居
者
の
健
康
状
況
 

（
イ
）
水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
し
て
い
る
場
合
の
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
 

（
ウ
）
そ
の
他
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４
 
食
品
提
供
施
設
（
４
）、
（
５
）
に
対
す
る
個
別
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
取
扱
品
目
 

 
 
取
扱
品
目
は
、
原
則
と
し
て
、
完
成
品
、
半
完
成
品
若
し
く
は
下
処
理
さ
れ
た
食
品
を
調
理
、
盛
り
付
け
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
作
業
工
程
が
「
揚
げ
る
」
「
焼
く
」
「
蒸
す
」
「
煮
る
」
な
ど
の
加
熱
１
工
程
（
調

味
料
を
使
用
す
る
工
程
は
除
く
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
と
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
は
認
め

る
。
 

①
 
か
き
氷
（
果
物
氷
、
味
付
き
氷
（
削
り
イ
チ
ゴ
、
台
湾
か
き
氷
等
）
等
水
以
外
の
原
材
料
を
含
む
氷
を

使
用
す
る
も
の
は
除
く
）
 

②
 
ク
リ
ー
ム
類
（
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
、
生
ク
リ
ー
ム
等
）
（
既
製
品
の
盛
付
の
み
）
 

③
 
飲
料
水
類
（
既
製
品
の
注
ぎ
分
け
の
み
）
 

（
２
）
適
切
な
取
扱
設
備
 

ア
 
清
浄
な
場
所
に
設
置
し
、
テ
ン
ト
張
等
適
当
な
防
塵
・
防
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
 

イ
 
食
品
が
直
接
日
光
に
あ
た
ら
な
い
設
備
と
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
消
毒
液
を
備
え
た
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
 

エ
 
取
り
扱
う
食
品
の
保
存
方
法
に
よ
り
、
冷
凍
庫
・
冷
蔵
庫
等
保
存
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
 

（
３
）
食
品
の
取
扱
い
 

ア
 
下
処
理
は
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
き
適
切
な
許
可
、
届
出
等
の
あ
る
施
設
（
以
下
「
許
可
施
設
等
」
と

す
る
。）

で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
許
可
施
設
等
以
外
の
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
大
会
期

間
中
専
用
で
使
用
で
き
、
食
材
を
衛
生
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
行
う
こ
と
。
 

イ
 
原
材
料
の
運
搬
は
、
下
処
理
を
行
っ
た
食
材
を
衛
生
的
な
蓋
付
き
の
容
器
等
に
入
れ
外
部
か
ら
の
汚
染

を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
食
品
に
応
じ
て
温
度
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
 

ウ
 
加
熱
調
理
を
行
う
際
は
、
食
品
の
中
心
部
ま
で
十
分
に
（
75
℃
以
上
で
１
分
間
以
上
）
(ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
食
品
の
場
合
は

85
～
90
℃
で

90
秒
）
加
熱
す
る
こ
と
。
 

エ
 
未
加
熱
の
野
菜
、
果
物
、
肉
類
、
魚
介
類
、
卵
及
び
乳
類
を
提
供
し
な
い
こ
と
。
 

オ
 
購
入
後
会
場
内
で
速
や
か
に
喫
食
で
き
る
提
供
方
法
と
す
る
こ
と
。
 

カ
 
容
器
は
使
い
捨
て
で
、
か
つ
衛
生
的
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
廃
棄
物
の
処
理
 

ア
 
廃
棄
物
は
、
処
理
方
法
に
応
じ
て
分
別
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。
 

イ
 
廃
棄
物
容
器
及
び
そ
の
周
辺
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

（
５
）
管
理
責
任
者
の
設
置
 

ア
 
食
品
に
よ
る
事
故
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
施
設
ご
と
に
衛
生
管
理
に
当
た
る
管
理
責
任
者
（
露

店
営
業
施
設
に
つ
い
て
は
食
品
衛
生
責
任
者
）
を
設
置
す
る
こ
と
。
 

イ
 
大
会
期
間
中
、
管
理
責
任
者
は
、
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表
［
臨
時
食
品
営
業
施
設
・
無
料
食
品
提
供

施
設
］
（
参
考
様
式
第
３
号
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

      

 
 

 

５
 
食
品
提
供
施
設
（
６
）
に
対
す
る
個
別
の
衛
生
指
導
事
項
 

（
１
）
弁
当
引
換
所
の
設
置
基
準
 

ア
 
清
浄
な
場
所
に
設
置
し
、
テ
ン
ト
張
等
適
当
な
防
塵
・
防
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
 

イ
 
食
品
が
直
接
日
光
に
当
た
ら
な
い
設
備
と
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
弁
当
引
換
所
の
設
置
者
は
、
弁
当
引
換
所
又
は
付
近
の
使
用
し
や
す
い
場
所
に
、
手
洗
い
設
備
を
確
保

す
る
こ
と
。
弁
当
引
換
所
に
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
噴
霧
式
消
毒
器
を
弁
当
引
換
所
に
設

置
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
弁
当
の
取
扱
い
 

ア
 
弁
当
の
保
管
 

（
ア
）
納
品
さ
れ
た
弁
当
は
、
保
冷
庫
等
で
保
管
す
る
こ
と
（
弁
当
引
換
所
に
隣
接
し
た
場
所
に
、
保
冷
車

等
を
配
置
し
て
い
る
場
合
を
含
む
）。

 

（
イ
）
保
冷
庫
は
常
に
清
潔
に
保
つ
と
と
も
に
、
隔
測
温
度
計
を
設
置
し
、
保
冷
機
能
が
保
た
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

イ
 
弁
当
の
引
渡
し
 

（
ア
）
弁
当
の
引
換
時
間
を
厳
守
す
る
こ
と
。
 

（
イ
）
弁
当
を
両
大
会
参
加
者
に
引
き
渡
す
際
の
呼
び
か
け
、
張
り
紙
、
場
内
放
送
、
チ
ラ
シ
添
付
等
の
方

法
に
よ
り
、
早
期
の
喫
食
と
併
せ
て
持
ち
帰
り
の
禁
止
を
呼
び
か
け
る
こ
と
。
 

ウ
 
弁
当
の
廃
棄
 

消
費
期
限
を
過
ぎ
た
弁
当
は
確
実
に
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
弁
当
の
引
換
え
の
記
録
 

 
 
ア
 
弁
当
の
引
換
え
に
当
た
っ
て
は
、
引
換
え
先
と
弁
当
調
製
施
設
の
関
連
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
て
お

く
こ
と
。
 

イ
 
弁
当
引
換
所
ご
と
に
衛
生
管
理
に
当
た
る
管
理
責
任
者
を
お
く
こ
と
。
 

ウ
 
管
理
責
任
者
は
、
弁
当
の
納
品
か
ら
引
換
え
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
「
弁
当
の
引
換
記
録
表
」

（
参
考
様
式
第
７
号
）
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
弁
当
の
納
品
時
刻
 

（
イ
）
庫
内
温
度
（
納
品
時
、
引
換
え
直
前
）
 

（
ウ
）
納
品
個
数
 

（
エ
）
製
造
者
 

（
オ
）
消
費
期
限
 

（
カ
）
弁
当
の
引
換
え
時
刻
（
開
始
、
終
了
）
 

（
キ
）
引
換
え
個
数
 

（
ク
）
引
換
え
先
 

（
ケ
）
廃
棄
時
刻
 

（
コ
）
廃
棄
個
数
 

（
４
）
廃
棄
物
の
処
理
 

ア
 
廃
棄
物
は
、
処
理
方
法
に
応
じ
て
分
別
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。
 

イ
 
廃
棄
物
容
器
及
び
そ
の
周
辺
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
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別
紙
２
 

食
品
提
供
施
設
に
対
す
る
指
導
及
び
検
査
 

 １
 
食
品
提
供
施
設
 

（
１
）
営
業
宿
泊
施
設
の
調
理
施
設
 

両
大
会
参
加
者
を
宿
泊
さ
せ
、
当
該
宿
泊
者
が
喫
食
す
る
食
事
を
調
理
す
る
施
設
 

（
２
）
弁
当
・
仕
出
し
料
理
調
製
施
設
 

両
大
会
参
加
者
が
開
・
閉
会
式
会
場
及
び
競
技
・
練
習
会
場
等
で
喫
食
す
る
弁
当
・
仕
出
し
料
理
を
調
製
す
る

施
設
 

（
３
）
既
設
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
既
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
４
）
臨
時
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
５
）
無
料
食
品
提
供
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
無
償
で
飲
食
物
を
提
供
す
る
施
設
 

（
６
）
弁
当
引
換
所
 

両
大
会
会
場
内
に
設
置
さ
れ
る
弁
当
の
引
換
所
 

 ２
 
食
品
衛
生
講
習
会
 

県
委
員
会
は
、
県
生
活
衛
生
課
及
び
保
健
所
と
連
携
し
、
食
品
提
供
施
設
の
営
業
者
等
を
対
象
と
し
た
食
品
衛
生

講
習
会
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
会
場
地
委
員
会
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
同
様
の
講
習
会
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

食
品
衛
生
講
習
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
紙
１
「
食
品
提
供
施
設
が
遵
守
す
べ
き
事
項
」、

食
品
衛
生
法
に
係
る

事
項
及
び
食
中
毒
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ３
 
立
入
調
査
 

食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
を
管
轄
す
る
保
健
所
等
は
、「

施
設
調
査
票
」（

様
式
第
１
号
）
に
基
づ
き
当
該

施
設
の
立
入
調
査
を
実
施
し
、
不
備
な
事
項
が
あ
れ
ば
改
善
指
導
及
び
そ
の
履
行
確
認
を
行
う
。
 

特
に
、
弁
当
調
製
施
設
等
危
害
度
の
高
い
施
設
又
は
衛
生
管
理
に
不
備
が
認
め
ら
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
立
入

調
査
時
の
施
設
の
拭
き
取
り
検
査
及
び
食
品
の
収
去
検
査
を
実
施
す
る
。
 

 ４
 
施
設
の
拭
き
取
り
検
査
 

保
健
所
は
、
１
食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て

AT
P
簡
易
測
定
器
等
を
用
い
て
拭

き
取
り
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
効
果
的
に
指
導
す
る
。
拭
き
取
り
は
、
包
丁
、
ま
な
板
、
冷
蔵
庫
内
、

冷
蔵
庫
取
っ
手
、
給
水
栓
、
ス
イ
ッ
チ
、
ド
ア
ノ
ブ
（
ト
イ
レ
を
含
む
）
等
、
主
に
食
品
又
は
手
指
が
直
接
触
れ
る

箇
所
を
対
象
と
す
る
。
検
査
結
果
及
び
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
は
、「

AT
P
検
査
結
果
」（

様
式
第
２
号
）
に
記
録

す
る
。
洗
浄
後
の
汚
染
度
が
高
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
洗
浄
後
、
再
検
査
を
行
う
。
 

     

 

 
 ５
 
食
品
検
査
 

保
健
所
は
、
食
品
提
供
施
設
（
２
）
の
営
業
者
に
対
し
自
主
検
査
の
実
施
及
び
結
果
報
告
を
指
導
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
収
去
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

（
１
）
対
象
食
品
 

両
大
会
期
間
中
に
提
供
さ
れ
る
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
副
食
（
２
品
以
上
）
 

（
２
）
時
期
 

ア
 
冬
季
大
会
に
お
い
て
食
品
を
提
供
す
る
施
設
 

 
令
和
３
（
20
21
）
年
 
９
月
～
11

月
 

イ
 
本
大
会
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
お
い
て
食
品
を
提
供
す
る
施
設
 

 
令
和
４
（
20
22
）
年
 
４
月
～
６
月
 

（
３
）
項
目
及
び
判
定
 

 
旧
「
弁
当
及
び
そ
う
ざ
い
の
衛
生
規
範
」
に
基
づ
き
、
次
の
検
査
項
目
及
び
判
定
基
準
と
す
る
。
 

検
査
食
品
 

検
査
項
目
 

判
定
基
準
 

卵
焼
、
フ
ラ
イ
等
の
加
熱

処
理
し
た
も
の
 

細
菌
数
（
生
菌
数
）
 

検
体
１
ｇ
に
つ
き

10
0,
00
0
以
下
で
あ
る
こ
と
 

大
腸
菌
群
 

陰
性
で
あ
る
こ
と
 

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
 

陰
性
で
あ
る
こ
と
 

サ
ラ
ダ
、
生
野
菜
等
の
未

加
熱
処
理
の
も
の
 

細
菌
数
（
生
菌
数
）
 

検
体
１
ｇ
に
つ
き

1,
00
0,
00
0
以
下
で
あ
る
こ
と
 

（
４
）
措
置
 

ア
 
（
３
）
の
判
定
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、
当
該
施
設
の
立
入
調
査
を
実
施
し
、
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
を

指
導
す
る
。
 

イ
 
再
発
防
止
対
策
実
施
後
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
再
度
の
自
主
検
査
（
必
要
に
応
じ
て
収
去
検
査
実

施
）
を
指
導
す
る
。
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様
式
第
１
号
 

施
 
設
 
調
 
査
 
票
 

Ｎ
ｏ
.１

 
 

調
査
年
月
日

 
令
和
 
 
 
年

月
日

 
調

査
者

 
 

施
設
の
名
称

 
 

対
応

者
 

 

施
設
の
所
在
地

 
℡

 

業
種

 
 
 
 
 

 

調
理
従
事
者
数

 
 
 
 
 
人

 

使 用 水 

使
用
水
の
種
類

 
上
水
道
・
簡
易
水
道
・
専
用
水
道
・
井
戸
水
・
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）

 

滅
菌
装
置

 
有
 
・
 
無

 
滅菌

装置
維持

管理
状況

 
 

遊
離
残
留
塩
素
濃
度

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
g/

L（
使
用
水
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
測
定
）

 

厨 房 内 

手
洗
い
設
備

 
  

清
掃
状
況

 
  

そ
族
昆
虫
対
策

 
（生

息・
侵入

防止
・駆

除）
 

  

冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 

庫
内
温
度

 
  

衛
生
状
態

 
  

食
品
毎
の
区
分

 
  

調 理 器 具 類 

洗
浄
消
毒
方
法

 
  

保
管
方
法

 
  

廃 棄 物 

調
理
場
内
保
管

 
  

排
出
経
路

 
  

 

 

 
 

Ｎ
o.
２
 
 

自 主 検 査 

実
施
日

 
食
品
名

 
検
 
 
査
 
 
結
 
 
果

 

一
般
細
菌
数

 
大
腸
菌
群

 
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

 
判
定

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

調
理
従
事
者
の
検
便

 実
施

日
：
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
実

施
人
数
：
 
 
 
 
 
 
人

 
結

果
：
 
適
 
 
 
 
人
、
 
不
適
 
 
 
人

 
（
不
適
内
容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

検 食 

保
管
状
況

 
（量

・日
数等

） 

 

そ の 他 の 確 認 ・ 指 示 

         

履 行 確 認 
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Ｎ
ｏ
.２

 
 

 
収
去
検
査
結
果

 

実
施
日

 
検
 
体
 
内
 
訳

 
加
 
熱

 
の
有
無

 
検
 
 
 
査
 
 
 
結
 
 
 
果

 

一
般
細
菌
数

 
大
腸
菌
群

 
黄
色
ﾌﾞ
ﾄﾞ
ｳ球

菌
 

判
 
定

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

 
検
査
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
等

 

          

 

 
 

様
式
第
２
号
 

Ａ
Ｔ
Ｐ
検
査
結
果
 

施
設
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ａ
Ｔ
Ｐ
拭
き
取
り
検
査
判
定
基
準
（
参
考
）

 

検
査
場
所

 
管
理
基
準
値
（
Ｒ
Ｌ
Ｕ
）
 

拭
き
取
り
方
法

 
合
格
Ａ

 
要
注
意
Ｂ
 

不
合
格
Ｃ
 

手
  
 
指

 
＜
１
，
５
０
０

 
15
00
～
30
00
 

＞
３
,０

０
０
 

手
の
ひ
ら
縦
横
、
指
の
間
、
指
先
な
ど
 

ま
 な

 板
 

＜
５
０
０

 
50
0～

10
00
 

＞
１
,０

０
０
 

中
央
付
近

10
ｃ
ｍ
四
方
 

包
  

  
丁

 
＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

刃
の
両
面
、
持
ち
手
と
刃
の
継
ぎ
目
 

調
 理

 台
 

＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

表
面
５
箇
所
の

10
ｃ
ｍ
四
方
 

バ
 ッ

 ト
 

＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

汚
れ
が
残
り
や
す
い
角
部
分
 

冷
蔵
庫
取
っ
手

 
＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

取
っ
手
全
体
の
内
側
外
側
 

 
 
 
 
 

  
 ※

 平
滑
な
も
の
(ｽ
ﾃﾝ
ﾚｽ
、
ｶﾞ
ﾗｽ
等
)：

20
0R
LU
 
凸
凹
の
あ
る
も
の
傷
つ
き
や
す
い
も
の
：
50
0R
LU
 

 拭
き
取
り
は
、
洗
浄
後
、
消
毒
・
殺
菌
前
に
行
う
こ
と
。

 
拭
き
取
り
は
、
綿
棒
が
軽
く
し
な
る
程
度
の
一
定
の
圧
力
に
よ
り
行
う
こ
と
。

 
数
値
は
、
Ａ
（
合
格
）、

Ｂ
（
要
注
意
）、

Ｃ
（
不
合
格
）
の
３
段
階
で
判
定
す
る
こ
と
。

 
判
定
が
Ｂ
又
は
Ｃ
の
場
合
は
、
再
洗
浄
等
を
指
導
後
、
再
度
測
定
を
行
う
こ
と
。

 
 

①
 
 
Ａ
Ｔ
Ｐ
測
定
結
果

 

実
施
日

 
実
 
施
 
箇
 
所

 
１
回
目
測
定

 
改
善
策

 
２
回
目
測
定

 

／
 

（
例
）
ま
な
板

 
７
０
０

 
Ｂ

 
再
洗
浄

 
３
０
０

 
Ａ

 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

②
 
 
検
査
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
等
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 宿舎衛生対策実施要領 

 

１ 目的 

この実施要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 環境衛生対策要項」に基づき、

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市

町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）が、相互に連絡調整を図り、栃木県、会

場地市町村（以下「市町村」という。）とともに実施する宿泊施設の衛生対策について必要

な事項を定め、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。）における宿

舎衛生対策に万全を期することを目的とする。 
 

２ 実施内容 

（１）営業宿泊施設の宿舎衛生対策 

ア 営業宿泊施設の把握 

栃木県保健福祉部生活衛生課（以下「県生活衛生課」という。）及び保健所（宇都宮

市保健所も含む。以下同じ。）は、県委員会から次表のとおり管轄の保健所に提出され

る報告書により、旅館業法第３条の許可を受けている施設（以下「営業宿泊施設」とい

う。）の利用予定を把握する。 
また、県外の施設については、県生活衛生課を通じ、関係自治体へ宿舎衛生指導の実

施及び報告を依頼する。 
なお、県委員会は、保健所に提出した報告書の写しを県生活衛生課へ回送する。 

提出書類 提出方法 

営業宿泊施設利用予定報告書 

（様式第１号） 

県委員会が管轄の保健所に提出 

（冬）令和３（2021）年２月末日まで 

（本・障）令和３（2021）年９月末日まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追加・変

更内容を提出する。 

      （冬）･･･国体冬季大会、（本・障）･･･国体本大会及び全国障害者スポーツ大会 

イ 衛生上の措置基準 

営業宿泊施設における衛生上の措置基準は、旅館業法関係法令等に基づく衛生措置基

準及び構造設備基準とする。 

ウ 監視指導 

県生活衛生課及び保健所は、原則として両大会開催までに、旅館業法関係法令等に基

づき、レジオネラ症防止対策等の監視指導を行い、指摘事項がある場合には、必要に応

じて監視指導票等を営業者に交付する。また、両大会期間中は、営業宿泊施設の衛生水

準を勘案し、必要に応じて監視指導を行う。 
エ 宿舎衛生講習会 

県委員会は、県生活衛生課及び保健所と連携し、次により宿舎衛生講習会を両大会開

催までに実施する。また、会場地委員会においても、必要に応じて同様の講習会を実施

することができる。なお、感染症予防や食品衛生の確保を目的とした講習会と併せて実

施することができる。 

令和３年１月 25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 

報告事項 16 
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（ア）講習の内容 

a 施設内及び施設周辺の清掃と衛生害虫等の対策 

b 客室、浴室、脱衣場、便所、洗面所等の衛生管理 

c 入浴施設におけるレジオネラ症防止対策 

d 寝具等の衛生的な管理 

e 給水、換気及び排水設備の衛生管理 

f ごみ分別容器の設置及び適正なごみ処理 

（イ）受講対象者 

両大会参加者が宿泊する営業宿泊施設の営業者又は管理者 

（ウ）講習会の実施方法 

令和３（2021）年度から両大会開催前までに、上記受講対象者が１回以上受講でき

るよう、日程及び会場の調整を行う。なお、県委員会及び会場地委員会が主催する宿

泊施設説明会等と上記講習会を併せて実施するなど、計画的かつ効果的に実施する。 

 

３ 実施報告 

（１）宿舎衛生講習会 

   会場地委員会は、この実施要領に基づく宿舎衛生講習会を実施した場合、その結果につ

いて、次表のとおり県委員会に報告し、県委員会は県委員会実施分と上記報告を合わせ

て、速やかに県生活衛生課に情報提供するものとする。 
報告書様式 報告期限 

宿舎衛生講習会の実施報告書（様式第２号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

（２）宿舎衛生監視指導 
保健所（宇都宮市保健所を除く。）は、この実施要領に基づく宿舎衛生監視指導の実施

結果について、次表のとおり県生活衛生課に、宇都宮市保健所においては宇都宮市実行委

員会に報告し、県生活衛生課及び宇都宮市実行委員会は、上記実施報告を速やかに県委員

会に情報提供するものとする。 

報告書様式 報告期限 

宿舎衛生監視指導実施結果報告書（様式第３号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

 

４ その他 

この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は県委員会と県生活衛生課及び宇都宮市保

健所が協議の上、別に定めるものとする。 

営業宿泊施設以外の施設であって、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 宿泊施設充足対

策要項に定める転用施設を配宿先として利用する場合、会場地委員会は管轄の保健所と協議

の上、営業宿泊施設の取扱いに準じて宿舎衛生対策を実施する。 
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保健所長　様

宿泊予定人員
（県名）
市町村

字名　　番地 月 日 ( ) ～ 月 日 ( )
(1日あたり最大

宿泊人数）

1 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

2 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

3 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

4 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

5 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

6 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

7 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

8 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

9 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

10 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

11 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

12 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

13 ( ) ～ ( )
  人

（ 人）

様式第１号

施設所在地
立入日
備考※

※外注：他の施設に食事を注文し、宿泊者に提供

食事の外注※
（外注先）

 いちご一会とちぎ大会（障スポ）

利用期間
番号

＜対象となる大会の区分＞

※保健所欄

営業宿泊施設名
電話番号

（ＦＡＸ番号）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

 いちご一会とちぎ国体（本大会）

外注先が分かれば施設名を記入

営業宿泊施設利用予定報告書

　いちご一会とちぎ国体冬季大会（スケート競技会・アイスホッケー競技会）

実行委員会事務局長

様式第２号

実行委員会

整理番号 開催年月日
講習
時間

講習会の名称 主催者 対象者
参加
人数

開催場所 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿舎衛生講習会の実施報告書
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様
式

第
３

号
  

宿
舎

衛
生

監
視

指
導

実
施

結
果

報
告

書
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
保

健
所

 
 

 １
 

営
業

宿
泊

施
設

 

種
別

 
宿

舎
と

し
て

利
用

さ
れ

る
 

対
象

施
設

数
 

監
視

指
導

件
数

 
備

 
 
 
考

 

ホ
テ

ル
・

旅
館

 
 

 
 

簡
易

宿
所

 
 

 
 

計
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 感染症対策実施要領 
 

１ 目的 

この実施要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 防疫対策要項」に基づき、いちご一

会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員

会（以下「会場地委員会」という。）が、相互に連絡調整を図り、栃木県、会場地市町村（以下

「市町村」という。）とともに実施する感染症対策に関して必要な事項を定め、いちご一会とち

ぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。）における感染症の発生予防及びまん延防止を

図る。 

 

 

２ 実施内容 

（１）広報活動 

  ア 広報の内容 

  （ア）手洗いの励行等基本的な感染症対策 

両大会の選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以

下「両大会参加者等」という。）に対し、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策

を周知し、正しい知識の普及及び意識の啓発を図る。 

（イ）両大会期間中に流行する可能性が高い感染症の予防対策 

     両大会参加者等に対し、最新の感染症発生状況に係る情報提供及び流行が予測される

感染症に係る注意喚起を行う。 

 イ 活動の内容 

（ア）県委員会 

県委員会は、栃木県保健福祉部健康増進課（以下「県健康増進課」という。）と連携し、

次により広報活動を実施する。 

      ａ 啓発用ポスター・リーフレット等の作成、市町村・関係団体等への配布・掲示 

    ｂ テレビ、ラジオ、広報誌、ホームページ等の県広報媒体を活用したPR 

    ｃ 県委員会ホームページへの掲載 

（イ）会場地委員会 

会場地委員会は、保健所（宇都宮市保健所を含む。以下同じ。）及び市町村担当課と連

携し、次により広報活動を実施する。 

    ａ 県委員会が作成した啓発用ポスター・リーフレット等の配布・掲示 

    ｂ 広報誌、ホームページ等市町村広報媒体を活用したPR 

    ｃ 各種講習会及びイベント等を活用したPR 

 

（２）衛生備品の配備 

   県委員会及び会場地委員会は、以下の分担により、各会場の入り口や手洗い設備等に、必

要に応じて手指用消毒液やマスク等の衛生備品を配備する。 

令和３年１月25日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 
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  ア 県委員会 

両大会の開・閉会式会場及びいちご一会とちぎ国体冬季大会の開始式・表彰式会場 

いちご一会とちぎ大会の競技会場・練習会場 

イ 会場地委員会 

いちご一会とちぎ国体の競技会場・練習会場 

 

（３）感染症患者の発生時の措置 

 保健所等は、両大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が

発生した場合は、必要に応じて感染の拡大防止のための指示・助言を行い、まん延の防止に

努める。当該感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に規定す

る感染症であった場合は、同法に基づき必要な措置を行う。 

 

（４）緊急連絡体制の整備 

両大会期間中における感染症の発生に備え、別記により緊急連絡体制を整備する。 

 

 

３ その他 

（１）両大会参加者等に食品を提供する施設に対する調理従事者の健康管理指導、食中毒発生時

の対応等については、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 食品衛生対策実施要領」に定め

る。 

 

（２）新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス感染症を含む。）への対策については、県及び

市町村が別に定める行動計画及びマニュアル等によるものとする。 

 

（３）この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は県委員会と県健康増進課及び保健所が協

議の上、別に定めるものとする。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 弁当調達要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員及びその他関係者（以下「両大会参加者」という。）に提供する昼食弁当（以下「弁

当」という。）の調達に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務分担 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地

市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、次の区分における弁当調達業務を

実施する。 

(1) 県実行委員会 

  ア いちご一会とちぎ国体 総合開・閉会式、冬季大会開始式・表彰式 

  イ いちご一会とちぎ大会 開・閉会式及び競技会 

(2) 会場地委員会 

   いちご一会とちぎ国体 競技会 

 

３ 弁当調製施設の選定 

(1) 県委員会及び会場地委員会は、栃木県保健福祉部生活衛生課（以下「県生活衛生課」

という。）及び関係する保健所の協力を得て、次に掲げる事項を満たす弁当調製施設を選

定する。 

  ア 食品衛生法に基づく営業許可を有し、食品衛生関係法令に基づき、ＨＡＣＣＰに沿

った衛生管理に取り組むとともに、適切に施設管理、運営を行えること。 

  イ 弁当調製能力が、弁当調製施設の大きさ、従業者数等に見合ったものであること。 

  ウ 総合開・閉会式、競技会等の運営に合わせた受注、搬入及び廃棄容器の回収ができ

ること。 

  エ 県委員会及び会場地委員会が定めた弁当料金、容器、献立等に対応できること。 

(2) 弁当調製施設の選定に係る具体的な基準等については、県委員会及び会場地委員会が

それぞれ別に定める。 

  (3) 県委員会及び会場地委員会は、上記により弁当調製施設を選定したときは、当該弁当

調製施設にその旨を通知する。 

 

４ 選定した弁当調製施設の報告 

(1) 会場地委員会は、選定した弁当調製施設をいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会弁当調

製施設名簿（様式第１号。以下「弁当調製施設名簿」という。）により、次に定める期日

までに管轄の保健所に報告するとともに、その写しを県委員会に提出する。 

  ア 冬季大会で弁当調製を行う施設：令和３(2021)年５月末日 

イ 本大会で弁当調製を行う施設：令和３(2021)年９月末日 

(2) 県委員会は、自ら選定した弁当調製施設を弁当調製施設名簿により、(1)に定める期日

までに施設を管轄する保健所に報告するとともに、会場地委員会から提出のあった弁当

調製施設を取りまとめ、弁当調製施設名簿により県生活衛生課に提出する。 

 

令和３年１月 25 日 第２回宿泊・衛生専門委員会決定事項 
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(3) 県委員会及び会場地委員会は、上記(1)及び(2)の報告後に、追加して弁当調製施設を

選定した場合、それぞれ(1)及び(2)に準じ速やかに追加分の弁当調製施設を報告する。 

(4) 県生活衛生課は、県委員会から提出された弁当調製施設名簿に、県外に所在する弁当

調製施設がある場合は、当該施設所在地を所管する関係自治体に対し、監視指導の実施

及び結果の報告を依頼する。 

 

５ 弁当調製施設の選定の取消し 

(1) 県委員会及び会場地委員会は、上記３により選定した弁当調製施設が次の各号のいず

れかに該当するときは、弁当調製施設の選定を取り消すことができる。 

ア 食品衛生法関係法令に基づく施設の改善命令及び指導に従わないとき。 

イ 食品衛生法関係法令に基づく施設の許可の取り消し、営業の全部又は一部の禁止、

若しくは期間を定めての営業の停止処分を受けたとき。 

ウ 弁当の調製を第三者に委託したとき。 

エ その他当該弁当調製施設を選定した県委員会又は会場地委員会が不適当と認めたとき。 

(2) 会場地委員会が選定を取り消したときは、速やかに県委員会に報告する。選定取り消

しの報告を受けた県委員会は、速やかに施設を管轄する保健所及び県生活衛生課に報告

する。 

(3) 県委員会が選定を取り消したときは、速やかに施設を管轄する保健所及び県生活衛生

課に報告する。併せて会場地委員会に情報提供を行う。 

(4) 県生活衛生課は、県委員会及び会場地委員会が選定の取り消しを報告した弁当調製施

設が県外に所在する場合は、その旨を関係自治体に通知する。 

 

６ 弁当を提供する大会参加者及び弁当料金 

(1) あっせん弁当（大会参加者から弁当料金を徴収して提供する弁当をいう。）及び支給弁

当（県委員会又は会場地委員会が弁当料金を負担して提供する弁当のことをいう。）を提

供する対象者は、県委員会及び会場地委員会がそれぞれ定める。 

(2) あっせん弁当及び支給弁当の料金は、お茶を含めて 900 円（税抜）以内とし、県委員

会及び会場地委員会がそれぞれ定める。 

 

７ 弁当の献立 

県委員会及び会場地委員会は、弁当の献立の作成又は選定に当たっては、「いちご一会と

ちぎ国体・とちぎ大会 標準献立作成方針」に示す栄養基準量等に留意し、選手のコンデ

ィションづくりや栃木県産食材の活用等に配慮するものとする。 

 

８ 弁当の申込み、受付及び発注等 

(1) あっせん弁当及び支給弁当の申込み、受付、発注等の手続きについては、県委員会及

び会場地委員会がそれぞれ定める方法により行うものとする。 

(2) 申込み受付後の変更及び取消しは、原則として認めないこととする。 

(3) 県委員会及び会場地委員会は、申込みを受け付けたあっせん弁当及び支給弁当の個数

を取りまとめ、弁当調製施設へ発注する。 

   なお、発注に当たっては、当該弁当調製施設の調製能力を超えることのないよう留意

するものとする。 
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９ 弁当の調製、運搬等 

  県委員会及び会場地委員会は、次に掲げる事項を弁当調製施設に遵守させるものとする。 

(1) 調製、包装等に当たっては、衛生管理を徹底すること。 

(2) 次に掲げる項目を容器等に表示すること。 

ア 弁当の名称 

イ 原材料名（アレルゲン、遺伝子組み換え、原料米の産地等の表示を含む。） 

ウ 食品添加物 

エ 消費期限（時刻まで表示） 

オ 保存方法 

カ 製造所所在地・製造者名 

キ その他食品表示法等関係法令により規定される表示 

ク 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

ケ 持ち帰りを禁止する表示 

コ その他県委員会が指示する表示 

(3) 運搬に当たっては、冷蔵車等を使用するものとし、県委員会及び会場地委員会が指定

する時刻及び場所に納入すること。 

(4) 県委員会及び会場地委員会の指示に従い、廃棄容器等の回収を行うこと。 

 

10 弁当の保管及び引換 

県委員会及び会場地委員会は、弁当引換所の設置及び弁当の保管等の弁当引換業務に当

たっては、保健所の指導の下、衛生上の安全を確保する。 

 

11 弁当代金の精算 

弁当を納入した弁当調製施設は、大会終了後、県委員会及び会場地委員会が別に定める

方法により精算する。 

 

12 その他 

(1) この要項に定めるもののほか必要な事項については、県委員会又は会場地委員会がそ

れぞれ弁当調製施設や保健所等と協議の上、別に定めるものとする。 

(2) 県外開催競技における弁当の調達については、この要項に準じて取り扱うものとする。 
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様式第1号

＜対象となる大会の区分＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　実行委員会　　

担当者（所属・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

土 曜 日 曜 平 日

※「弁当調製施設（営業所）」欄には、食品衛生法による営業許可を受けた施設の名称、所在地、電話番号を記入してください。
   「営業者氏名又は法人名」欄には、食品衛生法による営業許可申請を行った営業者名（個人の場合は氏名、法人の場合は法人名）を記入してください。
   「1日当たりの弁当調製能力（食）」欄は、弁当調製施設に聞き取りの上、記入願います。
   「発注予定数（食）」欄には、最も発注数の多い日の予定数量を記入してください。

配送先
会場名

（競技名）
備 考

名称 所在地 電話番号 通 常 最 大
国 体 ・ 大 会 提 供 可 能 数

番
号

弁当調製施設（営業所）

営業者氏名
又は法人名

1 日 当 た り の 弁 当 調 製 能 力 （ 食 ）

発注予定数
(食)

発注予定日

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会　弁当調製施設名簿

　　　　　　　　　　　　　　　保健所長　様 令和　　　年　　　月　　　日

 いちご一会とちぎ国体（冬季　スケート・アイスホッケー競技会）

 いちご一会とちぎ国体（本大会）

 いちご一会とちぎ大会（障スポ）

様式第1号

＜対象となる大会の区分＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ○○市実行委員会　　

○

土 曜 日 曜 平 日

1 とちまる屋弁当
○○市
○○1-2-3

028*-**-**** （株）とちまる食品 500 750 200 200 100 200 10/5～10/9
○○球場
（軟式野球）

2 花子弁当
○○市
○○4-2-3

028*-**-**** 栃木　花子 200 300 100 100 50 100 10/4
○○スタジ
アム
（サッカー）

※「弁当調製施設（営業所）」欄には、食品衛生法による営業許可を受けた施設の名称、所在地、電話番号を記入してください。
   「営業者氏名又は法人名」欄には、食品衛生法による営業許可申請を行った営業者名（個人の場合は氏名、法人の場合は法人名）を記入してください。
   「1日当たりの弁当調製能力（食）」欄は、弁当調製施設に聞き取りの上、記入願います。
   「発注予定数（食）」欄には、最も発注数の多い日の予定数量を記入してください。

 いちご一会とちぎ大会（障スポ）

配送先
会場名

（競技名）

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会　弁当調製施設名簿【記入例】

令和　年　月　日

番
号

弁当調製施設（営業所）

名称 所在地 最 大
国 体 ・ 大 会 提 供 可 能 数

　　　　　　　　　　　　　○○保健所長　様

備 考
電話番号

担当者（所属・氏名）　　　　　○○○○課　下野太郎　　

発注予定日
通 常

発注予定数
(食)

営業者氏名
又は法人名

1 日 当 た り の 弁 当 調 製 能 力 （ 食 ）

連絡先 　　　　　　　　０２８＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊　　

 いちご一会とちぎ国体（冬季　スケート・アイスホッケー競技会）

 いちご一会とちぎ国体（本大会）
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開・閉会式等に係る弁当調製施設選定基準 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会弁当調達要項に基づき、いちご一会とちぎ国体（以下

「国体」という。）総合開・閉会式及び冬季大会開始式・表彰式並びにいちご一会とちぎ大

会（以下「大会」という。）開・閉会式及び競技会における弁当調製施設選定基準を次のと

おり定め、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）は、

当該基準を満たす施設の中から、弁当調製施設を選定する。 

 

１ 立地条件 

  栃木県内に所在し、食品衛生法に基づく営業許可を受けている弁当調製施設であること。 

 なお、弁当調製施設の所在地は各会場までおおむね２時間以内の地域であること。 

 

２ 衛生管理体制 

(1)  国体開催前の過去３年間に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営業停止等の

処分を受けていないこと。 

(2) 食品衛生関係法令に基づき、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組むとともに、適切

に施設管理、運営を行えること。 

(3) 食品衛生法に基づく食品衛生監視票（平成 16 年４月１日付け食安発第 0401001号）

（令和２年度又は令和３年度発行のもの）における評価が 80 点以上であり、保健所の

監視指導により一定以上の衛生管理ができていることが確認されていること。 

(4) 検食は、原材料（同一内容の食品を１回 300 食以上又は１日 750 食以上調製する場

合）及び調理済み食品ごとに 50g 以上ずつ清潔な容器（合成樹脂製の袋等）に入れ、－

20℃以下で２週間以上保存できること。 

 (5) 調理従事者（食品の調理・盛付け等、食品に接触する可能性のある者であって、臨時

職員を含む。）の全員に対し、両大会の開催前に、検便検査の実施が可能であること。 

      なお、検査項目については、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌 O157 につ

いては必須とし、必要に応じてノロウイルスの検便検査を行うこと。 

 (6)  死亡後遺障害補償額が、１事故１億円以上の食品賠償保険等に加入していること、若

しくは国体・大会開催期間中に加入できること。 

 

３ 弁当の調製能力 

(1) 調製能力が１日あたり最大 200 食以上であること。 

(2) 第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。 

(3) 申出のあった提供可能数が、調製施設の大きさ、従業員数等に見合ったものであること。 

 

４ 対応能力 

(1) 県委員会が定める弁当料金による調製が可能であること 
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(2) 県委員会が指定する容器、包装紙等を使用できること。  

(3) 県委員会が定める食材及び献立内容で調製できること。 

(4) 弁当容器に以下の項目をラベルシール等で表示ができること。 

 ア 弁当の名称 

 イ 原材料名（アレルゲン、遺伝子組換え、原料米の産地等の表示を含む。） 

 ウ 食品添加物 

 エ 消費期限（時刻まで表示。） 

 オ 保存方法 

 カ 製造所所在地・製造者名 

 キ その他食品表示法等関係法令により規定される表示 

 ク 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

 ケ 持ち帰りを禁止する表示 

 コ その他県委員会が指示する表示 

 (5) 弁当の付属品として、お茶、割り箸、つま楊枝、お手拭き及び持ち運び用の袋を提供

できること。また、それらについて県委員会から指示があった場合、指示に沿った内容

での提供が可能であること。 

(6) 弁当の内容について「おしながき」の添付が可能であること。 

(7) 通気性が良く、かつ搬送が容易で清潔な段ボール箱等に梱包して弁当を納入できること。 

(8) 荷室の温度管理（10℃以下）が運転席等外部から行うことが可能な冷蔵車を使用する

など、適切な温度管理(10℃以下)を行い、県委員会が指示する時刻・場所に衛生的な運

搬ができること。 

   また、配付終了まで会場内に待機し、同様に適切な温度管理（10℃以下）、衛生管理

を行えること。 

(9) 総合開・閉会式、競技会等の運営に合わせた受注、搬入、廃棄容器の回収ができること。  

(10) 荒天等により、総合開・閉会式、競技会等が変更又は開催中止となった場合に、弁当

の調製及び納入について、県委員会の指示に基づく対応ができること。 
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いちご一会とちぎ国体 馬事衛生対策要項の改正 

 
１ 改正の趣旨 

（１）令和２（2020）年、JRA（日本中央競馬会）施設の入厩要件から日本脳炎予防接

種義務が削除されたことを受けて、公益社団法人日本馬術連盟は「馬インフルエン

ザ予防接種実施要領（検査・予防接種実施要領）」における日本脳炎予防接種義務

についての項目を削除し令和２（2020）年４月１日から施行されたところである。

それに伴い、「いちご一会とちぎ国体 馬事衛生対策要項」について、所要の改正を

行うもの。 
（２）県において行政手続きにおける押印を原則廃止することとしたことを踏まえ、届

出・報告様式の押印欄を削除する。 
 
２ 主な改正点 

（１）日本脳炎予防接種義務に係る項目（様式 11、12 も含む。）を削除する。 

（２）様式４、５、９、10 の押印欄を削除する。 

 

３ 新旧対照表 

 （傍線の部分は改正部分） 

改正案 現行 

３ 防疫対策 

（２）防疫検査 
家畜防疫員は、参加馬が会場に到着したと

き、家畜伝染病予防法施行規則による「馬の

検査、注射、薬浴、投薬証明手帳」及び「日

本馬術連盟乗馬登録証」の提示を求め、馬イ

ンフルエンザ予防接種に係る次の基準を満た

していることを確認する。 
なお、基準を満たしていない馬は入厩させ

ないものとする。 
（削除） 
 
  ア 略 

イ 略 
ウ 略 
エ 略 

 
（削除） 

３ 防疫対策 

（２）防疫検査 
家畜防疫員は、出場馬が会場に到着したと

き、家畜伝染病予防法施行規則による「馬の

検査、注射、薬浴、投薬証明手帳」及び「日

本馬術連盟乗馬登録証」の提示を求め、次に

掲げる基準を満たしていることを確認する。 
なお、基準を満たしていない馬は入厩させ

ないものとする。 
 

  ア 馬インフルエンザ予防接種 
 
（ア） 略 
（イ） 略 
（ウ） 略 
（エ） 略 
 

  イ 日本脳炎予防接種 
    令和４（2022）年５月１日以降に２週間か

ら２か月の間隔で２回のワクチン接種を受

けていること。 
ただし、接種開始時期が同年４月 30 日

以前の馬については、上記間隔で２回接種

完了後、入厩までに更に１回追加接種する

こと。 
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いちご一会とちぎ国体 馬事衛生対策実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、いちご一会とちぎ国体 馬事衛生対策要項（以下「要項」という。）に基づ

き、馬術競技参加馬の防疫、健康管理等馬事衛生対策の実施に関し必要な事項を定める。 

 

２ 防疫対策 

（１）防疫対策に係る基準の周知 

参加都道府県に対して、要項３（２）に定める基準（以下「防疫基準」という。）を周知

するものとする。 

（２）事前確認 

ア 参加都道府県に対して、「予防接種確認票」（要項様式12号）の提出にあわせて、「馬

の検査、注射、薬浴、投薬証明手帳」（以下「健康手帳」という。）及び「日本馬術連盟

乗馬登録証」（以下「登録証」という。）の写しを送付させるものとし、参加馬が防疫基

準を満たしていることを事前に確認する。 

イ 確認の結果、防疫基準を満たしていない場合は、基準を満たすよう参加都道府県に対し

て指導を行うものとする。 

（３）健康手帳等の確認及び馬体照合   

ア 参加馬が会場に到着したときに受付所において「健康手帳」及び「登録証」の正本の提

出を求め、事前に確認した写しと照合し、合致していることを確認する。 

イ 参加馬の特徴を「登録証」の記載の特徴と照合し、合致していることを確認する。 

ウ 確認の結果、合致しない場合は、馬事衛生本部において対応を検討する。 

（４）消毒 

ア 消毒は、厩舎、馬洗い場、汚物堆積場について参加馬の到着前５日以内に動力噴霧器を

使用して行う。 

      また、参加馬の退厩後直ちに、当該退厩馬の馬房の消毒を行う。 

イ 馬運車の消毒のため、馬降所の入場口付近に車両消毒所を設置し、馬運車が到着したと

き及び退厩の際に馬運車が再入場するときに、消毒マット等を使用して車体及びタイヤの

消毒を行う。 

また、参加都道府県に対して馬運車で馬糞清掃に使用した器具等の消毒を指導する。 

  なお、汚物収集車両、飼料運搬車両等厩舎地区に出入りする関係車両も馬運車と同様の

方法で消毒を行うものとする。 

ウ 参加馬の消毒のため、厩舎地区の参加馬の出入口に出場馬用の消毒マットを設置し、馬

降所や競技会場と厩舎の間を移動する際に消毒マット上を歩行させることにより蹄底の

消毒を行う。 

エ 厩舎地区に立ち入る者の消毒のため、厩舎地区の出入口に踏込み消毒槽又は消毒マット

を、厩舎の出入口に踏込み消毒槽又は消毒マット及び手指消毒薬を、手洗い場に手指消毒

薬を設置し、靴底及び手指の消毒を行わせる。 
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（５）病害虫の駆除 

厩舎、汚物堆積場等において、病害虫が発生する恐れのある場合は、殺虫剤を散布する。 

 

３ 健康管理 

（１）健康検査 

入厩時、馬体照合が終了した参加馬に対し、馬降所において健康検査を行う。 

また、退厩日当日に厩舎において健康検査を行う。 

（２）健康観察 

毎日、厩舎内を巡回し、ホースマネージャーが行った参加馬の健康観察及び体温測定の結

果と当該馬の臨床状況を確認する。 

また、必要に応じてホースマネージャーに対して健康管理の指導を行う。 

（３）異常が認められる場合の対応 

健康検査及び健康観察で異常が認められる場合は、馬事衛生本部に報告のうえ、救護獣医

師による診療、隔離厩舎への移動、伝染性疾病に係る検査の実施等必要な措置を講じる。 

（４）馬診療 

ア 馬診療所には、診療時間中、原則として救護獣医師２名を馬診療所に常駐させる。 

また、診療時間外は、連絡体制を整備のうえ、会場近隣に宿泊所を確保し、救護獣医師

１名を待機させる。 

イ 救護獣医師は、参加都道府県の依頼により、参加馬に発生した疾患に対して応急手当及

び緊急処置を行う。 

なお、加療馬の競技への参加の適性に疑義があると判断したときは、馬事衛生本

部に報告するほか、伝染性疾病が疑われる場合は、隔離厩舎への移動、伝染性疾病に

係る検査の実施等必要な措置を講じる。 

また、加療馬の管理責任者が安楽死処置を依頼し、獣医師団の判定に基づき競

技運営委員長が安楽死処置を認めた場合は、安楽死処置を行う。 

  競技実施中に事故馬が発生した場合の対応は、別に定める。 

ウ 馬事衛生本部は救護獣医師の業務を補佐する職員を配置し、その職員は馬診療所と馬事

衛生本部、獣医師団、装蹄師等との連絡調整を行う。 

   エ 馬診療所に配備する医療機器、医薬品等は、栃木県獣医師会及び救護獣医師と協議のう

え定める。 

（５）装蹄 

ア 装蹄所には、開所時間中、原則として大会装蹄師２名（次に定める出張所に待機させる

大会装蹄師を含む。)を常駐させる。 

また、競技実施中は、待機馬場へ急行できる場所に出張所を設置し、大会装蹄師１名を

待機させる。 

イ 大会装蹄師は、参加都道府県の依頼により、参加馬の落鉄に対する応急処置及び蹄鉄の

深層、クランポン加工、パット等の装着、特殊蹄鉄等の装蹄業務を行う。 

ウ 馬事衛生本部は大会装蹄師の業務を補佐する職員を配置し、その職員は装蹄所と馬事衛

生本部、獣医師団、救護獣医師等との連絡調整を行う。 
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エ 装蹄所に配備する装蹄用具、消耗品等は、栃木県馬術連盟及び大会装蹄師と協議のうえ

定める。 

 

４ 入・退厩の調整 

（１）入・退厩計画の作成 

参加都道府県から提出された「入・退厩（変更）申込書」（要項様式11号）に基づき、参

加馬の入・退厩計画を作成する。 

   なお、必要に応じて、参加都道府県と入厩予定時刻等の調整を行う。 

（２）入・退厩時の連絡調整 

馬輸送責任者から参加馬の輸送の出発時に入厩予定日時、輸送頭数、車両番号等の連絡を

受け、入・退厩計画と照合する。 

退厩時は、馬輸送責任者と退厩時刻を調整し、退厩に伴って必要となる参加都道府県の手

続き等の完了を確認する。 

 

５ 参加馬以外の馬との接触の防止 

（１）立入禁止区域の設置 

馬事衛生本部は、参加馬以外の馬との接触を防止するため、参加馬の通路を定め、定め

られた通路以外に参加馬が立ち入らないよう徹底する。 

（２）防疫対策 

参加馬と参加馬以外の馬の通路が重なる区域については、それぞれが使用する時間を割

り振る｡ 

なお、必要に応じて、それぞれの蹄底の消毒を行うための消毒マットを設置するなどの

防疫対策を講じる。 

 

６ 飼料及び敷料 

（１）飼料 

飼料は、参加都道府県に対し、事前に飼料の購入の斡旋の要否を確認し、斡旋を必要とす

る場合、購入する飼料の種類及び数量を照会し、取りまとめのうえ、販売業者に配送を依頼

する。 

配送された飼料は、それぞれの入厩時に配布する。 

（２）敷料 

敷料は、大会期間中に必要と見込まれる量を注文し、入厩前に各馬房に敷き込むものとす

る。 

入厩前の敷込みに使用したもの以外の敷料は、大会期間中、参加都道府県が使用できるよ

う敷料庫に保管する。 

 

７ リハーサル大会への準用 

  この要領は、いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会の馬事衛生対策の実施に準用

する。 
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いちご一会とちぎ国体本大会 医療救護要項 

 
１ 趣旨 

  この要項は、いちご一会とちぎ国体 医療救護基本計画に基づき、いちご一会とち

ぎ国体（以下「大会」という。）における医療救護に万全を期するため、必要な事項

を定める。 

 

２ 実施方法 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び

会場地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図

り、医療機関、関係団体等の協力を得て、医療救護を実施する。 

 

３ 実施業務及び分担 

  県委員会及び会場地委員会が行う業務は、次のとおりとする。 

（１）県委員会 

  ア 総合開・閉会式会場における医療救護 

  イ 県委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

（２）会場地委員会 

  ア 競技会場及び練習会場における医療救護 

  イ 会場地委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

  ウ 宿泊施設における医療救護 

 

４ 救護本部及び救護所の設置 

  県委員会及び会場地委員会は、前項の業務を実施するにあたり、必要に応じて救護

本部及び救護所を設置する。 

 

５ 救護班の配置 

（１）救護所には、救護班を配置する。 

（２）救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー、事務

職員等により、必要に応じた編成とする。 

（３）救護班は、傷病者に応急処置を行い、必要に応じて医療機関に搬送する。 

 

６ 医薬品及び救急自動車等の配備 

（１）救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、

その他必要物品を配備する。 

（２）ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

（３）救急自動車等の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

 

７ 医療費 

  救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負担す

る。 

 

８ その他 

  この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、県委員会及

び会場地委員会が、それぞれ別に定める。 

令和２年 11 月 10 日 第１回医療救護専門委員会決定事項 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会 医療救護要項 
 
１ 趣旨 

  この要項は、いちご一会とちぎ国体 医療救護基本計画に基づき、いちご一会とちぎ国体

冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会（以下「大会」という。）における医療救護

に万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市

実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、相互に連絡調整を図り、医療機関、関係団

体等の協力を得て、医療救護を実施する。 

 

３ 実施業務及び分担 

  県委員会及び会場地委員会が行う業務は、次のとおりとする。 

（１）県委員会 

  ア 開始式及び表彰式会場における医療救護 

  イ 県委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

（２）会場地委員会 

  ア 競技会場及び練習会場における医療救護 

  イ 会場地委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

  ウ 宿泊施設における医療救護 

 

４ 救護本部及び救護所の設置 

  県委員会及び会場地委員会は、前項の業務を実施するにあたり、必要に応じて救護本部及

び救護所を設置する。 

 

５ 救護班の配置 

（１）救護所には、救護班を配置する。 

（２）救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー、事務職員等

により、必要に応じた編成とする。 

（３）救護班は、傷病者に応急処置を行い、必要に応じて医療機関に搬送する。 

 

６ 医薬品及び救急自動車等の配備 

（１）救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、その他必

要物品を配備する。 

（２）ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

（３）救急自動車等の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

 

７ 医療費 

  救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負担する。 

 

８ その他 

  この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、県委員会及び会場

地委員会が、それぞれ別に定める。 

令和２年 11 月 10 日 第１回医療救護専門委員会決定事項 
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いちご一会とちぎ大会 医療救護要項 

 
１ 趣旨 

  この要項は、いちご一会とちぎ大会 開催基本計画に基づき、いちご一会とちぎ大

会（以下「大会」という。）における医療救護に万全を期するため、必要な事項を定

める。 

 

２ 実施方法 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）は、

会場地市町村実行委員会、医療機関、関係団体等の協力を得て、医療救護を実施する。 

 

３ 実施業務 

  県委員会が行う業務は、次のとおりとする。 

（１）開・閉会式会場における医療救護 

（２）競技会場及び練習会場における医療救護 

（３）県委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

（４）宿泊施設における医療救護 

 

４ 救護本部及び救護所の設置 

  県委員会は、前項の業務を実施するにあたり、必要に応じて救護本部及び救護所を

設置する。 

 

５ 救護班の配置 

（１）救護所には、救護班を配置する。 

（２）救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー、事務

職員等により、必要に応じた編成とする。 

（３）救護班は、傷病者に応急処置を行い、必要に応じて医療機関に搬送する。 

 

６ 医薬品及び救急自動車等の配備 

（１）救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、

その他必要物品を配備する。 

（２）ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

（３）救急自動車等の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

 

７ 医療費 

救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負担する。 

 

８ その他 

この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

令和２年 11 月 10 日 第１回医療救護専門委員会決定事項 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 医療救護実施要領 

 
１ 目的 

  この実施要領は、いちご一会とちぎ国体 医療救護要項、いちご一会とちぎ国体冬季大会

スケート競技会・アイスホッケー競技会 医療救護要項及びいちご一会とちぎ大会 医療救

護要項に基づき、いちご一会とちぎ国体（以下「とちぎ国体」という。）及びいちご一会と

ちぎ大会（以下「とちぎ大会」という。）において、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実

行委員会（以下「県委員会」という。）が実施する医療救護に関して必要な事項を定める。 

 

２ 実施体制 

  県委員会は、医療救護業務を実施するため、救護本部及び救護所を設置し、救護所には

救護班を配置するほか、必要に応じて移動救護班を配置する。なお、設置場所及び班の編

制は、別に定める。 

 

３ とちぎ国体の総合開・閉会式会場、とちぎ国体冬季大会の開始式・表彰式会場及びとち

ぎ大会の開・閉会式会場における医療救護 

（１） 救護所の設置 

  ア 救護活動及び式典に支障のないよう、適切な場所に適切な数の救護所を設置する。 

  イ 救護所出入口付近に、救護所を明示する看板等を設置する。 

  ウ 救護所内部は、衛生管理に留意するとともに、外部から見えないよう配慮する。 

  エ 電話、ファクシミリ等通信機器、コピー機等を配備する。 

（２）救護班及び移動救護班の配置 

  ア 救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー、事務職員

等により、必要に応じた編成とする。 

  イ 来場者数や会場の諸条件等を考慮し、必要に応じて移動救護班を編成し、配置する。 

  ウ 救護班及び移動救護班に従事する医師、看護師等の編成は、医療機関、関係団体等

の協力を得て行う。 

（３）救護本部、救護班及び移動救護班の業務 

  ア 救護本部 

  （ア）救護班及び移動救護班と連絡調整を行い、医療救護業務を統括する。 

（イ）医療機関に搬送する必要のある傷病者が発生した場合は、救急自動車等の出動を

要請し搬送措置を講じるとともに、傷病者の所属する都道府県本部等に連絡する。 

（ウ）当日の業務終了後、救護班及び移動救護班から提出された「処置記録兼診療依頼

書」（様式第１号）、「移動救護対応記録」（様式第２号）及び「取扱傷病者一覧表」（様

式第３号）を県委員会に提出する。 

  イ 救護班 

（ア）傷病者が発生した場合は、応急処置を行うとともに、「処置記録兼診療依頼書」（様

式第１号）に所定の事項を記入する。 

（イ）医師等の判断により傷病者を医療機関に搬送する必要があると認めた場合は、救

護本部に連絡する。 

（ウ）医療機関に搬送する傷病者に対し、「処置記録兼診療依頼書」（様式第１号）を交付

する。 

（エ）当日の業務終了後、「取扱傷病者一覧表」（様式第３号）を作成し、「処置記録兼診

療依頼書」（様式第１号）（搬送する傷病者に原本を交付した場合はその控え）ととも

に救護本部に提出する。 

令和２年 11 月 10 日 第１回医療救護専門委員会決定事項 
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  ウ 移動救護班 

  （ア）別に定める担当区域内を巡回し、傷病者の早期発見に努める。 

（イ）傷病者が発生した場合は、応急処置を行い、必要に応じて最寄りの救護所に搬送す

る。 

（ウ）当日の業務終了後、「取扱傷病者一覧表」（様式第３号）を作成し、「移動救護対応

記録」（様式第２号）とともに、救護本部に提出する。 

（４）医薬品等の配備 

  ア 救護所及び移動救護班に医薬品、医療機器、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）等必要

な物品を配備する。 

  イ ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

（５）救急搬送体制の確保 

  ア 関係機関と協議し、必要に応じ、救急自動車等を配備する。 

イ 医療機関に搬送する必要のある傷病者の発生に備え、傷病者の受入れが円滑に行わ

れるよう予め医療機関に協力を要請する。 

（６）医療救護業務従事者の研修等の実施 

   医療救護に従事する実施本部員等を対象とした業務マニュアルを作成し、研修等を実

施する。 

 

４ とちぎ大会の競技会場及び練習会場における医療救護 

救護所の設置、救護班の業務その他の医療救護に必要な事項については、上記３に準じ、

必要な医療救護体制を整備する。 
 

５ 県委員会主催のとちぎ国体・とちぎ大会関連イベントにおける医療救護 

  イベントの内容に応じ、必要な医療救護体制を整備する。 

 

６ とちぎ大会の宿泊施設における医療救護 

（１） 宿泊施設の責任者に対する周知徹底 

傷病者が発生した場合、必要に応じて救急自動車等の出動要請や最寄りの医療機関の

紹介を行うとともに、速やかに県委員会に報告するよう宿泊施設の責任者に対し周知徹

底を図る。 

（２） 搬送情報の把握 

傷病者が医療機関に搬送された場合、宿泊施設の責任者又は傷病者の関係者から、傷

病者の住所、氏名、性別、年齢、連絡先、参加区分、傷病の発生時間、発生場所、発生原

因及び現在の状況、搬送先の医療機関及び搬送方法等必要な事項を確認する。 

 

７ その他 

（１）赤十字標章を使用する場合は、事前に日本赤十字社栃木県支部の承諾を得ることとし、

必要な手続を行う。 

（２）医療救護関係者の留意事項は、次のとおりとする。 

ア 傷病者の状況を記録し、関係者からの問い合わせに支障のないよう配慮する。 

イ 医療機関に搬送した傷病者については、その後の症状経過を把握するよう努める。 

  ウ 傷病者のプライバシーの保護に努める。 

 

（３）とちぎ国体の総合開・閉会式リハーサル、とちぎ国体冬季大会の開始式及び表彰式リ

ハーサル並びにとちぎ大会の開・閉会式リハーサル及び競技会に係るリハーサル大会に

おける医療救護については、必要に応じ、この要領に準じて実施する。 
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容

　
胃

腸
障

害
　

 
感

冒
　

 
貧

血
 
　

頭
痛

 
　

熱
中

症
 　

疲
労

 
　

眼
症

 
　

耳
症

 
　

歯
牙

外
傷

　
打

撲
 
　

捻
挫

　
 
骨

折
 　

脱
臼

 　
筋

腱
断

裂
　

 挫
創

　
 
切

創
　

 
裂

創
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

受
傷
部
位

発
症
(
事
故
)
原
因

処
置

時
間
：
午
前
・
午
後
　
　
　
時
　
　
　
分

 
血
圧
　
　
　
　
／
　
 
　
 ｍ

ｍ
Hg

服
薬

 
有
（
　
　
　
　
　
　
　
）

 
無

無
有
無

　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
）

 
M
・
T・

S
・
H・

R
競

技
名

/
会

場
名

/
　
年
　
　
月
　
　
日
生
　

宿
舎
の
名
前

同
意
欄
（
署
名
）
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

処
置

記
録

兼
診

療
依

頼
書

取
扱
救
護
所

発
行
番
号

№

発
症
場
所

発
行
日
時

令
和
 ４

 
年
　
　
月
　
　
日

式
典

中
・

競
技

中
・

観
戦

中
・

移
動

中
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

氏
名

ふ
り

が
な

参
加
区
分

　
選
手
・
監
督
・
役
員
・
観
客

　
本

書
を

医
療

機
関

へ
送

付
す

る
こ

と
並

び
に

搬
送

先
医

療
機

関
か

ら
い

ち
ご

一
会

と
ち

ぎ
国

体
・

と
ち

ぎ
大

会
実

行
委

員
会

に
返

送
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
万

全
を

期
す

と
と

も
に

大
会

の
統

計
資

料
に

利
用

す
る

こ
と

以
外

に
は

使
用

し
な

い
こ

と
を

条
件

に
承

諾
し

ま
す

。

い
ち
ご
一
会
と

ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
に
お
い
て
発
症
し
た
上
記
の

者
に
対
す
る
診
療
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

（
TE
L 
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

保
険
証
所
持

の

　
　
時
　
　
　
分
頃

傷 病 者 情 報
住
所

連
絡
先

付
添
者

（
携
帯
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

（
携
帯
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

有
・

（
裏
面
）

医
療
機
関
名

担
当
者

（
所
属
）

住
所

（
氏
名
）

T
E
L

F
A
X

使
用
医

薬
品

【
救

護
所
で
記
載
】

　
N
o.

診
療
医
師
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
　

御
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
下
記
ま
で
御
連
絡

く
だ
さ
い
。

T
EL
　
０
２
８
－
○
○
○
－
○
○
○
○
　
い

ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
実
行
委
員
会

取
扱
救
護
所

診
療
依
頼
書
発
行
番
号

診 療 内 容

傷
病

名

そ
の

他

治
療

内
容

F
 
A
 
X
 
送

 
信

 
票

宛 先
FA
X番

号
　
０
２
８
－
○
○
○
－
○
○
○
○

 い
ち

ご
一

会
と
ち

ぎ
国

体
・

と
ち
ぎ

大
会

実
行

委
員
会

　
医
療

救
護

担
当

　
宛

発 信 者 名 　
下

記
診
療
内
容
欄
に
記
入
後
、
こ
の
用
紙
を
、
い
ち
ご
一

会
と
ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
実
行
委
員
会
ま
で

当
日

中
に
FA
Xで

送
付
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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様
式

第
２

号

　
 
　

月
 
　

 
日

№
時

間
場

所
区

分
傷

病
者

情
報

傷
病

内
容

対
応

(氏
名

）
選

手

監
督

男
 ・

 女

役
員

(住
所

）

観
客

式
典

出
席

者
(T

E
L
)

他
（
　

　
　

　
　

　
）

(氏
名

）
選

手

監
督

男
 ・

 女

役
員

(住
所

）

観
客

式
典

出
席

者
(T

E
L
)

他
（
　

　
　

　
　

　
）

(氏
名

）
選

手

監
督

男
 ・

 女

役
員

(住
所

）

観
客

式
典

出
席

者
(T

E
L
)

他
（
　

　
　

　
　

　
）

(氏
名

）
選

手

監
督

男
 ・

 女

役
員

(住
所

）

観
客

式
典

出
席

者
(T

E
L
)

他
（
　

　
　

　
　

　
）

(氏
名

）
選

手

監
督

男
 ・

 女

役
員

(住
所

）

観
客

式
典

出
席

者
(T

E
L
)

他
（
　

　
　

　
　

　
）

移
動

救
護

（
　

　
　

　
　

）
対

応
記

録
　
様
式
第
３
号

選
手

監
督

役
員

観
客

そ
の
他

計
選
手

監
督

役
員

観
客

そ
の
他

計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

取
 
扱

 
傷

 
病

 者
 一

 
覧

 
表

　
　

　
月

　
　

日
（

移
動
）

救
護
班

区
分

救
護
班
及
び
移
動
救
護
班
取
扱
傷
病

者
数

医
療
機
関
へ
の
搬
送
者
数

脱
臼

胃
腸

障
害

感
冒

貧
血

頭
痛

熱
中
症

疲
労

眼
症

耳
症

打
撲

捻
挫

骨
折 合
計

　
※
　
こ
の
様
式
は
、

一
日
の
業
務
終
了
後
に
救
護
班
及
び
移
動
救
護
班
が

集
計
し
記
載
す
る
こ
と
。

筋
腱

断
裂

 
（
挫

・
切

・
裂

）

創

歯
牙
の

外
傷

そ
の
他 男
　
計

女
　
計

102



 

いちご一会とちぎ国体 会場地市町村医療救護業務指針 

 

１ 目的 

  この指針は、いちご一会とちぎ国体 医療救護要項及びいちご一会とちぎ国体冬季大会

スケート競技会・アイスホッケー競技会 医療救護要項に基づき、いちご一会とちぎ国体

（以下「大会」という。）において、会場地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」と

いう。）が実施する医療救護の基本的事項を定めることにより、業務の円滑な実施を図る

ことを目的とする。 

 

２ 実施体制 

  会場地委員会は、医療救護業務を実施するため、競技会場に救護所を設置し、救護所に

は救護班を配置する。 

  また、必要に応じて救護本部を設置し、医療救護業務を統括する。 

 

３ 関係機関等との連携 

会場地委員会は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」と

いう。）と相互に連携を図るとともに、医療機関、地元消防署その他の関係機関・団体の

協力を得て業務を実施する。 

 

４ 競技会場における医療救護 

（１）救護所の設置 

ア 救護活動及び競技に支障のないよう、競技会場の適切な場所に救護所を設置する。 

イ 救護所出入口付近に、救護所を明示する看板等を設置する。 

ウ 救護所内部は、衛生管理に留意するとともに、外部から見えないよう配慮する。 

エ 電話、ファクシミリ等通信機器、コピー機等を配備する。 

（２）救護班の配置 

ア 救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー、事務職員

等により、必要に応じた班編成とする。 
イ 救護班に従事する医師、看護師等の編成は、競技の特性を踏まえ、競技団体と協議

の上、医療機関、関係団体等の協力を得て行う。 

（３）救護班の業務 

 ア 応急処置 

（ア）傷病者が発生した場合は、応急処置を行うとともに「処置記録兼診療依頼書」

（参考様式第１号）に所定の事項を記入する。 

（イ）傷病者を医療機関に搬送する必要があると認めた場合は、救急自動車等の出動を

要請するなどの措置を講じるとともに、速やかに会場地委員会に報告する。 
（ウ）医療機関に搬送する傷病者に対し、「処置記録兼診療依頼書」（参考様式第１号） 

を交付する。 
イ 記録・報告等 

当日の業務終了後、「取扱傷病者一覧表」（参考様式第２号）を作成し、「処置記録兼診療

依頼書」（参考様式第１号）（搬送する傷病者に原本を交付した場合はその控え）とともに

会場地委員会に提出する。 

令和２年 11 月 10 日 第１回医療救護専門委員会決定事項 

報告事項 26 
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（４）医薬品等の配備 

ア 救護所に、当該会場の競技特性等を勘案の上、医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体

外式除細動器）等必要な物品を配備する。 

イ ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

（５）救急搬送体制の確保 

ア 地元消防署と協議し、必要に応じ、競技会場に救急自動車等を配備する。 

イ 医療機関に搬送する必要のある傷病者の発生に備え、傷病者の受入れが円滑に行わ

れるよう予め医療機関に協力を要請する。 

（６）医療救護業務従事者の研修等の実施 

医療救護に従事する実施本部員等を対象とした業務マニュアルを作成し、研修等を実

施する。 
 

５ 練習会場及び会場地委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

練習会場及び会場地委員会主催の大会関連イベントにおいても、必要に応じて、上記４

に準じ、必要な医療救護体制を整備する。なお、会場に救護所を設置しない場合において

も、係員等を配置するなど、連絡や応急手当を行える体制を整える。 

 

６ 宿泊施設における医療救護 

（１）宿泊施設の責任者に対する周知徹底 
傷病者が発生した場合、必要に応じて救急自動車等の出動要請や最寄りの医療機関の

紹介を行うとともに、速やかに会場地委員会に報告するよう宿泊施設の責任者に対し周

知徹底を図る。 
（２）搬送情報の把握 

傷病者が医療機関に搬送された場合、宿泊施設の責任者又は傷病者の関係者から、傷

病者の住所、氏名、性別、年齢、連絡先、参加区分、傷病の発生時間、発生場所、発生原

因及び現在の状況、搬送先の医療機関及び搬送方法等必要な事項を確認する。 
 
７ 県委員会への報告 

大会期間中に入院患者が発生した場合は速やかに「入院患者発生速報」（参考様式第３

号）により、県委員会に報告する。 

また、全競技終了後、「取扱傷病者一覧表」（参考様式第２号）を競技会場ごとに取りま

とめ、県委員会に報告する。 

 
８ その他 

（１）赤十字標章を使用する場合は、事前に日本赤十字社栃木県支部の許諾を得ることと

し、県委員会を通じて必要な手続きを行う。 
（２）医療救護関係者の留意事項は、次のとおりとする。 

  ア 傷病者の状況を記録し、関係者からの問い合わせに支障のないよう配慮する。 

  イ 医療機関に搬送した傷病者については、その後の症状経過を把握するよう努める。 

  ウ 傷病者のプライバシーの保護に努める。 

（３）この指針は、競技別リハーサル大会における医療救護について、準用するものとする。 
（４）この指針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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参

考
様

式
第

１
号

（
表

面
）

午
前

午
後

男 女
生
年
月
日

他
歳

都
道
府
県
名
（
　
　
　
　
　
　
　
）

バ
イ
タ
ル

サ
イ
ン

現
病

歴

既
往

歴

処
置
内
容

使
用

医
薬

品

備
考

　
搬

送
先
医
療
機
関
　
担
当
医
　
様

　
令
和
 
４
 年

　
　
　
月
　
　
　

日
い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
○
○
○

実
行
委
員
会

　
会
長
　
　

○
　
○
　
○
　
○

※

有
無

（
TE
L 
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

　
本

書
を

医
療

機
関

へ
送

付
す

る
こ

と
並

び
に

搬
送

先
医

療
機

関
か

ら
い

ち
ご

一
会

と
ち

ぎ
国

体
○

○
○

実
行

委
員

会
に

返
送

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

万
全

を
期

す
と

と
も

に
大

会
の

統
計

資
料

に
利

用
す

る
こ

と
以

外
に

は
使

用
し

な
い

こ
と

を
条

件
に

承
諾

し
ま

す
。

発
症
(
事
故
)
原
因

い
ち
ご
一
会
と

ち
ぎ
国
体
に
お
い
て
発
症
し
た
上
記
の
者
に
対
す
る
診

療
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
携
帯
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

（
携
帯
　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
）

保
険
証
所
持

の
有

・

式
典

中
・

競
技

中
・

観
戦

中
・

移
動

中

無

応 急 処 置 の 内 容

　
胃

腸
障

害
　

 
感

冒
　

 
貧

血
 
　

頭
痛

 
　

熱
中

症
 　

疲
労

 
　

眼
症

 
　

耳
症

 
　

歯
牙

外
傷

　
打

撲
 
　

捻
挫

　
 
骨

折
 　

脱
臼

 　
筋

腱
断

裂
　

 挫
創

　
 
切

創
　

 
裂

創
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

傷
病
内
容

　
　
時
　
　
　
分
頃

 
M
・
T・

S
・
H・

R

　
選
手
・
監
督
・
役
員
・
観
客

　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
）

競
技

名
/
会

場
名

/
　
年
　
　
月
　
　
日
生
　

住
所

連
絡
先

宿
舎
の
名
前

付
添
者

 
無

受
傷
部
位

同
意
欄
（
署
名
）
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

処
置

記
録

兼
診

療
依

頼
書

取
扱
救
護
所

発
行
番
号

№

発
症
場
所

発
行
日
時

令
和
 ４

 
年
　
　
月
　
　
日

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

傷 病 者 情 報

氏
名

ふ
り

が
な

参
加
区
分

搬
送

有
 ・

 
無

救
護
所
医
師
等
氏
名

 
体
温
　
　
　
　
　
　
　
　
℃

 
脈
拍

 
血
圧
　
　
　
　
／
　
 
　
 ｍ

ｍ
Hg

処
置

時
間
：
午
前
・
午
後
　
　
　
時
　
　
　
分

 
有
（
　
　
　
　
　
　
　
）

服
薬

（
裏
面
）

医
療
機
関
名

担
当
者

（
所
属
）

住
所

（
氏
名
）

T
E
L

F
A
X

使
用
医

薬
品

【
救

護
所
で
記
載
】

　
N
o.

 い
ち

ご
一

会
と
ち

ぎ
国

体
○

○
○
実

行
委

員
会

　
医
療

救
護
担

当
　

宛

診 療 内 容

F
 
A
 
X
 
送
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いちご一会とちぎ国体本大会 輸送・交通要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、第 77 回国民体育大会本大会の正式競技及び特別競技に参加する選手・

監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会参加者」という。）並びに一

般観覧者の輸送・交通に関して必要な事項を定める。 

 

２ 基本方針 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会

場地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、相互に連携し、関係機関及

び関係団体等（以下「関係機関等」という。）の協力を得て、大会参加者及び一般観覧

者の安全・確実かつ円滑な輸送を行う。 

 

３ 輸送方法 

（１）大会参加者の輸送 

  ア 全国輸送 

    大会参加者は、自由集合・自由解散とする。ただし、県委員会は必要に応じて関

係機関等の協力を得て、輸送力の確保に努める。 

  イ 総合開・閉会式輸送 

    総合開・閉会式輸送は、原則として計画輸送とし、県委員会が会場地委員会及び

関係機関等の協力を得て実施する。 

  ウ 競技会輸送 

    競技会輸送は、原則として計画輸送とし、会場地委員会が関係機関等の協力を得

て実施する。 

  エ 各種会議の輸送 

    各種会議の輸送は、原則として自由集合・自由解散とする。 

（２）一般観覧者の輸送 

一般観覧者の輸送は、県委員会及び会場地委員会が関係機関等の協力を得て、公共

交通機関等の利用による効率的で円滑な実施に努めるとともに、高齢者、障害者等に

配慮して行う。 

なお、県委員会及び会場地委員会は、会場周辺の公共交通機関の状況や最寄り駅等

から会場までの距離等を勘案し、必要に応じてシャトルバス運行等の措置を講じる。 

（３）その他 

鉄道・路線バス等の公共交通機関を利用する場合は、大会参加者及び一般観覧者が

所定の料金を支払う。 

 

４ 駐車場対策 

（１）総合開・閉会式会場駐車場 

総合開・閉会式会場における駐車場については、県委員会が十分な確保に努め、効

率的な利用を図る。 
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なお、駐車場利用者は、県委員会が発行する許可証等の交付を受けた車両のみとし、

大会参加者及び一般観覧者の自家用車による来場は原則として認めない。 

（２）各競技会場駐車場 

各競技会場における駐車場については、会場地委員会が十分な確保に努め、効率的

な利用を図る。 

なお、駐車場利用者は、会場地委員会の指示に従い、指定された駐車場を利用する。 

 

５ 交通安全対策 

（１）総合開・閉会式 

県委員会は、総合開・閉会式における大会参加者及び一般観覧者の交通安全の確保

と円滑な輸送を図るため、関係機関等の協力を得て、歩行者及び車両の誘導、交通規

制等必要な対策を講じる。 

（２）各競技会 

会場地委員会は、各競技会における大会参加者及び一般観覧者の交通安全の確保と

円滑な輸送を図るため、関係機関等の協力を得て、歩行者及び車両の誘導、交通規制

等必要な対策を講じる。 

 

６ 輸送・交通の案内 

県委員会及び会場地委員会は、輸送・交通の案内を各種会議及び広報媒体を通じて周

知を図るほか、県委員会が設置する総合案内所及び会場地委員会が設置する案内所にお

いて行う。 

 

７ その他 

  この要項に定めるもののほか、輸送・交通に関して必要な事項は、県委員会及び会場

地委員会が別に定める。 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会 輸送・交通要項 

 
１ 趣旨 

  この要項は、第 77 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会

（以下「大会」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係

者（以下「大会参加者」という。）並びに一般観覧者の輸送・交通に関して必要な事項

を定める。 
 
２ 基本方針 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会

場地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、相互に連携し、関係機関及

び関係団体等（以下「関係機関等」という。）の協力を得て、大会参加者及び一般観覧

者の安全・確実かつ円滑な輸送を行う。 
 
３ 輸送方法 

（１）大会参加者の輸送 
  ア 全国輸送 
    大会参加者は、自由集合・自由解散とする。ただし、県委員会は必要に応じて関

係機関等の協力を得て、輸送力の確保に努める。 
イ 開始式・表彰式輸送 

    開始式・表彰式輸送は、原則として計画輸送とし、県委員会が会場地委員会及び

関係機関等の協力を得て実施する。 
ウ 競技会輸送 

競技会輸送は、原則として計画輸送とし、会場地委員会が関係機関等の協力を得

て実施する。 
エ 各種会議の輸送 

    各種会議の輸送は、原則として自由集合・自由解散とする。 
（２）一般観覧者の輸送 

一般観覧者の輸送は、県委員会及び会場地委員会が関係機関等の協力を得て、公共

交通機関等の利用による効率的で円滑な実施に努めるとともに、高齢者、障害者等に

配慮して行う。 
なお、県委員会及び会場地委員会は、会場周辺の公共交通機関の状況や最寄り駅等

から会場までの距離等を勘案し、必要に応じてシャトルバス運行等の措置を講じる。 
（３）その他 

鉄道・路線バス等の公共交通機関を利用する場合は、大会参加者及び一般観覧者が

所定の料金を支払う。 
 
４ 駐車場対策 

（１）開始式・表彰式会場駐車場 

開始式・表彰式会場における駐車場については、県委員会が十分な確保に努め、効

率的な利用を図る。 
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なお、駐車場利用者は、県委員会が発行する許可証等の交付を受けた車両のみとし、

大会参加者及び一般観覧者の自家用車による来場は原則として認めない。 

（２）各競技会場駐車場 

各競技会場における駐車場については、会場地委員会が十分な確保に努め、効率的

な利用を図る。 

なお、駐車場利用者は、会場地委員会の指示に従い、指定された駐車場を利用する。 
 
５ 交通安全対策 

（１）開始式・表彰式 

県委員会は、開始式・表彰式における大会参加者及び一般観覧者の交通安全の確保

と円滑な輸送を図るため、関係機関等の協力を得て、歩行者及び車両の誘導、交通規

制等必要な対策を講じる。 

（２）各競技会 

会場地委員会は、各競技会における大会参加者及び一般観覧者の交通安全の確保と

円滑な輸送を図るため、関係機関等の協力を得て、歩行者及び車両の誘導、交通規制

等必要な対策を講じる。 

（３）積雪、凍結等への対応 
県委員会及び会場地委員会は、スリップ等による交通事故や走行不能を防止するた

め、使用車両にスタッドレスタイヤ、タイヤチェーン等を装着又は携行するとともに、

積雪、凍結などの路面状況や天候等に応じた走行に留意する等必要な対策を講じる。 
 
６ 輸送・交通の案内 

県委員会及び会場地委員会は、輸送・交通の案内を各種会議及び広報媒体を通じて周

知を図るほか、県委員会が設置する総合案内所等において行う。 

 
７ その他 

この要項に定めるもののほか、輸送・交通に関して必要な事項は、県委員会及び会場

地委員会が別に定める。 

110



 

いちご一会とちぎ大会 輸送・交通要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、第 22回全国障害者スポーツ大会の実施競技（オープン競技を除く。）に

参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会参加者」と

いう。）並びに一般観覧者の輸送・交通に関して必要な事項を定める。 

 

２ 基本方針 

  いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）は、会場

地市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）並びに関係機関及び関係団体等

（以下「関係機関等」という。）の協力を得て、大会参加者及び一般観覧者の安全・確

実かつ円滑な輸送を行う。 

 

３ 輸送方法 

（１）大会参加者の輸送 

ア 全国輸送 

大会参加者は、自由集合・自由解散とする。ただし、県委員会は必要に応じて関

係機関等の協力を得て、輸送力の確保に努める。 

イ 開・閉会式輸送 

開・閉会式輸送は、原則として計画輸送とし、県委員会が関係機関等の協力を得

て実施する。 

ウ 競技会輸送 

競技会輸送（公式練習における輸送及び指定乗降地（県委員会が設定する来県時

の下車駅及び離県時の乗車駅をいう。）と宿舎の間の輸送を含む。）は、原則として

計画輸送とし、県委員会が会場地委員会及び関係機関等の協力を得て実施する。 

エ 各種会議の輸送 

各種会議の輸送は、原則として自由集合・自由解散とする。 

（２）一般観覧者の輸送 

一般観覧者の輸送は、県委員会が関係機関等の協力を得て、公共交通機関等の利用

による効率的で円滑な実施に努めるとともに、高齢者、障害者等に配慮して行う。 

なお、県委員会は、会場周辺の公共交通機関の状況や最寄り駅等から会場までの距

離等を勘案し、必要に応じてシャトルバス運行等の措置を講じる。 

（３）その他 

鉄道・路線バス等の公共交通機関を利用する場合は、大会参加者及び一般観覧者が

所定の料金を支払う。 

 

４ 駐車場対策 

（１）開・閉会式会場駐車場 

開・閉会式会場における駐車場については、県委員会が十分な確保に努め、効率的

な利用を図る。 
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なお、駐車場利用者は、県委員会が発行する許可証等の交付を受けた車両のみとし、

大会参加者及び一般観覧者の自家用車による来場は原則として認めない。 

（２）各競技会場駐車場 

各競技会場における駐車場については、県委員会が会場地委員会の協力を得て十分

な確保に努め、効率的な利用を図る。 

なお、駐車場利用者は、県委員会又は会場地委員会の指示に従い、指定された駐車

場を利用する。 

 

５ 交通安全対策 

県委員会は、開・閉会式及び各競技会における大会参加者及び一般観覧者の交通安全

の確保と円滑な輸送を図るため、関係機関等の協力を得て、歩行者及び車両の誘導、交

通規制等必要な対策を講じる。 

 

６ 輸送・交通の案内 

県委員会は、輸送・交通の案内を各種会議及び広報媒体を通じて周知を図るほか、県

委員会が設置する総合案内所等において行う。 

 

７ その他 

この要項に定めるもののほか、輸送・交通に関して必要な事項は、県委員会が別に定

める。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開・閉会式等自主警備業務実施計画 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、いちご一会とちぎ国体警備・消防防災基本計画に基づき、いちご一会と

ちぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。）開・閉会式、両大会開・閉会式リハーサル、

冬季大会開始式・表彰式及びいちご一会とちぎ大会競技会（以下「開・閉会式等」という。）

の開催に伴う自主警備体制及び活動要領について必要な事項を定めることにより、事件・事

故等の未然防止及び発生時における速やかな事態の収拾を図り、選手・監督・役員・一般観

覧者等（以下「両大会参加者」という。）の生命・身体・財産を保護することを目的とする。 

 

（実施機関） 

第２条 県が設置する両大会の実施本部（以下「実施本部」という。）は、警察、消防、県防災

担当部局、委託警備会社等（以下「自主警備関係機関」という。）の協力を得て、自主警備業

務を実施する。 

 

第２章 両大会開・閉会式会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第３条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

いちご一会とちぎ国体 

総合開・閉会式リハーサル 

未 定 

 

【栃木県総合運動公園】 

・栃木県総合運動公園敷地内及び周辺 

・その他関係施設 

 

【荒天時】 

・未定 

 

 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 開 会 式 

令和４(2022)年 

10月１日(土) 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 11日(火) 

いちご一会とちぎ大会 

開・閉会式リハーサル 

未 定 

 

いちご一会とちぎ大会 

開 会 式 

令和４(2022)年 

10月 29日(土) 

いちご一会とちぎ大会 

閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 31日(月) 

令和２年11月 20日 第２回警備・消防専門委員会決定事項 

報告事項30 
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事 前 警 戒 ・ 警 備 令和４(2022)年 

９月中旬（予定） 

～９月30日(金) 

令和４(2022)年 

10月中旬（予定） 

～10月 28日(金) 

  

（組織及び任務） 

第４条 実施本部は、自主警備業務に万全を期すため、警備、消防、防災等に関係する各班の

職員等で構成する「警備消防防災本部」を設置する。また、警備消防防災本部編成表（別表）

のとおり編成し、本部員及び警戒員（以下「本部員等」という。）に対して、具体的な任務区

分を付与し、責任の所在を明確にしておく。 

 

（関係機関との連携） 

第５条 警備消防防災本部は、自主警備業務を円滑に実施するため、自主警備関係機関と緊密

な連絡調整を行う。 

 

（平常時における活動） 

第６条 警備消防防災本部は、自主警備関係機関及び実施本部各班と連携し、次のとおり自主

警備業務を行う。 

 (1) 実施場所の把握 

効果的に自主警備活動を行い、迅速に現場へ急行できるよう、実地踏査により、開・閉

会式会場の入退場経路などの状況、施設の規模、構造、収容能力、非常口、避難経路、避

難場所等を把握する。 

(2) 事前警戒・警備 

ア 仮設物の転倒や損壊の防止、会場内への不審者の侵入防止及び不審物件の発見のた

め事前の警戒・警備を行う。 

イ ドローン、カメラ内蔵型マルチコプター、ラジコンヘリコプター、その他遠隔操作又

は自動操作により飛行させることができる無人航空機（以下「無人航空機」という。）

による犯罪行為や妨害行為を未然に防止するため、警察と連携して対策を講じる。 

     ウ 来場者の滞留が予想される入場口付近の道路において、あらかじめ一般車両の通行を

禁止する措置を講じるとともに、警察と連携して車両の突入を阻止する対策を講じる。 

(3) 交通誘導整理 

ア 駐車許可証等確認場所において、関係車両に対し駐車許可証等の有無を確認する。 

なお、駐車許可証等を携帯していない車両については、許可の有無を確認の上、必要

に応じて許可証の再発行を行う。 

イ 両大会関係車両に対し、指定駐車場への案内・誘導を行う。 

ウ 一般車両が両大会関係車両駐車場へ進入することを防止する。また、通行規制を行う

場合は、通行規制場所において迂回路の指示を行う。 
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エ 交通渋滞及び交通事故の原因となる違法駐車車両を発見したときは、運転手に対し

て移動を要請する。要請に応じない場合又は運転手不在の場合は、警察へ車両の排除を

要請する。 

オ 歩行者の安全を確保するため、会場直近の交差点等において交通の誘導整理を行う。 

(4) 会場内外通行管理 

ア 来場者種別に応じた動線案内及び通行誘導を行う。 

イ 両大会参加者以外の一般通行者に対して、立入制限場所及び迂回路を案内する。 

ウ 会場内に物資・資器材等を搬入する車両及び人員を確認し、歩行者との接触事故を防

止するための通路を確保する。 

エ ＩＤカード、入場券等の通行管理レベル識別証（以下「ＩＤカード等」という。）に 

応じた通行の適否を確認するとともに、式典会場内の配席区分に応じた入場券の案内・ 

整理を行う。 

(5) 雑踏警備  

ア シャトルバス発着場、おもてなし広場、アプローチデッキ、各入場口など人の滞留や

混雑が予想される場所において、来場者の誘導を行うとともに、所要時間等を広報し、

焦燥感の軽減を図る。 

イ 駆け足、押し合い等による転倒等の事故を防止するため、動線別の案内、誘導を行う

とともに、階段、勾配等により転倒事故が予想される危険箇所については、資器材を活

用して注意喚起を行う。 

ウ 来場者が過密となり、事故等の発生のおそれがある場合は、来場者の分断、進入規制、

迂回措置等、状況に応じた適切な措置を行う。 

(6) 会場入退場者管理 

ア 開・閉会式会場に入場管理エリアを設定し、ＩＤカード等を所持していない者の入場

を禁止する。 

イ 入場管理エリア内に入場する来場者のＩＤカード等を確認するため、入場管理エリ

アの入口にＩＤカード等確認場所を設置する。本部員等は、ＩＤカード等の確認及び本

人確認を行い、不正に入場しようとする者を排除する。 
ウ 式典会場の入口に金属探知器検査及び手荷物検査（以下「手荷物検査等」という。）

を行うための入場口を設置する。本部員等は、手荷物検査等を行い、いちご一会とちぎ

国体・とちぎ大会開・閉会式等会場管理運営要綱（以下「会場管理運営要綱」という。）

で定める式典会場内に持ち込むことを禁止する物品（以下「持込禁止物」という。）の

発見を行う。 
   エ 持込禁止物を式典会場内に持ち込ませないため、持込禁止物一時預かり所及び飲料

移し替え所（以下「一時預かり所等」という。）を設置する。本部員等は、一時預かり

所等を適切に管理運営する。 
   オ 式典会場における途中退場者に対して、再入場時に手荷物検査等を再度行うことを

伝え、再入場するときには確実に手荷物検査等を行う。 
カ 式典会場の入場口において、入退場者数を時間毎に確認し、会場内の来場者を管理す

る。 
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(7) 不審者、不審物件等に対する警戒 

ア 本部員等は、不審者、不審物件、不審車両、無人航空機等を認知又は発見したときは 

速やかに警備消防防災本部に報告し、指示を受けた上で必要な対応を行う。 

イ 本部員等は、会場管理運営要綱で定める開・閉会式会場内において禁止する行為を行

う者に対し、注意・警告等を行い、従わない場合は退場させる。 

ウ  本部員等は、犯罪行為や妨害行為をした者又はしようとする者を認知又は発見した

ときは、速やかに警備消防防災本部に報告し、指示を受けた上で必要な対応を行う。 

(8) 迷子、遺失物等に対する対応 

 本部員等は、迷子、遺失物及び拾得物を発見又は届け出があったときは、速やかに警備 

消防防災本部に報告するとともに、迷子・遺失物預かり所に引き継ぐものとする。 

 

（事件・事故等発生時における対応） 

第７条 警備消防防災本部は、事件・事故、妨害行為等（以下「事案等」という。）の発生情報

を入手した場合は、事実確認に努めるとともに事態の早期鎮圧、被害の拡大防止を図るため、

自主警備関係機関と協力し、次の活動を行う。 

(1) 通報・連絡 

   ア 本部員等は、事案等を認知又は発見したときは、警備消防防災本部へ事案等の概要を

報告する。 

イ 報告を受けた警備消防防災本部は、直ちに本部員等を現場に派遣し、当該事案等の事

実確認、状況把握を行うとともに、自主警備関係機関に通報・連絡を行う。 

(2) 初期対応 

ア 警備消防防災本部は、次の初期対応を行う。 

(ｱ) 事案等の情報収集を行い、正確な状況把握に努め、事案等の内容に応じた的確な指

示を現場に急行した本部員等に与えるとともに、状況に応じて自主警備関係機関へ

の出動要請を行う。 

(ｲ) 事案等の状況により、本部員等に、自主警備関係機関が行う活動への支援、周辺に

おける雑踏整理等を指示し、現場における早期鎮圧、収拾に協力する。 

(ｳ) 情報分析を的確に行い、事案等の拡大のおそれがある場合は、実施本部及び自主警

備関係機関との連携を図りながら、事案等の拡大防止に必要な措置を講じる。 

イ 本部員等は、次の初期対応を行う。 

(ｱ) 両大会参加者の生命・身体を守ることを最優先に、二次被害が発生することのない

よう安全性を確認した上で、被害者の救出・救助を行うとともに、負傷者に対し必要

な応急手当を行う。 

(ｲ) 可能な範囲で事案等関係者（加害者、被害者、行為者、目撃者等）の確保に努める。

なお、確保が困難である場合は、事後対策のために事案等関係者の人相等の特徴及 

び事案等の概要を記録する。 

(ｳ) 自主警備関係機関が行う現場活動に協力し、現場周辺の雑踏整理等を行う。 

(ｴ) 来場者の状況を注視し、現場への殺到、混乱など危険な兆候が見られる場合は、警

備消防防災本部へ報告するとともに、来場者への誘導や広報を行い、落ち着いた行動
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を呼びかける。 

(ｵ) 現場に通じる緊急車両の通行路を確保し、現場への誘導を行う。 

(ｶ) その他事案等の鎮圧、拡大防止等に必要な措置を行う。 

ウ 犯罪等予告に対する対応 

警備消防防災本部は、犯罪、爆破等の予告など犯罪情報を入手した場合は、速やか

に自主警備関係機関に通報するとともに、協力して対応する。この際、両大会参加者

の混乱等防止に配慮する。 

 

（大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策） 

第８条 大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策は、別に定める。 

 

（記録） 

第９条 警備消防防災本部は、自主警備活動状況の把握、発生した事案等の内容及び講じた措

置等について、「開・閉会式等自主警備業務記録」（様式第1号）、「通信記録」（様式第２号）

及び「事件・事故等発生状況報告書」（様式第３号）により記録する。 

 

（通信連絡） 

第10条 警備消防防災本部及び自主警備関係機関との通信連絡体制は、別に定める。 

 

第３章 冬季大会開始式・表彰式会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第11条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

スケート・アイスホッケー 

競 技 会 開 始 式 

令和４(2022)年 

１月24日(月) 

【日光市】 

・日光市今市文化会館及び周辺 

事 前 警 戒 ・ 警 備 令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 

ス ケ ー ト 競 技 会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月28日(金) 

【日光市】 

・観光ホテル日光千姫物語及び周辺 

  アイスホッケー競技会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月30日(日) 

事 前 警 戒 ・ 警 備 

 

令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 

 

（活動要領） 

第12条 自主警備体制及び活動要領は、第２章の規定を準用し、必要な対策を講じる。 
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第４章 いちご一会とちぎ大会の競技会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第13条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

競 技 会 場 

(練 習 会 場 含 む) 

令和４(2022)年 

10月 28日(金) 

～10月 31日(月) 

（公式練習日含む） 

 

※実施本部等が必要

と認める場合は、上

記実施期日以外の事

前警戒・警備に係る

期間を含むものとす

る。 

【宇都宮市】 

○カンセキスタジアムとちぎ［陸上競技（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園屋内水泳場［水泳（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園メインアリーナ［バスケッ

トボール（知）］ 

○宇都宮市清原体育館［バレーボール（身）］ 

○宇都宮市体育館［バレーボール（知）］ 

○宇都宮市屋板運動場運動広場［グランドソフト

ボール（身）］ 

【足利市】 

○足利スターレーン［ボウリング（知）］ 

○足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場［フ

ットベースボール（知）］ 

【栃木市】 

○栃木市総合運動公園陸上競技場［フライングデ

ィスク（身・知）］ 

【佐野市】 

○佐野市アリーナたぬま［バレーボール（精）］ 

【鹿沼市】 

○ＴＫＣいちごアリーナ［卓球（身・知・精）］ 

（サウンドテーブルテニス（身）を含む） 

【小山市】 

○栃木県立県南体育館［車いすバスケットボール

（身）］ 

【真岡市】 

○真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１

［サッカー（知）］ 

【大田原市】 

○美原公園野球場・第２球場［ソフトボール（知）］ 

【那須塩原市】 

○三和住宅にしなすのスポーツプラザ体育館［ボ

ッチャ（身）］ 
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【那須烏山市】 

○那須烏山市緑地運動公園多目的競技場［アーチ

ェリー（身）］ 

 

※ 上記競技会場と異なる練習会場についても、

実施場所に含むものとする。また、実施本部等

が必要と認める場合は、競技会場及び練習会場

が所在する付帯施設並びにその周辺を含むも

のとする。 

 

（活動要領） 

第14条 自主警備体制及び活動要領は、第２章の規定を準用し、会場地市と協議の上、協力し

て整備する。 

 

第５章 研修・訓練 

 

（研修・訓練の実施） 

第15条 実施本部は、開・閉会式等における自主警備業務を円滑に実施するため、関係する本 

部員等に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

（研修・訓練内容） 

第16条 自主警備業務に関する研修・訓練の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 開・閉会式等における自主警備業務に関すること。 

(2) 自主警備関係機関との連携に関すること。 

(3) 避難誘導、避難経路に関すること。 

(4) その他自主警備に係る必要な事項に関すること。  

  

第６章 雑則 

 

（委任） 

第17条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
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通
報
連
絡
、
初
期
対
応
、
避
難
誘
導
、
救
急
救
助
活
動
 

※
１
 

自
主
警
備
・
消
防
防
災
関
係
機
関
と
は
、
警
察
、
消
防
、
県
危
機
管
理
担
当
部
局
、
委
託
警
備
会
社

等
を
い
う
。
 

※
２
 

臨
時
消
防
防
災
組
織
と
は
、
消
防
防
災
業
務
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
火
災
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
編
成
さ
れ
る
組
織
を
い
う
。
 

※
３
 

「
本
部
員
」
と
は
、
県
委
員
会
事
務
局
職
員
及
び
県
職
員
を
い
う
。
 

「
警
戒
員
」
と
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
及
び
委
託
警
備
会
社
業
務
員
を
い
う
。
 

 
 

様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）
 

 
 

 
 

開
・
閉
会
式
等
自
主
警
備
業
務
記
録
 

行
 
事

 
名
 

国
体
事
前
警
備
 ・

 開
・
閉
会
式
総
合
リ
ハ
ー
サ
ル
 ・

 総
合
開
会
式
 ・

 総
合
閉
会
式
 

大
会
事
前
警
備
 ・

 開
・
閉
会
式
リ
ハ
ー
サ
ル
 ・

 開
会
式
 ・

 閉
会
式
 ・

 競
技
（
 
  
  

  
） 

 
冬
季
開
始
式
 ・

 ス
ケ
ー
ト
表
彰
式
 ・

 ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
表
彰
式
 

実
施

日
時
 

 令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
月
 
 
日
（
 
 
）
 
 
 時

 
 
 分

 
～
 
 
 時

 
 
 分

 

記
 
録

 
者
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(当
日
勤
務
員
の
代
表
者
が
記
名
）
 

 

1 

発
生
日
時
 

 
 

 
 

発
生
場
所
 

 
 

 
 

事
案
内
容
 

 
 

 
 

 
 

措
 
 
置
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2 

発
生
日
時
 

 
 

 
 

発
生
場
所
 

 
 

事
件
･事

故
等
 

事
案
内
容
 

 
 

発
生

状
況
 

 
 
 

措
 
 
置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

発
生
日
時
 

 
 

 
 

発
生
場
所
 

 
 

 
 

事
案
内
容
 

 
 

 
 

 
 

措
 
 
置
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

備
  

考
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様
式
第
２
号
（
第
９
条
関
係
）
 

 

 
 

 
 

  
  
  
 通

 
信
 
記
 
録
 

№
 

 
 

令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
）
 
 

時
 
間
 

発
 信

 者
 

通
 
信
 
内
 
容
 

受
信
者
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
３
号
（
第
９
条
関
係
）
 

受
理
№
 

 

事
件
・
事
故
等
発
生
状
況
報
告
書
 

事
案

種
別

 
雑
踏
事
故
 
 
妨
害
事
案
 
 
暴
行
事
案
 
 
盗
難
事
案
 
 
そ
の
他
( 

 
 
  
  
) 

認
知

日
時

 
令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
月
 
 
日
（
 
 
）
 
午
前
 ・

 午
後
 
 
 
時
 
 
 
分
 

認
知

方
法

等
 

[認
知
状
況
] 

現
認
 ・

 
認
知
 
（
 口

頭
 ・

 有
線
 ・

 携
帯
 ・

 無
線
 ）

 

[通
報
者
] 

 実
施
本
部
員
･ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
･大

会
参
加
者
･警

備
員
･自

主
警
備
関
係
機
関
( 

  
 
  
 
  
 
 
) 

 
※
通
報
者
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
連
絡
先
(電

話
番
号
)等

 

 
 

発
生

日
時

 
令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
月
 
 
日
（
 
 
）
 
午
前
 ・

 午
後
 
 
 
時
 
 
 
分
 

発
生

場
所

 
 
 

事
案
等
の
概
要
 

 
 

住
所
 

関
係
者
人
定
事
項
 

職
業
 

（
甲
）
 

氏
名
 

年
齢
：
 
 
 
歳
 
( 
男
 ・

 女
 )
 

 
 

電
話
番
号
 

 
 

住
所
 

 
 

 
 

関
係
者
人
定
事
項
 

職
業
 

 
 
 

（
乙
）
 

氏
名
 

年
齢
：
 
 
 
歳
 
( 
男
 ・

 女
 )
 

 
 

電
話
番
号
 

 
 

 
 

事
案

等
概

要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

被
害

金
品

等
 

 
 

 
 

 
 

措
 
 
置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

現
場
臨
場
者
 

役
職
・
氏
名
 

備
 
 
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

報
告

年
月

日
 

令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
 
）
 

 
 

報
 

告
 

者
 

警
備
消
防
防
災
本
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 係

 
 
氏
名
 

 
 

※
  
事
案
等
関
係
者
が
３
名
以
上
い
る
な
ど
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
、
備
考
欄
又
は
別
紙
(様

式
自
由
)に

記
載
し
て
報
告
す
る
こ
と
。
 

※
  
記
載
に
当
た
っ
て
は
事
案
の
推
移
、
措
置
等
の
時
系
列
を
明
ら
か
に
し
て
報
告
す
る
こ
と
。
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開・閉会式等消防防災業務実施計画 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、いちご一会とちぎ国体警備・消防防災基本計画に基づき、いちご一会と

ちぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。）開・閉会式、両大会開・閉会式リハーサル、

冬季大会開始式・表彰式及びいちご一会とちぎ大会競技会（以下「開・閉会式等」という。）

の開催に伴う消防防災体制及び活動要領について定め、火災その他の災害（以下「火災等」

という。）の未然防止及び発生時における迅速かつ的確な対応を図り、選手・監督・役員・一

般観覧者等の安全を確保することを目的とする。 

 

（諸規定との関係） 

第２条 開・閉会式等における消防防災業務は、消防法等関係規定や開・閉会式等関係施設の

管理者（以下「各施設管理者」という。）が定めた消防計画等によるもののほか、この計画

の定めによる。 

 

（実施機関） 

第３条 県が設置する両大会の実施本部（以下「実施本部」という。）は、消防、警察、県防災

担当部局、医療機関、委託警備会社等（以下「消防防災関係機関」という。）及び各施設管理

者の協力を得て、消防防災業務を実施する。 

 

第２章 火災等予防管理 

 

（火気等使用予防管理） 

第４条 実施本部は、火災予防及び災害の発生による出火を防止するため、各施設管理者と協

力して火気等の使用に関して次の業務を行う。 

(1) 火気等の使用場所の指定 

喫煙場所、火気設備機器等の使用場所は、各施設管理者と協議の上、指定する。 

 (2) 各施設管理者の承認 

  次に掲げる事項を行う場合は、あらかじめ各施設管理者に申し出て、承認を得るものと 

する。 

ア 指定された喫煙場所以外の場所への新たな喫煙所の設置 

イ 各種火気設備機器等の設置又は変更 

ウ 式典等における火気の使用 

エ 催物施設整備での火気の使用 

オ 臨時売店における火気の使用 

カ その他火災等の予防上必要と認められる事項 

令和２年11月 20日 第２回警備・消防専門委員会決定事項 

報告事項31 
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 （遵守事項） 

第５条 実施本部は、火気等を使用する者に対し、次の事項について周知徹底を図る。 

(1) 喫煙は喫煙所で行うこと。 

(2) 電熱器、ガス器具等の火気設備器具は指定された場所で使用し、使用目的以外に使用し 

ないこと。 

(3) 火気の使用に際しては周辺の整理整頓に努め、近くに可燃物を置かないこと。 

(4) 火気の使用後は確実に火の始末を行い、火気設備器具は確実に点検を行って安全を確 

  認すること。 

(5) 火気の使用場所付近には、消火器を置くこと。 

２ 両大会に関係するすべての者は、防火施設、消火設備等の機能を有効に保持するため、次

の事項を遵守すること。 

(1) 入場口、避難口、通路、階段付近に避難上支障となる物品を置かないこと。 

(2) 防火戸付近に閉鎖の障害となる物品又は延焼の媒介となる物品を置かないこと。 

(3) 消防用設備等付近に使用上支障となるような物品を置かないこと。 

 

第３章 両大会開・閉会式会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第６条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

いちご一会とちぎ国体 

総合開・閉会式リハーサル 

未 定 【栃木県総合運動公園】 

・栃木県総合運動公園敷地内及び周辺 

・その他関係施設 

 

【荒天時】 

・未定 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 開 会 式 

令和４(2022)年 

10月１日(土) 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 11日(火) 

いちご一会とちぎ大会 

開・閉会式リハーサル 

未 定 

いちご一会とちぎ大会 

開 会 式 

令和４(2022)年 

10月 29日(土) 

いちご一会とちぎ大会 

閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 31日(月) 

事 前 予 防 ・ 点 検 令和４(2022)年 

９月中旬（予定） 

～９月30日(金) 

令和４(2022)年 

10月中旬（予定） 

～10月 28日(金) 
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（組織及び任務） 

第７条 実施本部は、消防防災業務に万全を期すため、警備、消防、防災等に関係する各班の

職員等で構成する「警備消防防災本部」を設置する。また、警備消防防災本部編成表（別表

１）のとおり編成し、本部員及び警戒員（以下「本部員等」という。）に対して、具体的な任

務区分を付与し、責任の所在を明確にしておく。 

２ 火災等が発生し又は発生のおそれがある場合は、必要に応じて実施本部で緊急に組織する 

「臨時消防防災組織」（別表２）を編成する。 

 

（関係機関等との連携） 

第８条 警備消防防災本部は、消防防災業務を円滑に実施するため、消防防災関係機関及び各

施設管理者と緊密な連絡調整を行う。 

 

（平常時における活動） 

第９条 警備消防防災本部は、消防防災関係機関、各施設管理者及び実施本部各班と連携して、

次のとおり消防防災業務を行う。 

(1) 予防管理・点検 

ア 指定場所における喫煙状況 

イ 指定場所における火気等の使用状況 

ウ 臨時売店等における防火安全管理状況 

エ ゴミ箱、ゴミ集積所等における出火防止 

オ 入場口、避難口、通路及び階段付近における避難上支障となる物品の有無 

カ 防火戸付近に閉鎖の支障となる物品及び延焼の媒介となる物品の有無 

キ 避難口誘導灯、通路誘導灯等の点灯状況  

ク 自動火災報知設備の表示灯の点灯状況及び使用上支障となる物品の有無 

ケ 消防水利の異常の有無及び採水上支障となる物品の有無 

コ 消火器、消火栓の設置状況及び異常の有無並びに封印等の確認 

サ 変電設備の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

シ 屋外危険物貯蔵施設の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

ス 緊急車両進入路における通行支障物品の有無 

セ 避難場所の使用状況の確認 

ソ 避難経路上における通行支障物品等の有無 

タ その他必要な措置 

(2) 報告 

予防管理・点検の実施者は、点検結果を「予防管理・点検・措置結果報告書」（様式第 

１号）により警備消防防災本部に報告する。 

(3) 是正・改善 

警備消防防災本部は、予防管理・点検により、不備、欠陥、支障となる物品の存置、設 

備等の異常、不審物の発見等の報告があった場合は、実施本部各班及び消防防災関係機関

に連絡を行うとともに、是正・改善を行う。 
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（緊急車両の配備） 

第10条 警備消防防災本部は、消防に対し、消防ポンプ自動車や救急自動車等の緊急車両の配

備を依頼する。配備する場所は、あらかじめ消防と協議の上定める。 

 

（火災等発生時における対応） 

第11条 警備消防防災本部は、火災等が発生した場合又は情報を入手した場合は、事実確認に

努めるとともに、被害の拡大防止を図るため、消防防災関係機関及び各施設管理者と協力し、

次の活動を行う。 

(1) 通報・連絡 

ア 火災等の情報又は発生の報告を受理したときは、その報告内容を「通信記録」（様式 

第２号）に記録するとともに、直ちに本部員等を現場に派遣し、事実確認を行う。 

イ 火災等の発生を確認した場合は、直ちに消防防災関係機関に通報するとともに、「火 

災等発生状況報告書」（様式第３号）により火災等の内容を把握する。 

ウ 把握した火災等の状況に応じて、実施本部救護担当班、消防防災関係機関の出動要請 

等適切な初期対応を行う。 

(2) 初期対応 

ア 警備消防防災本部は、次の初期対応を行う。 

(ｱ) 本部員等を現場に派遣し、消防防災関係機関による消火活動等への支援を行うと

ともに、必要に応じて臨時消防防災組織を編成し、運用する。 

(ｲ) 火災等の発生日時、場所、負傷者の有無、原因、発生規模、拡大の見通し、被害の

程度、二次被害のおそれ等に関する情報を収集し、逐次、実施本部、消防防災関係機

関等に通報・連絡を行う。 

(ｳ) 火災等の発生状況等について、実施本部に対する通報・連絡を徹底し、迅速かつ円

滑な避難誘導が図れるように周知する。 

(ｴ) 火災等の発生場所以外における避難等の措置の判断に必要な情報の収集に努める。 

イ 本部員等は、次の初期対応を行う。 

(ｱ) 消火器、消火栓設備等を活用し、受傷事故に留意しながら初期消火活動を行う。負

傷者がいる場合は、救護活動を優先する。 

(ｲ) 現場に通じる消防車等の緊急車両通行路を確保し、現場への誘導を行う。 

(ｳ) 消防防災関係機関が行う消火活動等に協力するとともに、現場周辺の雑踏整理を

行う。 

(ｴ) 可能な範囲で火災等に係る目撃者、参考人等の確保に努める。 

(ｵ) 来場者の状況を注視し、現場への殺到、混乱など危険な兆候が見られる場合は、警

備消防防災本部へ報告するとともに、来場者への誘導や広報を行い、落ち着いた行動

を呼びかける。 

(ｶ) その他火災等の鎮圧、拡大防止等に必要な措置を行う。 

(3) 避難誘導 

避難誘導を実施する場合は、消防防災関係機関との連携を図りながら、安全かつ迅速な 

避難誘導を行う。 
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(4) 救急・救助活動 

    負傷者の生命・身体を守ることを最優先とし、二次被害が発生することのないよう安全 

性を確認した上で、負傷者の救出・救助を行うとともに、消防防災関係機関や実施本部救

護担当班の救護活動を支援する。 

 

（非常放送） 

第12条 火災等発生時における非常放送は、次のとおり定める。 

(1) 非常放送の対応 

実施本部は、火災等発生時の非常放送について、来場者の心理的不安を除去する放送 

内容に努め、放送範囲や放送時期について、あらかじめ各施設管理者と協議する。 

(2) 非常放送時の措置 

実施本部長は、火災等が発生し、非常放送を行う必要があると認めたときは、実施本 

部担当班に指示する。 

 

（避難場所） 

第13条 避難場所は、関係機関と調整のうえ決定する。 

 

（大規模災害・突発重大事案が発生した場合の措置） 

第14条 大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策は、別に定める。 

 

（通信連絡） 

第15条 警備消防防災本部、消防防災関係機関等との通信連絡体制は、別に定める。 

 

第４章 冬季大会開始式・表彰式会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第16条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

スケート・アイスホッケー 

競 技 会 開 始 式 

令和４(2022)年 

１月24日(月) 

【日光市】 

・日光市今市文化会館及び周辺 

事 前 予 防 ・ 点 検 令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 

ス ケ ー ト 競 技 会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月28日(金) 

【日光市】 

・観光ホテル日光千姫物語及び周辺 

  アイスホッケー競技会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月30日(日) 

事 前 予 防 ・ 点 検 令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 
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（活動要領） 

第17条 消防防災体制及び活動要領は、第３章の規定を準用し、必要な対策を講じる。 

 

第５章 いちご一会とちぎ大会の競技会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第18条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

競 技 会 場 

(練習会場含む) 

令和４(2022)年 

10月 28日(金) 

～10月 31日(月) 

（公式練習日含む） 

 

※実施本部等が必要

と認める場合は、上

記実施期日以外の事

前予防・点検に係る

期間を含むものとす

る。 

【宇都宮市】 

○カンセキスタジアムとちぎ［陸上競技（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園屋内水泳場［水泳（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園メインアリーナ［バスケット

ボール（知）］ 

○宇都宮市清原体育館［バレーボール（身）］ 

○宇都宮市体育館［バレーボール（知）］ 

○宇都宮市屋板運動場運動広場［グランドソフトボ

ール（身）］ 

【足利市】 

○足利スターレーン［ボウリング（知）］ 

○足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場［フット

ベースボール（知）］ 

【栃木市】 

○栃木市総合運動公園陸上競技場［フライングディ

スク（身・知）］ 

【佐野市】 

○佐野市アリーナたぬま［バレーボール（精）］ 

【鹿沼市】 

○ＴＫＣいちごアリーナ［卓球（身・知・精）］ 

（サウンドテーブルテニス（身）を含む） 

【小山市】 

○栃木県立県南体育館［車いすバスケットボール

（身）］ 

【真岡市】 

○真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１［サッ

カー（知）］ 

【大田原市】 

○美原公園野球場・第２球場［ソフトボール（知）］ 

【那須塩原市】 

○三和住宅にしなすのスポーツプラザ体育館［ボッ
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チャ（身）］ 

【那須烏山市】 

○那須烏山市緑地運動公園多目的競技場［アーチェ

リー（身）］ 

 

※ 上記競技会場と異なる練習会場についても、実

施場所に含むものとする。また、実施本部等が必要

と認める場合は、競技会場及び練習会場が所在す

る付帯施設並びにその周辺を含むものとする。 

 

（活動要領） 

第19条 消防防災体制及び活動要領は、第３章の規定を準用し、会場地市と協議の上、協力し

て整備する。 

 

第６章 研修・訓練 

 

（研修・訓練の実施） 

第20条 実施本部は、開・閉会式等における消防防災業務を円滑に実施するため、関係する本

部員等に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

（研修・訓練内容） 

第21条 消防防災業務に関する研修・訓練の内容は、次のとおりとする。 

(1) 開・閉会式等における消防防災業務に関すること。 

(2) 警備消防防災本部及び臨時消防防災組織に係る任務の周知徹底に関すること。 

(3) 火災等の情報収集、伝達及び通報に関すること。 

(4) 初期消火、救出救護、避難誘導に関すること。 

(5) 通信機器の取扱いに関すること。 

(6) その他消防防災業務に係る必要な事項に関すること。 

 

第７章 雑則 

 

（委任） 

第22条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
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別
表
１
（
第
７
条
関
係
）
 

 

 

 
警
備
消
防
防
災
本
部
編
成
表
 

編
 
成
 

業
 
務
 
内
 
容
 

警
備
消
防
防
災
本
部
長
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

開
・
閉
会
式
等
に
お
け
る
自
主
警
備
・
消
防
防
災
業
務
の
総
括
・
管
理
 

実
施
本
部
各
部
と
の
調
整
 

自
主
警
備
・
消
防
防
災
関
係
機
関
（
※
１
）
と
の
連
絡
調
整
 

臨
時
消
防
防
災
組
織
（
※
２
）
の
指
揮
、
運
用
 

そ
の
他
重
大
な
事
案
対
応
 

警
備

消
防

防
災

班
長
 

本
部

員
・

警
戒

員
 

（
※
３
) 

○
 

警
備
消
防
防
災
本
部
の
運
営
 

○
 

実
施
本
部
各
部
各
班
と
の
調
整
 

○
 

自
主
警
備
・
消
防
防
災
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
 

○
 

事
案
等
情
報
収
集
 

○
 

業
務
内
容
の
記
録
 

○
 

教
育
訓
練
 

○
 

自
主
警
備
業
務
 

 
 
・
平
常
時
に
お
け
る
活
動
 

 
 

 
 
事
前
の
会
場
状
況
把
握
、
事
前
警
戒
・
警
備
、
交
通
誘
導
、
入
退
場
者
管
 

 
 
理
整
理
、
雑
踏
警
備
、
不
審
者
・
不
審
物
件
等
に
対
す
る
警
戒
、
迷
子
・
 

 
 
遺
失
物
等
に
対
す
る
対
応
 

 
 
・
事
件
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
対
応
 

 
 
 
 
通
報
連
絡
、
初
期
対
応
、
犯
罪
等
予
告
に
対
す
る
対
応
 

○
 

消
防
防
災
業
務
 

 
 
・
火
気
等
使
用
予
防
管
理
 

 
 
 
 
火
気
等
使
用
場
所
の
指
定
、
火
気
等
使
用
者
・
関
係
者
へ
の
指
導
 

 
 
・
平
常
時
に
お
け
る
活
動
 

 
 
 
 
火
災
等
の
警
戒
、
消
火
用
設
備
の
点
検
・
確
認
、
避
難
経
路
の
確
保
 

 
 
・
緊
急
車
両
の
配
備
 

 
 
・
火
災
等
発
生
時
に
お
け
る
対
応
 

 
 
 
 
通
報
連
絡
、
初
期
対
応
、
避
難
誘
導
、
救
急
救
助
活
動
 

※
１
 

自
主
警
備
・
消
防
防
災
関
係
機
関
と
は
、
警
察
、
消
防
、
県
危
機
管
理
担
当
部
局
、
委
託
警
備
会
社

等
を
い
う
。
 

※
２
 

臨
時
消
防
防
災
組
織
と
は
、
消
防
防
災
業
務
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
火
災
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
編
成
さ
れ
る
組
織
を
い
う
。
 

※
３
 

「
本
部
員
」
と
は
、
県
委
員
会
事
務
局
職
員
及
び
県
職
員
を
い
う
。
 

「
警
戒
員
」
と
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
及
び
委
託
警
備
会
社
業
務
員
を
い
う
。
 

 

 別
表
２
（
第
７
条
関
係
）
 

 

 
 

 

臨
時
消
防
防
災
組
織
編
成
表
 

対
策
本
部
長
 

対
策
副
本
部
長
 

班
 
編

 
成
 

業
 
務
 
内
 
容
 

指
揮
総
括
班
 

○
 

臨
時
消
防
防
災
組
織
の
指
揮
、
運
用
、
総
括
 

○
 

火
災
等
の
情
報
分
析
、
被
害
予
測
 

○
 

避
難
指
示
 

○
 

被
害
状
況
、
応
急
措
置
等
の
記
録
 

情
 
報
 
班
 

○
 

火
災
等
の
情
報
収
集
 

○
 

会
場
施
設
の
被
害
情
報
収
集
 

○
 

来
場
者
等
の
被
害
・
動
向
に
関
す
る
情
報
収
集
 

連
絡
調
整
班
 

○
 

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
、
文
部
科
学
省
等
へ
の
報
告
・
連
絡
 

○
 

実
施
本
部
各
部
、
県
危
機
管
理
部
局
、
警
察
、
消
防
、
委
託
警
備
会
社
等
と

の
連
絡
調
整
 

 ○
 

実
施
本
部
各
部
各
班
内
の
実
施
本
部
員
及
び
警
戒
員
へ
の
連
絡
調
整
 

応
急
対
策
班
 

○
 

会
場
施
設
の
被
害
状
況
の
確
認
 

○
 

火
災
の
初
期
消
火
、
そ
の
他
災
害
の
応
急
措
置
 

避
難
誘
導
班
 

○
 

避
難
場
所
へ
の
誘
導
 

○
 

残
留
者
の
確
認
 

○
 

各
施
設
等
の
保
安
管
理
 

避
難
場
所
確
保
班
 

○
 

避
難
場
所
の
確
保
 

○
 

避
難
者
の
確
認
・
整
理
 

○
 

避
難
者
に
対
す
る
情
報
提
供
等
 

○
 

二
次
避
難
場
所
へ
の
誘
導
 

救
 
護
 
班
 

○
 

負
傷
者
の
救
急
・
救
助
活
動
 

○
 

負
傷
者
の
搬
送
 

広
 
報
 
班
 

○
 

非
常
放
送
 

○
 

広
報
・
報
道
対
策
 

交
 
通
 
班
 

○
 

緊
急
車
両
の
通
行
路
の
確
保
と
安
全
対
策
 

○
 

周
辺
に
お
け
る
交
通
情
報
の
収
集
 

各
 班

 共
 通

 
○
 

状
況
に
応
じ
た
初
期
対
応
の
実
施
及
び
他
班
の
支
援
 

○
 

そ
の
他
特
命
事
項
の
処
理
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様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）
 

 
 

 
 

受
理
№
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

予
防
管
理
・
点
検
・
措
置
結
果
報
告
書
 

実
施
日
時
 

 令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
 月

  
 
日
（
 
 
）
 
 
 
時
 
  

分
 
～
 
 
 
時
 
  

分
 
 

実
 施

 者
 

( 
 
 
  

 
)班

( 
  

 
 
 
)係

 
氏
 
名
 

 
 

 
 

報
 告

 時
 間

 

（
報
告
者
）
 

 
 

 
 

 
 

 
  

時
 
 
 分

 

点
検
項
目
 

□
 指

定
場
所
に
お
け
る
喫
煙
状
況
 
 

 
 

 
 
 

□
 指

定
場
所
に
お
け
る
火
気
等
の
使
用
状
況
 

 
 

 
 

□
 臨

時
売
店
等
に
お
け
る
防
火
安
全
管
理
状
況
 

 
 

 
 

□
 ゴ

ミ
箱
、
ゴ
ミ
集
積
所
等
に
お
け
る
出
火
防
止
 

 
 

 
 

□
 入

場
口
、
避
難
口
、
通
路
及
び
階
段
付
近
に
お
け
る
避
難
上
支
障
と
な
る
物
品
の
有
無
 

□
 防

火
戸
付
近
に
閉
鎖
の
支
障
と
な
る
物
品
及
び
延
焼
の
媒
介
と
な
る
物
品
の
有
無
 

□
 避

難
口
誘
導
灯
及
び
通
路
誘
導
灯
等
の
点
灯
状
況
 
 

□
 自

動
火
災
報
知
設
備
の
表
示
灯
の
点
灯
状
況
及
び
使
用
上
支
障
と
な
る
物
品
の
有
無
 

□
 消

防
水
利
の
異
常
の
有
無
及
び
採
水
上
支
障
と
な
る
物
品
の
有
無
 
 

□
 消

火
器
、
消
火
栓
の
設
置
状
況
及
び
異
常
の
有
無
並
び
に
封
印
等
の
確
認
 

 
 

□
 変

電
設
備
の
外
的
異
常
の
有
無
及
び
周
辺
に
お
け
る
可
燃
性
の
物
品
の
有
無
 
 

□
 屋

外
危
険
物
貯
蔵
施
設
の
外
的
異
常
の
有
無
及
び
周
辺
に
お
け
る
可
燃
性
物
品
の
有
無
 

□
 緊

急
車
両
進
入
路
に
お
け
る
通
行
支
障
物
品
の
有
無
 
 

□
 避

難
場
所
の
使
用
状
況
の
確
認
 

 
 

 
 
 

□
 避

難
経
路
上
に
お
け
る
通
行
支
障
物
品
等
の
有
無
 
 

□
 そ

の
他
（
 

 
 

 
 

 
）
 

点
検
結
果
 

【
異
常
の
有
無
】
 
 
 
 
 

有
 

・
 

無
 

 
 

 
 

【
異
常
箇
所
・
状
況
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

【
措
置
内
容
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報
 
告
 
受
 
理
 
時
 
間
 

時
 

分
 

報
告
受
理
者
 

 
 

 
 

消
防
防
災
関
係
機
関
へ
の
通
報
 

 
有
  
・
  
無
 
 
通
 
報
 
先
 

 
 

警
備
 

【
現
場
に
お
け
る
措
置
結
果
】
 

 
 

 
 
 

消
防
本
部
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

に
お
け
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

措
置

等
 

【
警
備
消
防
本
部
の
措
置
等
】
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 
緊
急
対
処
事
案
等
の
発
生
及
び
認
知
時
に
お
い
て
は
、
警
備
消
防
防
災
本
部
宛
に
最
寄
り
の
通
信
手
段
に
よ
り
速
報
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
２
号
（
第

11
条
関
係
）
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
通
 
信
 
記
 
録
 

№
 

 
 

令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
）
 
 

時
 
間
 

発
 信

 者
 

通
 
信
 
内
 
容
 

受
信
者
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
 

 
 

 
 

 
 

：
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様
式
第
３
号
（
第

11
条
関
係
）
 

 
 

 
受
理
№
 

火
災
等
発
生
状
況
報
告
書
 

認
知

日
時
 

 
令
和
４
(2
02
2）

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
（
 
 
）
 
 
 
 
 
時
 
 
 
 
 
分
 

認
知
状
況
等
 

【
認
知
状
況
】
 
 
現
認
 
・
 
認
知
 
（
 
口
頭
 
・
 
有
線
 
・
 
携
帯
 
・
 
無
線
 
）  

【
通
報
者
等
人
定
事
項
】
 

 
 

※
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
連
絡
先
（
電
話
番
号
）
を
最
低
限
記
載
（
聴
取
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

火
災
等
の
概
要
 

発
生

日
時
 

令
和
４
（
20
22
）
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
（
 
 
）
 
 
 
 
 
時
 
 
 
 
 
分
頃
 

発
生

場
所
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被
害

種
別
 

火
災
 
・
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

被
害

状
況
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

〔
二
次
災
害
の
有
無
〕
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
負
傷
者
（
有
 ・

 無
）
 

名
 
（
男
性
 
 
 
 
人
 ・

 女
性
 
 
 
 
人
） 

負
傷

者
等
 

・
負
傷
程
度
 

 
 

 
 

 
 
 

(人
定
別
紙
) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被
害
物
品
等
 

・
被
害
物
品
 
（
有
 ・

 無
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

・
被
害
程
度
・
範
囲
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
 
 
考
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

措
 
 
置
 

・
負
傷
者
の
搬
送
＝
 
有
 
・
 
無
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開・閉会式等大規模災害・突発重大事案対策業務実施計画 

 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、いちご一会とちぎ国体警備・消防防災基本計画に基づき、いちご一会と

ちぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。）開・閉会式、両大会開・閉会式リハーサ

ル、冬季大会開始式・表彰式及びいちご一会とちぎ大会競技会（以下「開・閉会式等」とい

う。）の開催時において、大規模災害・突発重大事案（以下「大規模災害等」という。）が

発生した場合における県が設置する実施本部（以下「実施本部」という。）の活動体制、活

動要領等を定め、迅速かつ的確な応急対策を図り、選手・監督・役員・一般観覧者等（以下

「両大会参加者」という。）の安全を確保することを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この計画における用語の定義は、次に定めるところによる。 

(1) 大規模災害 

大規模な地震、暴風、豪雨、洪水等その他異常な自然現象、火災等で、死傷者の発生又

は施設の損壊を伴い、若しくはそのおそれがあり、特別な体制で対処する必要がある事案

をいう。 

(2) 突発重大事案 

爆発事故、雑踏事故、爆薬や毒劇物等を用いたテロなどの突発的な事案であって、死傷 

者等を伴い社会的反響の大きい事案又は死傷者等を伴うおそれがあり大きな社会的反響

が予想される事案で、特別な体制で対処する必要がある事案をいう。 

 
第２章 両大会開・閉会式会場における対策 

 
（実施期日及び実施場所） 

第３条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

いちご一会とちぎ国体 

総合開・閉会式リハーサル 

未 定 【栃木県総合運動公園】 

・栃木県総合運動公園敷地内及び周辺 

・その他関係施設 

 

【荒天時】 

・未定 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 開 会 式 

令和４(2022)年 

10月１日(土) 

いちご一会とちぎ国体 

総 合 閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 11日(火) 

令和２年11月 20日 第２回警備・消防専門委員会決定事項 
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いちご一会とちぎ大会 

開・閉会式リハーサル 

未 定 

いちご一会とちぎ大会 

開 会 式 

令和４(2022)年 

10月 29日(土) 

いちご一会とちぎ大会 

閉 会 式 

令和４(2022)年 

10月 31日(月) 

事 前 警 戒 令和４(2022)年 

９月中旬（予定） 

～９月30日(金) 

令和４(2022)年 

10月中旬（予定） 

～10月 28日(金) 

 

（警戒措置） 

第４条 警備消防防災本部は、大規模災害等の発生のおそれがある場合、実施本部各班と連携

して次の警戒措置を行う。 

(1) 大規模災害等に関する情報の収集 

(2) 交通機関の運行及び道路交通状況の情報収集 

(3) 避難経路の確認及び避難場所の確保 

(4) 仮設物の安全確認、転倒・落下防止措置及び障害物の点検・除去 

(5) 大規模災害等対応の指揮、避難場所等の周知 

(6) 火気の使用中止、機器等の運転の安全確認 

(7) 県・関係市町災害対策本部（未設置の場合の連絡担当課（係）等を含む。）、消防、 

警察、委託警備会社等（以下「防災関係機関」という。）への連絡、連携の確保 

(8) その他必要な警戒措置 

 

（大規模災害等発生時の措置） 

第５条 実施本部は、大規模災害等の発生時において、次に定める一時的な応急対策を行う。 

(1) 応急対策に必要な体制の確立 

(2) 事案の概要、被害状況の把握及び交通情報の収集 

(3) 救急・救助活動 

(4) 両大会参加者（災害時要配慮者を含む。）の安全確保及び避難誘導 

(5) 緊急車両の誘導及び通行路の確保 

(6) 残留者対策、会場内保安対策等の会場管理業務 

(7) 医療機関等の救急活動に対する協力支援 

(8) 防災関係機関、県・関係市町災害対策本部等との密接な連携及び情報共有 

(9) 通信手段の確保と災害時通信体制の確立 

(10) その他必要な措置 
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（特別緊急災害対策本部の設置） 

第６条 実施本部長は、大規模災害等が発生し又はそのおそれがあり、応急対策を実施するた

めに、特に必要があるときは、別表のとおり「特別緊急災害対策本部」（以下「特別緊急本

部」という。）を編成する。 

２ 特別緊急本部設置時の連絡・通信体制は、別に定める。 

 

（県防災組織との関係） 

第７条 実施本部は、大規模災害等の発生又はそのおそれがあり、県が地域防災計画や各部局

の各種危機事案対応マニュアル等に基づき、県災害対策本部、各種危機事案対策本部等を設

置した場合においては、各対策本部等との緊密な連絡体制を構築し、連携協力する。 

 

 （避難場所） 

第８条 避難場所は、関係機関と調整のうえ決定する。 

 

第３章 冬季大会開始式・表彰式会場における対策 

 

（実施期日及び実施場所） 

第９条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 実 施 場 所 

スケート・アイスホッケー 

競 技 会 開 始 式 

令和４(2022)年 

１月24日(月) 

【日光市】 

・日光市今市文化会館及び周辺 

事 前 警 戒 令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 

ス ケ ー ト 競 技 会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月28日(金) 

【日光市】 

・観光ホテル日光千姫物語及び周辺 

  アイスホッケー競技会 

表 彰 式 

令和４(2022)年 

１月30日(日) 

事 前 警 戒 令和４(2022)年 

１月下旬（予定） 

 

（活動要領） 

第10条 大規模災害等の対策については、第２章の規定を準用し、必要な対策を講じる。 

 

第４章 いちご一会とちぎ大会の競技会場における対策 

 

（実施期日及び実施場所） 

第11条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 
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区 分 実施期日 実 施 場 所 

競 技 会 場 

(練習会場含む) 

令和４(2022)年 

10月 28日(金) 

～10月 31日(月) 

（公式練習日含む） 

 

※実施本部等が必

要と認める場合は、

上記実施期日以外

の事前警戒に係る

期間を含むものと

する。 

【宇都宮市】 

○カンセキスタジアムとちぎ［陸上競技（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園屋内水泳場［水泳（身・知）］ 

○栃木県総合運動公園メインアリーナ［バスケット

ボール（知）］ 

○宇都宮市清原体育館［バレーボール（身）］ 

○宇都宮市体育館［バレーボール（知）］ 

○宇都宮市屋板運動場運動広場［グランドソフトボ

ール（身）］ 

【足利市】 

○足利スターレーン［ボウリング（知）］ 

○足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場［フッ

トベースボール（知）］ 

【栃木市】 

○栃木市総合運動公園陸上競技場［フライングディ

スク（身・知）］ 

【佐野市】 

○佐野市アリーナたぬま［バレーボール（精）］ 

【鹿沼市】 

○ＴＫＣいちごアリーナ［卓球（身・知・精）］ 

（サウンドテーブルテニス（身）を含む） 

【小山市】 

○栃木県立県南体育館［車いすバスケットボール

（身）］ 

【真岡市】 

○真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１［サ

ッカー（知）］ 

【大田原市】 

○美原公園野球場・第２球場［ソフトボール（知）］ 

【那須塩原市】 

○三和住宅にしなすのスポーツプラザ体育館［ボッ

チャ（身）］ 

【那須烏山市】 

○那須烏山市緑地運動公園多目的競技場［アーチェ

リー（身）］ 

 

※ 上記競技会場と異なる練習会場についても、実
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施場所に含むものとする。また、実施本部等が必

要と認める場合は、競技会場及び練習会場が所在

する付帯施設並びにその周辺を含むものとする。 

 

（活動要領） 

第12条 大規模災害等の対策については、第２章の規定を準用し、必要な対策を講じる。 

 

第５章 研修・訓練 

 

（研修・訓練の実施） 

第13条 実施本部は、大規模災害等発生時における諸活動を円滑に実施するため、関係する実

施本部員に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

（研修・訓練内容） 

第14条 大規模災害等対策業務に関する研修・訓練の内容は、次のとおりとする。 

(1) 特別緊急本部の組織編成に関すること。 

(2) 本実施計画の周知及び大規模災害等対策に必要な知識に関すること。 

(3) 大規模災害等情報の収集、伝達及び通信要領に関すること。 

(4) 救出救護、避難誘導及び広報活動に関すること。 

(5) その他大規模災害等対策に係る必要な事項に関すること。 

 

第６章 雑則 

 

（委任） 

第15条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
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別表（第６条関係）   

   

特別緊急災害対策本部編成表 

対策本部長 

対策副本部長 

班 編  成 業 務 内 容 

指揮総括班 

○ 対策本部の指揮、運用、総括 

○ 火災、その他災害の情報分析、被害予測 

○ 避難指示 

○ 被害状況、応急措置等の記録 

情 報 班 

○ 火災、その他災害の情報収集 

○ 会場施設の被害情報収集 

○ 来場者等の被害・動向に関する情報収集 

連絡調整班 

○ 日本スポーツ協会、文部科学省等への報告・連絡 

○ 実施本部各部、県危機管理部局、警察、消防、委託警備会社等と

の連絡調整  

○ 実施本部各部各班内の実施本部員及び警戒員への連絡調整 

応急対策班 
○ 会場施設の被害状況の確認 

○ 火災の初期消火、その他災害の応急措置 

避難誘導班 

○ 避難場所への誘導 

○ 残留者の確認 

○ 各施設等の保安管理 

避難場所確保班 

○ 避難場所の確保 

○ 避難者の確認・整理 

○ 避難者に対する情報提供等 

○ 二次避難場所への誘導 

救 護 班 
○ 負傷者の救急・救助活動 

○ 負傷者の搬送 

広 報 班 
○ 非常放送 

○ 広報・報道対策 

交 通 班 
○ 緊急車両の通行路の確保と安全対策 

○ 周辺における交通情報の収集 

各 班 共 通 
○ 状況に応じた初期対応の実施及び他班の支援 

○ その他特命事項の処理 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

開・閉会式等会場管理運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会の開・閉会式、冬季大会の開始式・

表彰式（以下「開・閉会式等」という。）の会場における秩序の保持と式典の円滑な運営を図

るため、会場に入場し、又は入場しようとするすべての者（以下「入場者等」という。）が遵

守すべき事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 開・閉会式等関連会場 

開・閉会式等を実施するため、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下

「県委員会」という。）が使用する区域をいう。 

(2) 入場管理エリア 

開・閉会式等関連会場のうち、ＩＤカード、入場券等の通行管理レベル識別証（以下「Ｉ 

Ｄカード等」という。）により入場管理を行う区域をいう。  

  (3) 式典会場 

開・閉会式等の式典が行われる区域をいう。 

   

（管理運営者） 

第３条 開・閉会式等関連会場の管理運営者は、県委員会会長（以下「会長」という。）とする。 

 

（持込禁止物） 

第４条 開・閉会式等関連会場に、次の各号に掲げる物（模造品、類似品を含む。）を持ち込ん

ではならない。ただし、会長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 

(1) 銃砲類、エアーソフトガン、モデルガン、その他銃器及び銃器と誤認させる物（銃砲の

威力のない銃器を含む。） 

(2) 刀剣類、包丁、ナイフ、カミソリ、針、ハサミ、缶切、その他の鋭利な物 

(3) 毒物、劇物、その他の有害物質 

(4) 爆発物、発煙筒、爆竹、花火、ガスホーン、火薬、照明弾、催涙スプレー、油類、その

他の可燃性の危険物 

(5) スタンガン、石、弓矢、スリングショット、吹矢、木材、木刀、鉄パイプ、棒、ハンマ

ー、チェーン、その他の凶器として使用されるおそれのある物 

(6) 掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、風船、ゼッケン、プ

ラカード、文書、図書、図面、印刷物、レーザーポインター、サーチライト、その他の開・

閉会式等の運営に支障を及ぼすおそれのある物 

令和２年11月 20日 第２回警備・消防専門委員会決定事項 
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(7) 塗料類（ペンキ類）  

(8) キックボード、スティックボード、スケートボード、ローラースケート、ラジコン、そ

の他の通行に危険を及ぼすおそれのある物 

(9) 無線通信機器（携帯電話、スマートフォン、タブレット、小型ラジオ等を除く。） 

(10) ドローン、カメラ内蔵型マルチヘリコプター、ラジコンヘリコプター、その他遠隔操作 

又は自動操縦により飛行させることができる無人航空機（以下「無人航空機」という。） 

(11) 動物類（盲導犬、聴導犬、介助犬等身体障害者の補助の用に供する目的で訓練された犬 

を除く。） 

(12) その他入場者等に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそのおそれのある物 

２ 式典会場に、前項各号に掲げる物のほか、次の各号に掲げる物を持ち込んではならない。

該当物については持込禁止物預かり所にて一時預かることとする。ただし、会長が特に必要

と認めた場合は、この限りではない。 

(1) 酒類 

(2) ペットボトル 

(3) ドライアイス 

(4) ボール類、ブーメランなどの投てき用遊具のほか、ビン類、缶類（スプレー缶を含む。）、 

凍結物、その他の投てき又は破裂等により他人に危害を与えるおそれのある物 

(5) ホイッスル、拡声器、楽器、ラジオカセット、スピーカー、その他の大きな音が出る物 

(6) クーラーボックス、旅行用カバン、ベビーカー、その他のスタンド通路の通行に支障を

及ぼすおそれのある大型又は大量の荷物 

(7) その他開・閉会式等の式典の運営若しくは進行を妨げ、又はそのおそれのある物 

 

（禁止行為） 

第５条 開・閉会式等関連会場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、

会長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。  

(1) 立入りを制限又は禁止された場所に正当な理由なく立ち入ること。 

(2) フィールド、観客席等へ物を投げ入れ、又は発射すること。 

(3) 機器を使用するなどして、むやみに大音量を発すること。 

(4) 施設、器物、装置を汚損若しくは破壊し、又はみだりに操作を行うこと。 

(5) 入場者等を脅迫、威圧、侮辱、挑発し、若しくは入場者等に面会を強要し、又は入場者

等の通行の妨害となる行為をすること。 

(6) 抗議集会、デモ等会場秩序を乱すおそれのある行為をすること。 

(7) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又はごみその他の汚物を廃棄すること。 

(8) アルコール、薬物、その他の物質により酩酊した状態で入場し、又は入場しようとする

こと。 

(9) 県委員会が発行する駐車許可証等を掲示することなく、開・閉会式等関連会場に自動車

を乗り入れ、又は所定の場所以外の場所に駐車すること。 

(10) 所定の場所以外の場所へ自転車若しくは二輪車を乗り入れ、又は所定の場所以外の場

所に駐輪すること。 

(11) たき火、電熱器、ガス、その他これに類する火気を使用すること。 
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(12) テント、小屋掛け、その他工作物を設けること。 

(13) 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。 

(14) 文書、図書、図面、印刷物、その他の物を配布し、又は掲出すること。 

(15) 宣伝、勧誘、署名活動、演説、講演、布教、集会又は喧噪にわたる行為をすること。 

(16) 本人名義以外のＩＤカード等を使用して入場管理エリアに入る目的でＩＤカード等を 

所持し、又は入場しようとすること。 

(17) 施設又は設備に施された錠、封印、テープ等を損壊、開封又は改変すること。 

(18) 開・閉会式等関連会場の上空において、無人航空機を飛行させること。 

(19) その他会場における秩序の保持と大会の円滑な運営を妨げ、入場者等に迷惑若しくは 

危険を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 

２ 式典会場において、前項各号に掲げる行為のほか、次の各号に掲げる行為をしてはならな

い。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 

(1) 式典会場内で傘を使用すること。 

(2) 他の入場者の迷惑になる、又はそのおそれのある撮影を行うこと。 

(3) 退場が規制されている時間に許可なく退場すること。 

 

（遵守事項） 

第６条 入場者等は、開・閉会式等関連会場の施設管理者が定める諸規定を遵守しなければな

らない。 

２ 入場管理エリアに入場し、又は入場しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) ＩＤカード等を外部から視認できるように県委員会から指定された方法により携帯し、

係員から提示を求められたときは、これに応じること。 

(2) マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等写真付きの身分証明書又 

は健康保険被保険者証、その他の本人であることを確認できるものを携帯し、係員から提 

示を求められたときは、これに応じること。 

(3) 係員の指示、案内、誘導等に従い行動すること。 

３ 式典会場に入場し、又は入場しようとする者は、前項各号に加え、次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

(1) 式典会場の入口において、県委員会が指定する方法による本人確認に応じること。 

(2) 式典会場における秩序の保持と大会の円滑な運営のため、手荷物、所持品等の検査に協 

力すること。 

(3) 指定された席又はスタンドエリア内において着席して観覧し、係員が席の移動を指示 

した場合は、これに従うこと。 

  

（入場制限等） 

第７条 会長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開・閉会式等関連会場への入場を

拒み、又は退場を命ずることができる。 

(1) 会長の許可なく、第４条に掲げる物を持ち込んだ者又は持ち込もうとする者 

(2) 会長の許可なく、第５条に掲げる行為を行った者又は行うおそれのある者 
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(3) 正当な理由なく、前条に掲げる事項を遵守しない者 

 

（適用除外） 

第８条 第４条及び第５条の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。 

(1) 県委員会又はいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実施本部が、開・閉会式等の会場設営 

及び運営並びに式典行事を行う場合 

(2) いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会宇都宮市実行委員会が、競技のため会場設営及び運 

営を行う場合 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和４（2022）年１月 23 日から施行し、令和４（2022）年 10 月 31 日をもっ

て、その効力を失う。  
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式典実施計画（国体） －概要版－

（４）開催期間 令和４(2022)年10月１日（土）～11日（火）

いちご一会とちぎ国体の概要

（３）スローガン

（１）大会名

（２）大会愛称 （５）総合開・閉会式の
期日及び会場

総合開会式 ：令和４(2022)年10月
総合閉会式 ：令和４(2022)年10月11日（火）
総合開・閉会式会場：カンセキスタジアムとちぎ

（栃木県総合運動公園陸上競技場）

１日（土）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、十分に対策いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に応じて、内容に変更が生じる場合があります。

式典の概要
（１）式典テーマ

（２）式典の基本的な
考え方

●県民総参加のもと、簡素な中にも創意工夫を凝らしながら、感動
を共有し、すべての人々の記憶に残る式典

●美しい自然や優れた歴史・文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を
全国に発信する式典

●訪れる人々を心のこもった「おもてなし」で迎え、出会いと交流により
人々の絆が深まる式典

順 時刻
実施態度決定 6:00

1 開場 9:00
2 オープニングプログラム開始 11:00
3 入場締切 12:10
4 オープニングプログラム終了 12:50
5 天皇皇后両陛下御着席 12:59
6 式典前演技開始 13:00
7 式典前演技終了 13:30
8 天皇皇后両陛下御退席 13:31
9 天皇皇后両陛下御着席 13:50
10 開式通告 13:51
11 役員・選手団入場開始 13:53
12 役員・選手団整列完了 14:18
13 開会宣言 14:19
14 国旗儀礼 14:22
15 大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼 14:24
16 栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 14:25
17 天皇杯・皇后杯返還 14:27
18 大会会長あいさつ 14:30
19 文部科学大臣あいさつ 14:33
20 天皇陛下おことば 14:36
21 炬火入場・点火 14:39
22 選手代表宣誓 14:44
23 閉式通告 14:47
24 天皇皇后両陛下御退席 14:48
25 役員・選手団退場開始 14:49
26 役員・選手団退場完了 15:04
27 エンディングプログラム開始 15:05
28 エンディングプログラム終了 15:34
29 終了 15:35

次第

次第

※次第・時刻については現時点の案であり、公益財団法
人日本スポーツ協会との協議のうえ、正式決定します。

総合開会式 総合閉会式

順 時刻
実施態度決定 6:00

1 開場 12:20
2 オープニングプログラム開始 13:00
3 オープニングプログラム終了 13:45
4 皇族御着席 13:59
5 開式通告 14:00
6 役員・選手団入場開始 14:01
7 役員・選手団整列完了 14:11
8 成績発表 14:12
9 表彰状授与 14:17
10 天皇杯・皇后杯授与 14:27
11 大会会長あいさつ 14:31
12 スポーツ庁長官あいさつ 14:34
13 栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 14:37
14 大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼 14:39
15 国旗儀礼 14:40
16 炬火分火・納火 14:42
17 国体旗引継 14:46
18 鹿児島県旗儀礼 14:48
19 閉会宣言 14:50
20 閉式通告 14:51
21 皇族御退席 14:52
22 役員・選手団退場開始 14:53
23 役員・選手団退場完了 15:09
24 終了 15:10

次第
7:00

● オープニングプログラム

総合開会式

総合閉会式

● 式典前演技（総合開会式のみ）
タイトル 人＊むすぶ＊大地 人＊つくる＊未来 ～ とちぎとの出会い いちご一会物語～
演技構想 ●ナビゲーターたちが、対話形式で栃木県の魅力である「バランスの取れた豊かさ」とその背景を紹介していくストーリー。

●栃木の魅力や実力を発信し、夢・感動があふれる物語を展開します。
●参加するすべての人びとが一体感をもち、日本全国に“元気”と“希望”を届ける内容とします。

オープニング

ナビゲーター

Scene1
恵まれた「大地」
(自然)

中学生・高校生
約600名

Scene2
「出会い」と「繫がり」

(文化)
高校生・大学生
約400名

Scene3
豊かなとちぎ

（更なる「可能性」）
園児・小学生・特別支援学校生

高校生・一般
約400～500名

エンディング
夢を感動へ。感動を未来へ。

～いちご一会～
ナビゲーター・一般
全出演者

約1800～1900名

● エンディングプログラム（総合開会式のみ）

● 式典音楽

栃木ゆかりの楽曲を取り入れ、全員で感動を共有することのできる式典音楽とします。
式典音楽使用楽曲 ●ファンファーレⅠ～Ⅴ

●いちご一会マーチ
●栃木ゆかりの童謡メドレー

●栃木ゆかりのポップスメドレーマーチ
●行進曲「ふるさと栃木」
●炬火曲Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　等

吹奏楽隊 高等学校、栃木県警察音楽隊
合唱隊 高等学校、大学・一般団体等

合計

150名程度
200名程度
約350名

区分 出演者 人数

音楽隊編成

● 炬火計画

炬火イベントの実施イメージ

（６）実施競技

（７）マスコットキャラクター

正式競技:37競技/特別競技:1競技/公開競技:5競技
/デモンストレーションスポーツ:31競技

「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の推進を宣言しています。

報告事項34

令和３年１月15日　第５回式典専門委員会決定事項

基本的な考え方 ●多彩な出演団体によって「栃木の魅力」を発信し、全国の人々が感動と喜びを共有できるような内容とします。
●出演者・観覧者が一体となって盛り上がり、「いちご一会とちぎ国体」の開幕を飾るにふさわしい内容とします。

内容構成 ●栃木の文化・伝統芸能団体の活動や地域の特色を生かした活動などの発表
●県内で行われているスポーツイベントやニュースポーツの紹介　　　　　等

基本的な考え方 ●繰り広げた熱戦を振り返り、選手たちの健闘と国体を支えたすべての方々への感謝の気持ちを伝える内容とします。
●引き続き開催される「いちご一会とちぎ大会」への期待が高まるものとします。

内容構成 ●国体のハイライト映像、本県ゆかりの出演者によるパフォーマンスや障害者スポーツデモンストレーション　　等

基本的な考え方 ●これから始まる競技会への期待感と応援ムードを高揚させる内容とします。
●式典終了後、会場周辺の混雑を緩和させ、役員・選手団や観覧者などが円滑に退場できるよう配慮します。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によるパフォーマンスやミニスポーツ大会

事前イベント 炬火イベント実施 県内全市町でイベントを実施し、採火

「総合開会式」集火式 県内全市町の火をオープニングプログラム内でひとつに集火
いちご一会とちぎ国体 「総合開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火

「総合閉会式」炬火分火・納火 分火して障スポへ引き継ぎ、国体の火は納火

「開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火
「閉会式」炬火納火 障スポの火を納火

いちご一会とちぎ大会
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吹奏楽隊 高等学校、栃木県警察音楽隊

合唱隊 高等学校、大学・一般団体等

区分 出演者 人数
150名程度

200名程度

合計 約350名

（７）マスコットキャラクター

（３）スローガン

（２）大会愛称

（１）大会名

いちご一会とちぎ大会の概要

式典実施計画（大会） －概要版－

（４）開催期間 令和４(2022)年10月29日（土）～31日（月）

（５）開・閉会式の
期日及び会場

開会式 ：令和４(2022)年10月29日（土）
閉会式 ：令和４(2022)年10月31日（月）
開・閉会式会場：カンセキスタジアムとちぎ

（栃木県総合運動公園陸上競技場）

● オープニングプログラム
開会式

● 歓迎演技（開会式のみ）
タイトル 人＊むすぶ＊大地 人＊つくる＊未来 ～ とちぎとの出会い いちご一会物語～
演技構想 ●ナビゲーターたちが、対話形式で栃木県の魅力である「バランスの取れた豊かさ」とその背景を紹介していくストーリー。

●栃木の魅力や実力を発信し、夢・感動があふれる物語を展開します。
●参加するすべての人びとが一体感をもち、日本全国に“元気”と“希望”を届ける内容とします。

オープニング

ナビゲーター

Scene1
恵まれた「大地」
(自然)

中学生・高校生
約300名

Scene2
「出会い」と「繫がり」

(文化)
高校生・大学生
約300名

Scene3
豊かなとちぎ

（更なる「可能性」）
小学生・特別支援学校生

高校生・一般
約400名

エンディング
夢を感動へ。感動を未来へ。

～いちご一会～
ナビゲーター・一般
全出演者
約1350名

● エンディングプログラム（開会式のみ）

● 式典音楽

栃木ゆかりの楽曲を取り入れ、全員で感動を共有することのできる式典音楽とします。
式典使用楽曲 ●ファンファーレⅠ～Ⅴ ●栃木ゆかりのポップスメドレーマーチ

●いちご一会マーチ ●

音楽隊編成

● 炬火イベント計画

（６）実施競技 正式競技：14競技 / オープン競技：3競技

順 時刻
実施態度決定 5:00

1 開場 14:00
2 オープニングプログラム開始 15:00
3 オープニングプログラム終了 15:20
4 皇族御着席 15:29
5 開式通告 15:30
6 大会会長あいさつ 15:31
7 スポーツ庁長官あいさつ 15:34
8 皇族のおことば 15:37
9 大会旗・栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 15:40
10 国旗儀礼 15:43
11 大会旗引継 15:45
12 炬火納火 15:48
13 閉会宣言 15:51
14 ファイナルステージ開始 15:58
15 ファイナルステージ終了 16:28
16 皇族御退席 16:29
17 役員・選手団退場開始 16:30
18 役員・選手団退場完了 16:45
19 終了 16:46

次第順 時刻
実施態度決定 5:00

1 開場 7:30
2 オープニングプログラム開始 8:50
3 入場締切 9:20
4 オープニングプログラム終了 9:50
5 皇族御着席 9:59
6 開式通告 10:00
7 役員・選手団入場開始 10:01
8 役員・選手団整列完了 10:31
9 開会宣言・大会会長あいさつ 10:32
10 国旗儀礼 10:35
11 大会旗・栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 10:37
12 文部科学大臣あいさつ 10:40
13 皇族のおことば 10:43
14 炬火入場・点火 10:46
15 選手代表宣誓 10:51
16 歓迎演技開始 10:55
17 歓迎演技終了 11:10
18 閉式通告 11:11
19 皇族御退席 11:12
20 役員・選手団退場開始 11:13
21 役員・選手団退場完了 11:29
22 エンディングプログラム開始 11:30
23 エンディングプログラム終了 11:58
24 終了 11:59

次第

次第
開会式 閉会式

● ファイナルステージ（閉会式のみ）

（２）式典の基本的な
考え方

式典の概要
（１）式典テーマ

●県民総参加のもと、簡素な中にも創意工夫を凝らしながら、感動
を共有し、すべての人々の記憶に残る式典

●美しい自然や優れた歴史・文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を
全国に発信する式典

●訪れる人々を心のこもった「おもてなし」で迎え、出会いと交流により
人々の絆が深まる式典

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、十分に対策いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に応じて、内容に変更が生じる場合があります。

「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の推進を宣言しています。

閉会式

基本的な考え方 ●多彩な出演団体によって「栃木の魅力」を発信し、全国の人々が感動と喜びを共有できるような内容とします。
●出演者・観覧者が一体となって盛り上がり、「いちご一会とちぎ大会」の開幕を飾るにふさわしい内容とします。

内容構成 ●栃木の文化・伝統芸能団体の活動や地域の特色を生かした活動などの発表
●県内で行われているスポーツイベントやニュースポーツの紹介　　　　　等

基本的な考え方 ●繰り広げた熱戦を振り返り、選手たちの健闘と大会を支えたすべての方々への感謝の気持ちを伝える内容とします。
●大会の素晴らしさを振り返り、世代を超えて集う楽しさや心のふれあいが、未来へつながる内容とします。

内容構成 ●大会を振り返る選手インタビュー、大会のハイライト映像

基本的な考え方 ●これから始まる競技会への期待感と応援ムードを高
揚させる内容とします。

●式典終了後、会場周辺の混雑を緩和させ、役員・
選手団や観覧者などが円滑に退場できるよう配慮し
ます。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によりパフォーマンス、ミニスポーツ
大会

基本的な考え方 ●繰り広げられた熱戦を振り返り、選手たちの健
闘と大会を支えたすべての方々への感謝の気
持ちを伝える内容とします。

●大会の素晴らしさを振り返り、世代を超えて集
う楽しさや心のふれあいが、未来へとつながる
内容とします。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によるプログラム

●栃木ゆかりの童謡メドレー
行進曲「ふるさと栃木」

●炬火曲Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　等

炬火イベントの実施イメージ
事前イベント 炬火イベント実施 県内全市町でイベントを実施し、採火

「総合開会式」集火式 県内全市町の火をオープニングプログラム内でひとつに集火
いちご一会とちぎ国体 「総合開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火

「総合閉会式」炬火分火・納火 分火して障スポへ引き継ぎ、国体の火は納火

「開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火
「閉会式」炬火納火 障スポの火を納火

いちご一会とちぎ大会
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いちご一会とちぎ国体セーリング競技会 おもてなし実施計画 

 
 いちご一会とちぎ国体セーリング競技会開催基本計画に基づき、全国から訪れる選手・監

督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者並びに一般観覧者（以下「競技会参加者等」

という。）に対し、「おもてなしの心」で温かく迎えるとともに、栃木県、千葉県及び千葉市

の情報・魅力を積極的に紹介し、両県の活性化につながるよう、次のとおり競技会場等での

おもてなしを実施する。 
 
１ 案内所の設置 

競技会場に案内所を設置し、受付、競技、輸送、交通、観光等の案内を行う。 
 

２ 休憩所の設置 

競技会参加者等の憩いの場、交流の場として、競技会場に休憩所を設置する。 
 

３ 売店等の設置 

競技会参加者等の便宜を図るとともに、栃木県、千葉県及び千葉市の特産物等の 

紹介及び販売を促進するため、関係機関・団体等の協力を得て、競技会場に売店等 

を設置する。 
 

４ 歓迎装飾の実施 

競技会全体を盛り上げるため、競技会場及びその周辺に、のぼり旗、装花等を設 

置する。 
 
５ 観光情報の発信 

  競技会参加者等に対し、栃木県、千葉県及び千葉市の観光パンフレット等を配布すると

ともに、インターネット等を有効に活用しながら、多彩な魅力の発信と情報提供を行う。 
 
６ 接遇意識の向上 

  競技会参加者等に対し、おもてなしの心で接遇できるよう、競技会運営に携わる者の意

識の高揚に努める。 

令和２年10月15日 第３回セーリング競技会専門委員会決定事項 

報告事項35 
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いちご一会とちぎ国体セーリング競技会 宿泊・医事衛生実施計画 

 
第77回国民体育大会宿泊基本方針、第77回国民体育大会医事・衛生基本方針及びいちご一会

とちぎ国体セーリング競技会開催基本計画に基づき、いちご一会とちぎ国体セーリング競技会に

参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「競技会参加者」という。）

の宿泊並びに競技会参加者及び一般観覧者（以下「競技会参加者等」という。）の医事衛生につい

て、関係機関・団体等と緊密に連携し、次のとおり実施する。 
 
１ 宿舎 

（１） 競技会参加者の宿舎は、原則として千葉市内の旅館（旅館業法の許可を受けて営業を

行う旅館・ホテル及び簡易宿所をいう。）を利用する。 

（２） 風紀上、衛生上、安全対策上等の理由により、支障があると認められる施設は宿舎と

して利用しない。 

 

２ 配宿 

（１） 競技会参加者の配宿は、いちご一会とちぎ国体合同配宿本部（仮称）が行う。 

（２） 選手・監督の宿舎は、都道府県別、競技別、競技種別及び男女別を考慮する 。 

（３） 役員、視察員、報道員等の宿舎は、原則として選手・監督の宿舎とは別とする。 

 

３ 宿泊料金 

  競技会参加者の宿泊料金は、（公財）日本スポーツ協会が決定したものを適用する。 
 
４ 食事 

  競技会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスの良いものとする。 

 

５ 医療救護 

 （１） 競技会参加者等の傷病の発生に速やかに対処するため、競技会場に救護所を設 

置し、応急処置、医療機関への移送等に必要な医療救護体制を整える。 

（２） 救護所での応急処置及び救急自動車等の利用に係る費用を除き、医療費は受診 

者が負担するものとする。 

 

６ 感染予防対策 

競技会参加者等の感染症の発生及びまん延を防止するため、感染予防に関する知識の普及及

び意識の啓発を図る。 
 
７ 食品衛生対策 

  競技会参加者等の食の安全・安心を確保するため、競技会期間中に提供する飲食物の衛生対

策に努める。 
 
８ 環境衛生対策 

  競技会参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、競技会場の美化、廃棄物の適切な処理、

リサイクル推進等の環境衛生対策を実施する。 

令和２年10月15日 第３回セーリング競技会専門委員会決定事項 

報告事項36 
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いちご一会とちぎ国体セーリング競技会 

輸送交通・警備消防防災実施計画 

   
 第 77 回国民体育大会輸送・交通基本方針、いちご一会とちぎ国体 警備・消防防災基本

方針及びいちご一会とちぎ国体セーリング競技会開催基本計画に基づき、いちご一会とち

ぎ国体セーリング競技会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者

（以下「競技会参加者」という。）並びに一般観覧者に対し、関係機関・団体等と緊密に連

携し、安全かつ効率的で確実な輸送をするため、また競技会場等における事故・災害の防

止と治安の確保を図るため、輸送交通及び警備消防防災対策は次のとおりとする。 

 
１ 輸送対策 

 （１）競技会参加者の輸送 

    競技会参加者の輸送については、来会意向調査等を踏まえ、必要に応じて計画輸送

を行う。 
（２）一般観覧者の輸送 

    一般観覧者の輸送については、バス、鉄道等の公共交通機関を利用することとし、

必要に応じてシャトルバスを運行するなど円滑な輸送に努める。 
 （３）指定集合地等の設定 

    競技会参加者及び一般観覧者の輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、参加人員、道

路交通事情等を考慮し、バスその他の車両の乗降場として必要に応じて指定集合地等

を設ける。 
   
２ 交通安全対策 

競技会場及びその周辺において、安全かつ円滑な通行を確保するため、関係機 
関・団体等の協力を得て、適切な交通安全対策を講じる。 

 
３ 駐車場対策 

  競技会場及びその周辺における駐車場については、十分な確保に努め、必要に応じて駐

車場整理員を配置し効率的な利用に努めるとともに、運営上必要と認められる車両には、

事前に駐車許可証等を交付するなど必要な措置を講じる。 
 
４ 交通渋滞対策 

  競技会期間中における交通混雑を緩和するとともに、環境への負荷の軽減を図るため、

交通機関等の積極的な利用と自家用車の利用自粛等の啓発に努める。 

令和２年10月15日 第３回セーリング競技会専門委員会決定事項 

報告事項37 
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５ 警備対策 

  自主警備体制を確立し、事件・事故等の未然防止及び発生時における速やかな事態の収

拾を図る。また、関係機関・団体等と密接な連携を図る。 
 
６ 消防防災対策 

関係機関及び団体等と連携を図り、消防防災体制を確立し、火災その他災害の予防並び

に発生時の情報収集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 

７ 大規模災害・突発重大事案対策 

  競技会場等での大規模災害及び突発重大事案発生時には、関係機関・団体等と連携のも

と、情報収集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 
 
８ 関係機関等との連絡調整 

  輸送交通及び警備消防防災対策に係る実施業務を円滑に行うため、関係機関・団体等と

緊密な連携を図るとともに情報連絡体制を確立する。 
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１　いちご一会とちぎ大会　競技別会期
第1日 第2日 第3日

10/29 10/30 10/31

土 日 月

◎

◎

第1日 第2日 第3日

10/29 10/30 10/31

土 日 月

身・知 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

3 ● ● ●

身・知 宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場 3 ● ● ●

身 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 1 ●

身・知・精 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 3 ● ● ●

身・知 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場 3 ● ● ●

知 足利市 足利スターレーン 2 ● ●

身 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ
（にしなすの運動公園）体育館

2 ● ●

知 宇都宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 2 ● ●

身 小山市 栃木県立県南体育館 2 ● ●

知 大田原市 美原公園野球場・第２球場 2 ● ●

身 宇都宮市 宇都宮市屋板運動場運動広場 2 ● ●

身 宇都宮市 宇都宮市清原体育館 2 ● ●

知 宇都宮市 宇都宮市体育館 2 ● ●

精 佐野市 佐野市アリーナたぬま 2 ● ●

知 真岡市
真岡市総合運動公園陸上競技場・運動
広場１

3 ● ● ●

知 足利市
足利市総合運動場硬式野球場・軟式野
球場

2 ● ●

第1日 第2日 第3日

10/29 10/30 10/31

土 日 月

身・知・精 宇都宮市  わかくさアリーナ
（とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター）

1

身 栃木市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

1 ●

身 さくら市 さくら市氏家体育館 1 ●

いちご一会とちぎ大会 競技別会期

競技会場
競技
日数

10/2（日）

個
人
競
技

団
体
競
技

競技

卓球バレー

【オープン競技】

グランドソフトボール

バレーボール

サッカー

フットベースボール

水泳

アーチェリー

卓球
（サウンドテーブルテニスを含む）

フライングディスク

ボウリング

ボッチャ

バスケットボール

車いすバスケットボール

ソフトボール

障害区分 会場地

車椅子ダンス

スポーツウエルネス吹矢

カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

会　場

陸上競技

障害区分 会場地 競技会場
競技
日数

競技

開 会 式

閉 会 式

式　　　典

【正式競技】

会場地

宇都宮市
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２　いちご一会とちぎ大会リハーサル大会　競技別会期

第1日 第2日

5/21 5/22

土 日

身・知 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場） 1 ●

身・知 宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場 1 ●

身 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 1 ●

身・知・精 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 1 ●

身・知 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場 1 ●

知 足利市 足利スターレーン 1 ●

身 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ
（にしなすの運動公園）体育館 1 ●

知 宇都宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 2 ● ●

身 小山市 栃木県立県南体育館 2 ● ●

知 大田原市 美原公園野球場・第２球場 2 ● ●

身 宇都宮市 宇都宮市屋板運動場運動広場 1 ●

身 宇都宮市 宇都宮市清原体育館 2 ● ●

知 宇都宮市 宇都宮市体育館 2 ● ●

精 佐野市 佐野市アリーナたぬま 2 ● ●

知 真岡市 真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１ 2 ● ●

知 足利市 足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場 1 ●

バレーボール

陸上競技

水泳

卓球
（サウンドテーブルテニスを含む）

フライングディスク

ボッチャ

バスケットボール

車いすバスケットボール

ソフトボール

グランドソフトボール

アーチェリー

【正式競技】

会場地 競技会場

※団体競技については、申込み状況に応じて期日が変更になる場合がある。

個
人
競
技

団
体
競
技

フットベースボール

競技
日数

ボウリング

障害区分競技

サッカー
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いちご一会とちぎ大会 情報保障体制整備基本方針 

  

１ 趣旨 

この基本方針は、第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」（以下「大会」

という。）において、選手･役員及び観客等が障害のあるなしに関わらず、大会や競技の情報が

得られるよう、情報保障を行うための体制の整備について、基本的な事項を定めるものとする。 

 

２ 整備体制 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、大会の情

報保障体制を整備する。 

なお、実行委員会は整備にあたり、会場地市、競技運営主管団体、情報支援スタッフ養成協

力団体等の関係団体と相互に連絡調整を図り、協力を得る。 

 

３ 整備内容 

実行委員会は、情報保障体制の整備として、次のとおりボランティアの配置や機器等の整備

を行う。 

なお、整備箇所については、競技会場施設等の状況、選手･役員及び観客等の特性、経費等を

総合的に勘案して選定する。 

 (１) 主に視覚障害者への情報保障 

ア 点字・音声案内 

会場内の施設の位置等に関する情報を伝えるため、大会運営上必要と認められる会場

に、点字による表示に加え、音声誘導装置を設置する。 

イ ＦＭラジオ実況放送 

競技の経過等がわかるよう、大会運営上必要と認められる会場において、アナウン

サー等によるＦＭラジオ実況放送を実施する。 

ウ 点字・音声訳及び音声コード入り資料の作成 

大会運営上必要と認められる会場における大会パンフレットや競技関係資料等につ

いて、点字版及び音声訳版を作成するとともに、音声コードを刷り込む。 

(２) 主に聴覚障害者への情報保障 

ア 情報支援スタッフ 

手話、要約筆記（パソコン）、要約筆記（手書き）及び筆談の技術を用いて聴覚障害

のある人への情報保障を図るとともに、すべての人にわかりやすい情報提供を行うため、

開・閉会式会場及び各競技会場等（以下「会場」という。）に、手話等各種情報支援ス

タッフを配置する。 

 

令和３年１月28日 第４回全国障害者スポーツ大会専門委員会決定事項 
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イ 映像装置（大型映像装置、仮設モニター） 

情報支援スタッフによる情報保障活動が効果的かつ効率的に行えるよう、大会運営上

必要と認められる会場に、手話及び文字情報を表示するための映像装置を設置する。 

ウ ヒヤリングループ 

会場内の放送内容等を誘導コイル付補聴器で聞き取りやすくするため、大会運営上必

要と認められる会場に、ヒヤリングループを設置する。 

エ 情報保障席 

会場内の観客席において、上記ア、イ及びウによる複合的な情報保障が得られるよう、

聴覚障害者のための優先席として情報保障席を設置する。 

(３) その他 

ア 実施本部員等によるサポート 

実施本部員、大会運営ボランティア等においても、必要に応じて、聴覚障害者に対す

る筆談等のサポートに努めるものとする。 

イ サイン表示・ふり仮名表記 

わかりやすい情報提供を行うため、案内看板や大会パンフレット等に大型ピクトサイ

ンによる表示やふり仮名表記を行う。 

ウ インターネットを活用した大会情報の提供 

選手・役員及び観客等が随時大会関連情報を得られるよう、大会情報や競技結果等を

大会ホームページで配信する。 

 

４ その他 

この方針に定めるもののほか、情報保障に関し必要な事項は、別に定める。 
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いちご一会とちぎ大会 競技開始式・表彰式実施要項 

  

１ 趣旨 

  この要項は、いちご一会とちぎ大会開催基本計画に基づき、各競技の開始式及び表彰式の実施に

ついて必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会及び競技運営主管団体が会場地市と協議のうえ、 

会場の特性や選手のコンディション、その他の諸条件を考慮し、必要に応じて簡素に実施する。 
 

３ 実施内容 

競技開始式及び表彰式の内容は概ね次のとおりとする。 

（１）競技開始式 

ア 開式通告 

イ 選手・役員入場 

ウ 開会宣言 

エ あいさつ 

オ 歓迎のことば 

カ 選手宣誓 

キ 閉式通告 

ク 選手・役員退場 

（２）表彰式 

ア 開式通告 

イ 選手・役員入場 

ウ 成績発表 

エ 表彰 

オ あいさつ 

カ 閉会宣言 

キ 閉式通告 

ク 選手・役員退場 
 

４ 表彰について 

全国障害者スポーツ大会開催基準要綱第14項に基づき次のとおりとする。 

（１）個人競技については、各組単位で、原則として、同一区分毎に１位から３位までの選手に 

メダルを授与する。 

（２）団体競技については、優勝チームに賞状、優勝杯等、２位、３位のチームに賞状、１位から

３位までの選手にメダルを授与する。 
 

５ その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項は、関係者が協議のうえ決定する。 
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いちご一会とちぎ国体 デモンストレーションスポーツ 

競技会場の変更（案） 

 

 １ 趣 旨 

いちご一会とちぎ国体デモンストレーションスポーツの２競技について、会場地市町村及び関係競技

団体からの申請を受け、下記のとおり変更するもの。 

 

２ 競技会場の変更（案） 

(1) ドッジボール 

会場地 競技名 競技会場 

佐野市 ドッジボール 
変更前 佐野市アリーナたぬま 

変更後 佐野市運動公園市民体育館 

【変更理由】 

 会場変更により、観戦スペースが確保され、保護者等の観戦者が安全に競技を観戦できるため。 

   

  (2) フライングディスク 

会場地 競技名 競技会場 

市貝町 フライングディスク 

変更前 城見ヶ丘運動公園 

変更後 
城見ヶ丘運動公園 

市貝町農業者トレーニングセンター 

【変更理由】 

 競技を２種目※実施するにあたり、より円滑な競技運営を行うため、競技会場を追加し、種目ごと

に会場を分けて実施することとしたため。 

  

※・ディスクゴルフ：城見ヶ丘運動公園 

  ・ドッヂビー  ：市貝町農業者トレーニングセンター 

 

３ 今後のスケジュール 

令和３(2021)年３月 （公財）日本スポーツ協会へ変更（案）提出 

（公財）日本スポーツ協会国体委員会 正式決定 

令和３年１月28日 第４回競技運営専門委員会審議事項 
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いちご一会とちぎ国体 大会実施要項総則（案） 

 

１ 概要 

国民体育大会開催基準要項第26項及び同細則第９項に基づき、開催県実行委員会が作成する。 

 

２ 構成 

大会実施要項【項目】           

１ 大会日程と会場地一覧表 

２ 総 則 

３ 各競技実施要項  

４ 天皇杯・皇后杯授与規定 

５ 大会会長トロフィー授与規定 

６ 参加人数及び競技得点分類等一覧 

７ 日本スポーツ協会加盟競技団体一覧表 

８  開催県体育・スポーツ協会加盟競技団体一覧表 

９ 開催県各会場地市町村実行委員会事務局一覧表 

10 参加選手・監督交代（変更）届・棄権届 

 

 

 

 

 

 

【備考】 

(1) 総則  

   競技別プログラムにも掲載される。 

(2) 各競技別実施要項 

    会場地市町村及び関係競技団体が中央競技団体と調整の上、作成中。 

  

３ 総則（案） 

  「いちご一会とちぎ国体 大会実施要項総則（案）」参照 

 

４ 今後のスケジュール 

令和３(2021)年３月  （公財）日本スポーツ協会へ総則（案）を提出 

令和３(2021)年６月  （公財）日本スポーツ協会国体委員会で総則（案）審議 

令和３(2021)年11月   県実行委員会にて、各競技別実施要項等の取りまとめ 

令和３(2021)年12月  （公財）日本スポーツ協会へ大会実施要項（案）提出 

           （公財）日本スポーツ協会国体委員会で大会実施要項（案）審議 

令和４(2022)年３月  （公財）日本スポーツ協会国体委員会で大会実施要項最終決定 

※（案）からの修正の承認を得る 

 

 

総則  

・開催の趣旨 

・実施方針 

 １ 実施競技 

 ２ 会期及び会場地 

 ３ 競技方法 

 ４ ドーピング検査の実施 

 ５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

 ６ 各正式競技の総合成績決定方法 

 ７ 表彰 

 ８ 参加申込方法 

 ９ 棄権手続 

 10 大会参加負担金 

 11 宿泊申込 

 12 都道府県選手団本部役員編成 

 13 視察員 

 14 大会参加章、記念章及び視察員章の交付 

 15 参加上の注意 

 16 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

 17 都道府県大会及びブロック大会 

 18 国民体育大会参加者障害補償制度 

 19 その他 

令和３年１月 28日 第４回競技運営専門委員会審議事項 
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いちご一会とちぎ国体 大会実施要項 

 総     則 （案） 

 

開 催 の 趣 旨 

 

国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進

と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生

活を明るく豊かにしようとする国内最大のスポーツの祭典である。 

栃木県で開催する第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」は、「夢を感動へ。感動を未

来へ。」のスローガンのもと、「県民総参加で感動を創出する国体」、「栃木の魅力を発信する国体」、

「生涯にわたりスポーツ活動を推進する国体」、「地域スポーツの活性化につながる国体」を大き

な柱として掲げ、環境への配慮というテーマを共有しながら、県民の総力を結集して、夢や希望、

感動を与える大会とするとともに、栃木に集う多くの方々をおもてなしの心で温かくお迎えし、

さらには、国体を契機とした「新しいとちぎづくり」につながる大会を目指して開催する。 

 

 

実 施 方 針 

 

１ 実施競技 

(1) 正式競技（37競技） 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

(2) 公開競技（５競技）  

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ 

(3) デモンストレーションスポーツ（31競技） 

アームレスリング、インディアカ、ウォーキング、エアロビック、オリエンテーリング、 

カローリング、キッズトライアスロン、キンボールスポーツ、クリケット、さいかつぼーる、

３Ｂ体操、スポーツウエルネス吹矢、スポーツチャンバラ、スマートフェンシング、３ｘ３、

ソフトバレーボール、ターゲット・バードゴルフ、タグラグビー、ダンススポーツ、 

ドッジボール、長ぐつアイスホッケー、バウンドテニス、パークゴルフ、フォークダンス、 

フットサル、フットベースボール、フライングディスク、ふれあいトランポリン、ペタンク、

ママさんバレーボール、リレーマラソン 

(4) 特別競技（１競技） 

高等学校野球 
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２ 会期及び会場地 

(1) 正式競技・特別競技（15市、８町：計 23市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年 10 月 １日(土) 

～10 月 11 日(火) 

〔11 日間〕 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、 

真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 

下野市、上三川町、益子町、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、 

那須町、千葉県千葉市 

2022 年９月 10日(土) 

～９月 19日(月) 

〔10 日間〕 

宇都宮市、足利市、小山市、市貝町 

※ 水泳、バレーボール（ビーチバレーボール）、 

体操（体操競技、新体操）、弓道競技会は上記会場地で実施 

(2) 公開競技（２市、３町：計５市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年６月 25日(土) 

～９月 25日(日) 
鹿沼市、大田原市、芳賀町、高根沢町、那珂川町、 

(3) デモンストレーションスポーツ（14市、10 町：計 24市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年５月 ７日(土) 

～９月 25日(日) 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、 

真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 

下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、 

野木町、高根沢町、那須町、那珂川町 

(4) 文化プログラム 

    文化プログラムの実施については、「文化プログラム実施基準」に基づき、2022 年４月１日

から 2022 年 12 月 31 日までの期間で、原則として、県内市町で開催する。 

 

３ 競技方法 

  各競技別実施要項に示す方法とし、正式競技は都道府県対抗で実施する。 

 

４ ドーピング検査の実施 

大会におけるアンチ・ドーピング活動（ドーピング検査及びアンチ・ドーピング教育・啓発活

動）は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定める「日本アンチ・ドーピング規程」及

び別に定める「国民体育大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン」に基づき実施する。 

なお、治療の目的で禁止物質・禁止方法を用いる必要がある場合は、事前に「治療使用特例」

（TUE）の手続きを行うこと。 

各都道府県の代表選手は、大会期間中は常に「国民体育大会ドーピング検査同意書」を所持し

なければならない。選手が 18歳未満の場合、本人の署名及び親権者の署名、捺印がある同意書を

所持すること。 

 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

  選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。 

  なお、参加資格については、「第 77回国民体育大会参加資格、所属都道府県及び年齢基準等の
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解釈・説明」を併せて確認すること。 

   【 公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/ 】 

(1) 参加資格 

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本

国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

(ｱ) 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（「日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別永住

者」を含む。） 

(ｲ) 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「８ 参加申込方

法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」

（中学３年生）に該当していること。  

(ｳ) 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号(ｲ)に該当していた者であること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から終了時まで

「留学」に該当しないこと。 

［注］上記(ｳ)b について、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当する

者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場合も

「留学」と同等に扱う。 

 

イ 選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長（代表者）と体育・スポーツ協会会長

（代表者）が代表として認め、選抜した者であること。 

ウ 第 75 回又は第 76 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）において選手又は監

督として参加した者は、次の場合を除き、第 75回又は第 76回大会と異なる都道府県から参

加することはできない。 

(ｱ) 成年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 [注]a及びbは当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

[注]別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受 

け、ふるさと選手として参加する者を含む。 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る選

手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

(ｲ) 少年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

[注] ａからｃは当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｄ JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手

の参加資格の特例措置」による。） 

ｅ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る選
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手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

エ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ 1 競技

に限り参加できる。 

カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはで

きない。 

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

(ｱ) 都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。 

(ｲ) 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 

(ｳ) ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 

ク 上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という。）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技におけ

る対象資格については当該競技実施要項によるものとする。 

(2) 所属都道府県 

    所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から

選択することができる。                    

ア 成年種別 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 勤務地 

(ｳ) ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

[注]別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

ふるさと選手として参加する者を含む。 

イ 少年種別                          

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。） 

(ｳ) 勤務地 

(ｴ) 別記３「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の 

所在地 

※ 「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、2022

年 4 月 30 日以前から本大会終了時（2022 年 10 月 11 日）まで、引き続き当該地に、それぞ

れ居住、勤務、又は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限りではない。 

［成年種別］ 

ａ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の適 

用を受ける者 

［少年種別］ 

ａ 別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の適 

用を受ける者 

(3) 選手の年齢基準 

ア 選手の年齢基準については、下記を原則とする。 
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(ｱ) 成年種別に参加する者は、2004 年４月１日以前に生まれた者とする。 

(ｲ) 少年種別に参加する者は、2004年４月２日から2007年４月１日までに生まれた者とす

る。 

(ｳ) 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、2022年４月１日を基準とする。 

イ 日本スポーツ協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに年齢区分を設定     

することができる。ただし、年齢の下限は中学３年生（2007 年４月２日から 2008 年４月１

日までに生まれた者）とする。 

(4) 前記の各事項に疑義のあるときは、日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査・審議の上、

日本スポーツ協会がその可否を決定する。 

 

６ 各正式競技の総合成績決定方法 

  各正式競技の総合成績決定方法は次のとおりとする。 

(1)  次のア、イの得点を合計したものを男女総合成績（天皇杯得点）及び女子総合成績（皇后杯

得点）とする。 

ア 競技得点 

競技得点は、各種別、種目などの第１位から第８位までの都道府県に与え、次のとおりと  

する。ただし、同順位の場合は、次の順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り切れ

ない場合は、小数第３位以下を切り捨てる。 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

 

種別 

４人以下 24 点 21 点 18 点 15 点 12 点 ９点 ６点 ３点 

５人以上７人以下 40 点 35 点 30 点 25 点 20 点 15 点 10 点 ５点 

８人以上 64 点 56 点 48 点 40 点 32 点 24 点 16 点 ８点 

種目  ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

[注]「種別」：種別などに与える競技得点  「種目」：種目などに与える競技得点 

イ 参加得点 

参加得点は 10 点とし、大会（ブロック大会を含む。）に参加した都道府県に与える。 

ただし、ブロック大会で本大会の出場権を獲得しながら、本大会に参加しなかった場合は与

えない。 

(2)  各競技の総合成績は、当該競技団体が決定する。 

ただし、天候その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該競技団体と大会総務

委員会が協議する。 

(3) 参加資格違反等に関わる得点等の取り扱いについては、「国民体育大会における違反に対

する処分に関する規程」によるものとする。 

 

７ 表彰 

(1) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に天皇杯を、

同じく女子総合成績第１位の都道府県に皇后杯をそれぞれ授与する。 

(2) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から

第８位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 

(3) 各正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に、国民体育大会会長トロフィーを授与する。 

(4) 各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から第８位までの都道府県に、それ

ぞれ表彰状を授与する。 
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(5) 各競技の各種別及び各種目などの第１位から第８位までに賞状を授与する。団体競技の場

合は、その都道府県名とチーム全員（監督を含む）の氏名を記載したものを都道府県用に１枚、

更にその都道府県名と個人名を記載したもの、又は都道府県名とチーム全員（監督を含む）の

氏名を記載したものをチーム全員に授与する。 

 

８ 参加申込方法 

(1)  参加申込 

都道府県体育・スポーツ協会会長(代表者)及び競技団体会長(代表者)は、連署の上、都道府

県大会又はブロック大会において選抜された者及び公益財団法人日本高等学校野球連盟が選

出したチームを、大会会長宛に申込むものとする。 

(2)  参加申込締切 

参加申込は、定められた締切日までに国民体育大会参加申込システムにより行う。 

(3)  参加申込締切日 

 締 切 日 競  技 

2022 年 

８月 24 日（水）

【13 競技】 

水泳、ボート、バレーボール（ビーチバレーボール）、体操、レスリング、 

セーリング、自転車、相撲、弓道、カヌー、ボウリング、ゴルフ、 

トライアスロン 

2022 年 

９月７日（水） 

【26 競技】 

陸上競技、サッカー、テニス、ホッケー、ボクシング、 

バレーボール（６人制）、バスケットボール、ウエイトリフティング、 

ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、フェンシング、柔道、

ソフトボール、バドミントン、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、

スポーツクライミング、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、 

高等学校野球 

(4)  参加申込様式 

参加申込様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議の上、作成する。 

(5)  公開競技の参加申込 

    公開競技については、別途当該中央競技団体が定める所定の手続きにより行う。 

(6)  選手の交代 

参加申込締切後の選手の交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で選手を交代

する場合は、所定の様式、方法により次のア～ウ宛に届け出なければならない。 

ア 全国を統轄する各中央競技団体事務局 

イ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

ウ いちご一会とちぎ国体各競技会場地市町実行委員会事務局 

      なお、日本スポーツ協会に対しては、大会終了後、所定の手続きにより参加申込情報を修

正すること。 

 

９ 棄権手続 

参加申込締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権する場合に

は、所定の棄権手続きをとらなければならない。 

なお、棄権手続きに係る届出については選手交代届と同じ様式を用いること。 
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10 大会参加負担金 

(1) 大会に参加選手団（視察員を除く）を派遣する都道府県体育・スポーツ協会は、大会参加負

担金を納入する。一人当たりの大会参加負担金の額は下記のとおりとする。 

区   分 負 担 金 

少年の種別に参加する選手 ２，０００円 

上記以外の者（本部役員、監督、成年の種別に参加する選手等） ４，０００円 

（注）地震、風水害、感染症およびその他主催者の責によらない事由により大会を中止した場合、

大会参加負担金の返金は行わない。 

(2) 大会参加負担金は、都道府県体育・スポーツ協会で取りまとめ、次のとおり納入する。 

   ア 納入締切日 2022 年９月７日（水） 

   イ 納入先   みずほ銀行 渋谷支店 普通預金口座 513729 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

11 宿泊申込 

  大会参加者は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が指定した所定の様式により、

定められた締切日までに申込む。 

   

12 都道府県選手団本部役員編成 

(1)  都道府県選手団本部役員は、次のとおりとする。 

ア 参加選手 500 名以上の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 20名以内とする。 

イ 参加選手 300 名以上 500 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 15 名以内とす

る。 

ウ 参加選手 300 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 10名以内とする。 

(2)  上記役員のほか、５名以内の顧問を設けることができる。 

(3)  上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、スポーツドクターを帯同するものとする。 

なお、帯同するスポーツドクターは日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格を有する 

者とする。 

(4) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、原則としてアスレティックトレーナーを

帯同するものとする。 

なお、帯同するアスレティックトレーナーは日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナ

ー資格を有する者とする。 

(5) 都道府県選手団本部役員の１日あたりの編成人数については、上記(1)及び(2)による人数

を上限とする。 

(6) 都道府県選手団本部役員の参加申込は、2022 年９月７日（水）までに国民体育大会参加申

込システムにより行う。 

 

13 視察員 

(1) 視察員は、１都道府県３名以内とする。ただし、2023 年以降の国民体育大会または国民ス

ポーツ大会の開催が決定又は内定している県については、鹿児島県 100 名以内、佐賀県及び滋

賀県 60 名以内、青森県及び宮崎県 40 名以内とする。 

(2) 都道府県の視察員の参加申込は、2022 年９月７日（水）までに国民体育大会参加申込シス

テムにより行う。 
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14 大会参加章、記念章及び視察員章の交付 

  大会参加章、記念章及び視察員章は、次の者に交付する。 

(1)  大会参加章 

都道府県選手団本部役員、監督及び選手並びに大会役員、競技会役員及び競技団体が指定 

した競技役員 

(2)  記念章 

公開競技・デモンストレーションスポーツ参加者 

※ 公開競技参加者への交付は、中央競技団体との協議による。 

(3)  視察員章 

視察員 

 

15 参加上の注意 

 (1) 大会期間中は、交付された大会参加章、記念章又は視察員章を携帯しなければならない。 

 (2) 各都道府県の代表選手は、競技に際し、「国民体育大会ユニフォーム規程」に基づき、ユニ

フォームを着用しなければならない。 

 

16 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

日本スポーツ協会、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、いちご一会とちぎ国体各

競技会場地市町実行委員会及び国民体育大会実施競技中央競技団体（以下「国体関係機関・団体」

という。）は、参加申込等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり

対応するものとする。 

(1) 個人情報の取り扱い 

ア 利用目的 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された個人情報は、国体関係 

機関・団体において、参加資格の確認や競技組合せなどをはじめとする大会運営業務のため

に利用し、目的以外に利用しない。 

イ 公表の範囲と方法 

個人情報のうち、所属都道府県、氏名、性別、年齢、学校名、チーム名等、所属と個人を

識別するために必要な情報については、以下の方法等により公表することがある。 

(ｱ) 総合プログラム及び競技別プログラムへの掲載 

(ｲ) 競技会場内におけるアナウンス等による紹介 

(ｳ) 競技会場内外の掲示板等への掲載 

(ｴ) 大会関連ホームページへの掲載 

(ｵ) 報道機関への提供 

ウ 競技結果（記録）等 

競技結果（記録）については、上記イで定めた個人情報とともに、以下の方法等により公

表することがある。 

(ｱ) いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が設置する記録本部を通じた公開 

(ｲ) 国体関係機関・団体及び報道機関等による新聞・雑誌及び関連ホームページ等への掲   

  載 

(ｳ) 国体関係機関・団体が作成する大会報告書等への掲載 

(ｴ) 次回以降の大会プログラムへの掲載【新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等】 
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(2) 肖像権に関する取り扱い 

ア 写真 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が、新 

聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがある。 

イ 写真（写真撮影企業等） 

国体関係機関・団体に認められた写真撮影企業等によって撮影された写真等が販売される

ことがある。 

なお、各競技・会場における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

ウ 映像 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が、中継・

録画放映及びインターネットによって配信されることがある。また、DVD 等に編集され、販

売・配付されることがある。 

なお、各競技における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

(3) 対応 

ア 承諾の確認 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された時点で、上記取り扱いに

関する承諾を得たものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、当該中央競技団体等によって個別に承諾

を確認することがある。 

イ 役員等 

大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、国体関係機関・団体と大会に

関する契約をしている者及び大会運営関係者については、上記取り扱いに関する承諾を得た

ものとして対応する。 

 

17 都道府県大会及びブロック大会 

正式競技については、本大会の予選として次のとおり都道府県大会（ブロック大会）を開催し

なければならない。 

(1) 都道府県の主催団体は、必要に応じて日本スポーツ協会及び中央競技団体等関係団体と協

議の上、本要項に基づき実施要項を作成する。 

なお、日本スポーツ協会及び中央競技団体は、その内容に不備がある場合、適宜指導を行う

ものとする。 

(2) 都道府県大会の実施にあたり、当該都道府県主催団体は、適正な手続きに則り決定した代表

選手の選抜方法・選考基準について、予め関係者に周知徹底を図るものとする。 

(3) 参加者は、実施要項に基づき当該主催団体に申込む。 

なお、参加は１人１競技に限る。 

(4) ブロック大会の申込みは、原則として国民体育大会参加申込システムにより行い、様式は日

本スポーツ協会及び当該主催団体が協議の上、作成する。 

なお、参加申込システムを使用しない場合の様式については、当該主催団体において別途作

成する。 

(5) 都道府県大会の参加申込様式は、当該主催団体において作成する。 

(6) 参加料を徴収する場合の金額は、当該主催団体が中央競技団体と協議の上、定める。 

(7) 競技運営に差し支えない限り、栃木県選手は当該競技ブロック大会を経ることなく本大会
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に参加することができる。 

 

18 国民体育大会参加者傷害補償制度 

日本スポーツ協会及び都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者に対する社会的責

任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として大会参加者に

よる国民体育大会参加者傷害補償制度を運営する。 

(1) 本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定に定め

られた選手、監督、選手団本部役員(顧問を含む）、視察員並びにその他選手団役員とする。 

(2) 大会参加の都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者傷害補償制度の対象となる

参加者数に応じた制度負担金(一人あたり 1,000 円）を、日本スポーツ協会に納入する。 

(3) 納入締切日及び納入先については、別途日本スポーツ協会から都道府県体育・スポーツ協会

へ通知する。 

 

19 その他 

(1) 参加申込及び宿泊申込が、定められた締切日までに行われない場合、又は、参加負担金が定

められた納入締切日までに納入されない場合は、本大会への参加を認めない。 

(2) その他の事項については、国民体育大会開催基準要項及び同細則による。 
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いちご一会とちぎ国体冬季大会 実施要項総則（案） 

 

１ 概 要 

国民体育大会開催基準要項第26項及び同細則第９項に基づき、開催県実行委員会が作成する。 

 

２ 構 成    

冬季大会実施要項【項目】           

１ 競技会日程と会場地一覧表 

２ 実 施 要 項 総 則 

３ 各競技実施要項  

４ 式典次第 

５ 宿泊要項 

６ 輸送交通要項 

７ 医療救護要項 

８  国民体育大会天皇杯・皇后杯授与規程 

９ 国民体育大会会長トロフィー授与規程 

10 関係団体事務局一覧表 

 参加選手・監督交代（変更）届・棄権届 

 参加選手・監督交代（変更）届・棄権届にあたっての留意事項  

 

 

 

 

 

 

【備考】 

(1) 総則 

   競技会プログラムにも掲載される。 

(2) 各競技別実施要項 

    会場地市町村及び関係競技団体が中央競技団体と調整の上、作成中。 

 

３ 総則（案） 

「いちご一会とちぎ国体 冬季大会実施要項総則（案）」参照 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和３(2021)年３月 （公財）日本スポーツ協会へ冬季大会実施要項（案）提出 

  令和３(2021)年６月 （公財）日本スポーツ協会国体委員会 決定 

 

総則  

・開催の趣旨 

・実施方針 

 １ 実施競技 

 ２ 会期及び会場地 

 ３ 競技方法 

 ４ ドーピング検査の実施 

 ５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

 ６ 各正式競技の総合成績決定方法 

 ７ 表彰 

 ８ 参加申込方法 

 ９ 棄権手続 

 10  大会参加負担金 

 11  宿泊申込 

 12  都道府県選手団本部役員編成 

 13  視察員 

 14  大会参加章及び視察員章の交付 

 15  参加上の注意 

 16  個人情報及び肖像権に関わる取扱い 

 17  都道府県大会及びブロック大会等 

 18  国民体育大会参加者傷害補償制度 

 19  その他 

令和３年１月 28日 第４回競技運営専門委員会審議事項 

第３号議案 
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いちご一会とちぎ国体 冬季大会実施要項総則（案） 

 
開 催 の 趣 旨 

 
国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と

体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を

明るく豊かにしようとする国内最大のスポーツの祭典である。 

雄大な自然と歴史・文化が調和するまち、栃木県日光市で開催する第 77 回国民体育大会「いち

ご一会とちぎ国体」冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会は、「夢を感動へ。感動を未

来へ。」のスローガンのもと、氷上競技の普及・発展に寄与するとともに、多くの来県者をおもて

なしの心で温かくお迎えし、いちご一会とちぎ国体の幕開けとして、栃木の魅力・実力を全国に発

信する大会を目指して開催する。 
 

実 施 方 針 

 
１ 実施競技 

  正式競技：スケート、アイスホッケー 
 

２ 会期及び会場地 

競 技 会 名 会      期 会 場 地 

ス ケ ー ト 競 技 会 2022 年１月 24日（月）～１月 28日（金）５日間 日光市 

アイスホッケー競技会 2022 年１月 26日（水）～１月 30日（日）５日間 日光市 

   
３ 競技方法 

  各競技実施要項に示す方法とし、都道府県対抗で実施する。 
 
４ ドーピング検査の実施 

  大会におけるアンチ・ドーピング活動（ドーピング検査及びアンチ・ドーピング教育・啓発活

動）は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定める「日本アンチ・ドーピング規程」及

び別に定める「国民体育大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン」に基づき実施する。 

  なお、治療の目的で禁止物質・禁止方法を用いる必要がある場合は、事前に「治療使用特例」

（TUE）の手続きを行うこと。 

  各都道府県の代表選手は、大会期間中は常に「国民体育大会ドーピング検査同意書」を所持し

なければならない。選手が 18 歳未満の場合、本人の署名及び親権者の署名、捺印がある同意書

を所持すること。 

 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

  選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。 

  なお、参加資格については、「第 77 回国民体育大会参加資格、所属都道府県及び年齢基準等の

解釈・説明」を合わせて確認すること。 

 【 公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/ 】 
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(1) 参加資格 

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本

国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

(ア) ｢出入国管理及び難民認定法｣に定める在留資格のうち、｢永住者｣(｢日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法｣に定める｢特別永住者｣

を含む。） 

(イ) 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

  ａ ｢学校教育法｣第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、｢８ 参加申込方

法｣で定めた参加申込締切時【2022 年１月６日(木)】に１年以上在籍していること。 

  ｂ ｢出入国管理及び難民認定法｣に定める在留資格のうち、｢留学｣又は｢家族滞在｣(中

学３年生)に該当していること。 

(ウ) 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号(ｲ)に該当していた者であること。 

ｂ ｢出入国管理及び難民認定法｣に定める在留資格のうち｢留学｣又は｢家族滞在｣(中 

 学３年生)に該当していること。 

 [注] 上記(ｳ)ｂについて、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当す

る者は、｢出入国管理及び難民認定法｣に定める｢留学｣以外の在留資格を有する場合

も｢留学｣と同様に扱う。 

イ 選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長(代表者)と体育・スポーツ協会会長(代

表者)が代表として認め、選抜した者であること。 

  ウ 第 75 回又は第 76 回大会(都道府県大会及びブロック大会を含む。)において選手又は監督

として参加した者は、次の場合を除き、第 75 回又は第 76回大会と異なる都道府県から参加

することはできない。 

(ア) 成年種別 

ａ ｢学校教育法｣第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特別措置を活用する者（別記４「東日本大震災に係る 

選手及び監督の国民体育大会の参加資格の特例措置」による。） 

[注] ａ及びｂは当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

(イ) 少年種別 

ａ ｢学校教育法｣第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

ｃ 一家転住に係る者(別記２｢『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特別措置を活用する者（別記４「東日本大震災に係る

選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

[注] ａからｃは当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

エ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競技

に限り参加することができる。 
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カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはで

きない。 

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

(ア) 都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。 

(イ) 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 

(ウ) ドーピング検査対象に選定された場合には、検査を受けなければならない。 

  ク 上記のほか、監督については、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という。）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技にお

ける対象資格については当該競技実施要項によるものとする。 

(2) 所属都道府県 

所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から

選択することができる。 

ア 成年種別 

(ア) 居住地を示す現住所 

   (イ) 勤務地 

   (ウ) ふるさと（別記１｢国民体育大会ふるさと選手制度｣による。） 

  イ 少年種別 

   (ア) 居住地を示す現住所 

   (イ) ｢学校教育法｣第１条に規定する学校の所在地(以下｢学校所在地｣という。） 

   (ウ) 勤務地 

[注] ｢居住地を示す現住所｣、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、

2021 年４月 30 日以前から各競技会終了時(2022 年１月 30 日)まで、引き続き当該地

にそれぞれ居住、通勤又は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限り

でない。 

[成年種別] 

ａ 別記３「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記４「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の 

 適用を受ける者 

[少年種別] 

ａ 別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 

     ｂ 別記３「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記４「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の 

適用を受ける者 

(3) 選手の年齢基準 

ア 選手の年齢基準については、以下を原則とする。 

(ア) 成年種別に参加する者は、2003 年４月１日以前に生まれた者とする。 

   (イ) 少年種別に参加する者は、2003 年４月２日から 2006 年４月１日に生まれた者とする。 

   (ウ) 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、2021 年４月１日を基準とする。 

  イ スケート競技については、中学３年生(2006 年４月２日から 2007 年４月１日までに生まれ

た者)が参加できるものとする。 
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(4) 前記の各事項に疑義のあるときは、日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査・審議の上、

日本スポーツ協会がその可否を決定する。 

 

６ 各正式競技の総合成績決定方法 

  各正式競技の総合成績決定方法は、次のとおりとする。 

(1) 次のア、イの得点を合計したものを男女総合成績及び女子総合成績とする。 

ア 競技得点 

  競技得点は、各種別、種目などの第１位から第８位までの都道府県に与え、次のとおりと

する。ただし、同順位の場合は、次の順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り切れ

ない場合は、小数点第３位以下を切り捨てる。 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

種 別 
フィギュア 24 点 21 点 18 点 15 点 12 点 ９点 ６点 ３点 

アイスホッケー 40 点 35 点 30 点 25 点 20 点 15 点 10 点 ５点 

種 目 
スピード 

ショートトラック 
８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

[注] 「種別」：種別などに与える競技得点 「種目」：種目などに与える競技得点 

イ 参加得点 

  参加得点は 10 点とし、大会(ブロック大会を含む｡)に参加した都道府県に与える。 

  ただし、ブロック大会で本大会の出場権を獲得しながら、本大会に参加しなかった場合は

与えない。 

(2) 各競技会の総合成績は、当該競技団体が決定する。 

ただし、天候その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該競技団体と大会総務

委員が協議する。 

(3) 参加資格違反等に関わる得点等の取り扱いについては、｢国民体育大会における違反に対す

る処分に関する規程｣によるものとする。 

 

７ 表彰 

(1) 各正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に、国民体育大会会長トロフィーを授与する。 

(2) 各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績第１位から第８位までの都道府県に、それぞれ

表彰状を授与する。 

(3) 各正式競技の各種別及び各種目の第１位から第８位までに賞状を授与する。団体競技の場合

は、その都道府県名とチーム全員（監督を含む。）の氏名を記載したものを都道府県用に１枚、

さらに、その都道府県名と個人名を記載したもの又は都道府県と各チーム全員（監督を含む。）

の氏名を記載したものをチーム全員に授与する。 

 

８ 参加申込方法 

(1) 都道府県の体育・スポーツ協会会長(代表者)及び各競技団体会長(代表者)は、連署の上、都

道府県大会又はブロック大会において選抜された者を、第 77 回国民体育大会会長宛に申込む

ものとする。 

(2) 参加申込は、定められた締切日までに国民体育大会参加申込システムにより行う。 
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(3) 参加申込締切日は、2022 年１月６日(木)とする。 

(4) 参加申込様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議の上、作成する。 

(5) 参加申込締切後の選手又は監督の交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で選

手又は監督を交代する場合は、下記宛に所定の様式(本要項●ページ)にて届け出なければなら

ない。                  

なお、交代の可否は、監督会議で決定する。 

 ア 公益財団法人日本スケート連盟 

 イ 公益財団法人日本アイスホッケー連盟 

 ウ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

 [注] スケート競技(スピード、ショートトラック、フィギュア)参加者については、ア及びウ

に、アイスホッケー競技参加者については、イ及びウに提出するものとする。 

      なお、日本スポーツ協会に対しては、各競技会終了後、所定の手続きにより参加申込情

報を修正すること。 

 

９ 棄権手続 

  参加申込締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権する場合に

は、所定の棄権手続をとらなければならない。 

  なお、棄権手続に係る届出については、選手交代届と同じ様式(本要項●ページ)を用いるもの

とする。 

 

10 大会参加負担金 

(1) 大会に選手団(視察員を除く｡)を派遣する都道府県体育・スポーツ協会は、一人あたり次の

とおり参加負担金を納入するものとする。 

参 加 区 分 参加負担金 

少年の種別に参加する選手 2,000 円 

上記以外の者(本部役員、監督、成年の種別に参加する選手等) 4,000 円 

  [注] 地震、風水害、感染症およびその他主催者の責によらない事由により大会を中止した場

合、大会参加負担金の返金は行わない。 
 

(2) 大会参加負担金は、各都道府県体育・スポーツ協会で取りまとめ、次のとおり納入する。 

  ア 納入締切日  2022 年１月６日(木) 

  イ 納 入 先  みずほ銀行 渋谷支店 普通預金口座 513729 

           公益財団法人日本スポーツ協会 

 

11 宿泊申込 

  大会参加者は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が指定した所定の様式により、

定められた申込期限までに申し込むものとする。 

  

12 都道府県選手団本部役員編成 

  都道府県選手団本部役員の編成は、次のとおりとする。 
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(1) １都道府県当たり、団長、総監督及び総務ほか、計５名以内とする。 

(2) 上記役員のほか、５名以内の顧問を設けることができる。 

(3) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、スポーツドクターを帯同するものとする。 

  なお、帯同するスポーツドクターは日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格を有する者

とする。 

(4) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、原則としてアスレティックトレーナーを帯

同するものとする。 

  なお、帯同するアスレティックトレーナーは日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナ

ー資格を有する者とする。 

(5) 都道府県選手団本部役員の１日当たりの編成人数については、上記(1)及び(2)による人数を

上限とする。 

(6) 都道府県選手団の本部役員の申込みは、監督及び選手の申込みと同時に｢８ 参加申込方法｣

に定める方法により行う。 

 

13 視察員 

(1) 視察員は、１都道府県３名以内とする。 

ただし、2023 年以降の国民体育大会または国民スポーツ大会冬季大会の開催が決定または内

定している県については、20 名以内とする。 

(2) 視察員の申込みは、参加選手団の申込みと同時に、｢８ 参加申込方法｣に定める方法により

行う。 

(3) 視察員は、原則として全ての会場に入場することができる。 

 

14 大会参加章及び視察員章の交付 

  大会参加章及び視察員章は、次の者に交付する。 

(1) 大会参加章 

   都道府県選手団本部役員、監督及び選手並びに大会役員、競技会役員及び競技役員 

(2) 視察員章 

   視察員 

 

15 参加上の注意 

(1) 大会期間中は、交付された大会参加章または視察員章を携帯しなければならない。 

(2) 各都道府県の代表選手は、競技に際し、｢国民体育大会ユニフォーム規程｣に基づき、ユニフ

ォームを着用しなければならない。ただし、スケート競技については、同規程第５条を適用す

る。 

 

16 個人情報及び肖像権に関わる取扱い 

日本スポーツ協会、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、第 77 回国民体育大会日

光市実行委員会及び国民体育大会実施競技中央競技団体(以下｢国体関係機関・団体｣という。)は、

参加申込等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取扱いに関して、次のとおり対応するものと

する。 
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(1) 個人情報の取扱い 

  ア 利用目的 

    大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された個人情報は、国体関係機

関・団体において、参加資格の確認や競技組合せなどをはじめとする大会運営業務のために

利用し、目的以外に利用しない。 

  イ 公表の範囲と方法 

    個人情報のうち、所属都道府県、氏名、性別、年齢、学校名、チーム名等、所属と個人を

識別するために必要な情報については、次の方法等により公表することがある。 

   (ア) 競技会プログラムへの掲載 

   (イ) 競技会場内におけるアナウンス等による紹介 

   (ウ) 競技会場内外の掲示板等への掲載 

   (エ) 大会関連ホームページへの掲載 

   (オ) 報道機関への提供 

  ウ 競技結果(記録)等 

    競技結果(記録)については、上記イで定めた個人情報とともに、次の方法等により公表す

ることがある。 

   (ア) いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が設置する記録本部を通じた公開 

   (イ) 国体関係機関・団体及び報道機関等による新聞・雑誌及び関連ホームページ等への掲載 

   (ウ) 国体関係機関・団体が作成する大会報告書等への掲載 

   (エ) 次回以降の競技会プログラムへの掲載【新記録、優勝及び上位入賞結果(記録)等】 

(2) 肖像権に関する取扱い 

  ア 写真 

    国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が新聞・

雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがある。 

  イ 写真(写真撮影企業等) 

    国体関係機関・団体に認められた写真撮影企業等によって撮影された写真等が販売される

ことがある。 

なお、各競技・会場における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

  ウ 映像 

    国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が中継・

録画放映及びインターネットによって配信されることがある。 

また、DVD 等に編集され、販売・配布されることがある。 

なお、各競技における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

(3) 対応 

  ア 承諾の確認 

    大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された時点で、上記取扱いに関

する承諾を得たものとして対応する。 

    なお、各競技会における取扱いに伴い、別途、当該中央競技団体等によって個別に承諾を

確認することがある。 

  イ 役員等 
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    大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、国体関係機関・団体と大会に

関する契約をしている者及び大会運営関係者については、上記取扱いに関する承諾を得たも

のとして対応する。 

 

17 都道府県大会及びブロック大会等 

  本大会の予選として次のとおり都道府県大会(ブロック大会)を開催しなければならない。 

(1) 都道府県の主催団体は、必要に応じて日本スポーツ協会及び中央競技団体等関係団体と協議

の上、本要項に基づき実施要項を作成する。 

  なお、日本スポーツ協会及び中央競技団体は、その内容に不備がある場合、適宜指導を行う

ものとする。 

(2) 都道府県大会の実施にあたり、当該都道府県主催団体は、適正な手続きに則り決定した代表

選手の選抜方法・選考基準について、予め関係者に周知徹底を図るものとする。 

(3) 参加者は、実施要項に基づき当該主催団体に申し込む。 

なお、１人１競技に限る。 

(4) ブロック大会の申込みは、原則として国民体育大会参加申込システムにより行い、様式は、

日本スポーツ協会及び当該主催団体が協議の上、作成する。 

なお、参加申込システムを使用しない場合の様式については、当該主催団体において別途作

成する。 

(5) 都道府県大会の参加申込様式は、当該主催団体において作成する。 

(6) 参加料を徴収する場合の金額は、当該主催団体が中央競技団体と協議の上、定める。 

 

18 国民体育大会参加者傷害補償制度 

  日本スポーツ協会及び都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者に対する社会的責

任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として大会参加者に

よる国民体育大会参加者補償制度を運営する。 

(1) 本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規程に定めら

れた選手、監督、選手団本部役員(顧問を含む｡)、視察員並びにその他選手団役員とする。 

(2) 大会参加の都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者傷害補償制度の対象となる

参加者数に応じた制度負担金(１人あたり 1,000 円)を日本スポーツ協会へ納入する。 

(3) 納入締切日及び納入先については、別途日本スポーツ協会から都道府県体育・スポーツ協会

へ通知する。 

 

19 その他 

(1) 参加申込及び宿泊申込が定められた締切日までに行われない場合、又は参加負担金が定めら

れた締切日までに納入されない場合は、本大会への参加を認めない。 

(2) その他の事項については、国民体育大会開催基準要項及び同細則による。 
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象
は
、
少
年
種
別
年
齢
域
へ
の
参
加
者
に
限

る
。
 

(
2)
 
本
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
家
転
住
等
や
む
を
得
な
い
理
由
に
限
る
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
｢一

家
転
住
等
｣
と
は
概
ね
次
の
こ
と
を
い
う
。
 

 
 
ア
 
親
の
転
勤
に
よ
る
一
家

の
転
居
 

 
 
イ
 
親
の
結
婚
、
離
婚
に
よ

る
一
家
の
転
居
 

 
 
ウ
 
上
記
以
外
に
、
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
る
一
家
の
転
居
 

(
3)
 
転
居
し
た
時
点
に
応
じ
て
、
次
の
手
続
き
を
終
了
し
て
い
る
こ
と
。
 

ア
 

本
特
例
を
受
け
よ
う
と
す
る
参
加
者
は
、
下
記
２
(1
)
の
場
合
は
転
居
元
、
下
記
２
(
2
)の

場
合
は

転
居
先

が
属
す
る
都

道
府

県
体

育
・
ス

ポ
ー
ツ
協

会
及
び

都
道
府
県
競

技
団
体

に
対

し
、

そ
の
旨

報
告
す
る

こ
と

。 

イ
 

報
告

を
受
け
た
都

道
府
県

体
育

・
ス

ポ
ー

ツ
協

会
及
び

都
道
府

県
競

技
団
体

は
、
下

記
２
(1
)
の
場

合
は

転
居

先
、

下
記
２
(
2)
の

場
合
は

転
居

元
が
属

す
る
都

道
府

県
体
育

・
ス
ポ

ー
ツ
協

会
及
び

都
道

府
県
競

技

団
体
に
対
し
、
そ
の
旨
報
告
し
了
承
を
得
る
こ
と
。
 

２
 
本
特
例
を
受
け
る
当
該
大
会
に

お
い
て
、
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
道
府
県
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

転
居
し
た
時
点
に
お
い
て
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
転
居
元
が
属
す
る
都
道
府
県

か
ら
参
加
す
る
こ
と

が
で

き
る
。
 

 
 
ア
 
転
居
先
が
属
す
る
都
道

府
県
の
代
表
が
既
に
決
定
し
て
い
る
場
合
 

 
 
イ
 
当
該
参
加
者
が
、
転
居

元
が
属
す
る
都
道
府
県
の
代
表
と
し
て
既
に
決
定
し
て
い
る
場
合
 

 
 
ウ
 
当
該
参
加
者
が
、
転
居

元
が
属
す
る
都
道
府
県
の
代
表
選
考
過
程
に
あ
る
場
合
 

(2
) 

転
居
し
た
時
点
に
お
い
て
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
転
居
先
が
属
す
る
都
道
府
県
か
ら
参
加
す
る
こ
と

が
で

き
る
。
 

ア
 

転
居
元
が
属
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
当
該
大
会
に

お
け
る
都
道
府
県
代

表
の
選
考
が
開
始
さ
れ
て
い

な
い
場
合
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 別
記
３
【
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の

国
民
体
育
大
会
参
加
資
格
の
特
例
措
置
】

 

我
が

国
の
競
技
力

向
上
を

支
援

す
る
観

点
よ
り

、
一
定
の
競

技
力
を

有
す
る

選
手
に

対
し

て
、
｢
ト
ッ

プ
ア
ス

リ

ー
ト
の
国
民
体
育
大
会
参
加
資
格

の
特
例
措
置
(以

下
｢本

特
例
｣
と
い
う
。
)
｣を

次
の
と
お
り
定
め
る
。
 

１
 
本
特
例
の
対
象
と
な
る
選
手
 

 
 
本
特
例
の
対
象
と
な
る
選
手
は

、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
と
す
る
。
 

(1
) 

第
23

回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
会
(
20
1
8
年
・
平
昌
)
に
参
加
し
た
者
。
 

(2
) 

2
02
1
年

1
0
月

3
1
日
時
点
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
各
中
央
競
技
団
体
が
本
特
例
の
対
象
と
し
て
認

め
た
者
。
 

ア
 
J
OC

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
強
化
指
定
選
手
 

 
イ
 
各
競
技

(種
目
)
に
お
け
る
国
体
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位

1
0
位
以
内
の
者
 

 
ウ
 
中
央
競

技
団
体
が
定
め
た
強
化
指
定
選
手
 

[注
]
 
強
化
指
定
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
各
競
技
会
に
お
け
る
全
日
本
選
手
権
大

会
入
賞
レ
ベ
ル
以
上
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
対

象
と
す
る
。
 

２
 
本
特
例
の
内
容
 

(
1)
 
予
選
会
の
免
除
 

本
特
例
の
対
象
と
な
る
選
手
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
予
選
会
及
び
ブ
ロ
ッ
ク

大
会
を
経
ず
に
国
民
体
育
大

会
本

大
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
実
施
競
技
種
目
・
種
別
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府

県
代
表
選
手
又
は
チ
ー
ム
が

ブ
ロ

ッ
ク
大
会
に
参
加
し
、
本
大
会
参
加
枠
を
獲
得
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。
 

(2
) 

資
格
要
件
(日

数
要
件
の
緩
和
) 

本
特

例
の

対
象

と
な

る
選

手
が

所
属

都
道

府
県

と
し
て

｢
居

住
地

を
示

す
現

住
所

｣
又

は
｢
勤

務
地

｣
を

選
択

す
る

場
合
は
、
日
数
に
関
す
る
要
件
を
定
め
な
い
こ
と
と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
居
住
地
を
示
す
現
住
所
 

 
 
 
 
次
の
要
件
を
い
ず
れ
も

満
た
す
も
の
と
す
る
。
 

(ア
) 

20
21

年
４
月

3
0
日
以
前
か
ら
大
会

終
了
時
(2
0
22

年
１
月

30
日
)ま

で
引
き
続
き
、
住
民
票

記
載
の

住
所
に
存
す

る
都
道
府
県
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
実
態
が
あ

り
、
当
該
都
道
府
県
以
外
(海

外
を
含
む
)

に
お
い
て
生

活
し
て
い
る
実
態
が
な
い
こ
と
。
 

な
お

、
生
活
実
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
に
よ
り
判
断
す
る
。
 

ａ
 
自
ら
所
有
す
る

住
居
、
又
は
自
ら
の
名
義
で
住
居
を
賃
借
し
て
い

る
こ
と
 

 
 
 
 
 
ｂ
 
当
該
住
居
に
生

計
を
一
に
す
る
家
族
と
共
に
住
ん
で
い
る
こ
と
 

 
 
 
 
 
ｃ
 
当
該
住
居
の
水

道
光
熱
費
な
ど
費
用
を
自
ら
負
担
し
て
い
る
こ
と
 

 
 
 
 
 
ｄ
 
当
該
住
居
に
主

要
な
家
財
道
具
が
存
す
る
こ
と
 

 
 
 

(イ
) 

合
宿
、
試
合
等
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
外
で
活
動

を
行
う
場
合
、
当
該
都
道
府
県
を
移
動
の
起
点

と
し

て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

勤
務
地
 

 
 
 
 
次
の
要
件
を
い
ず
れ
も

満
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 

(ア
) 

2
02
1
年
４
月

30
日
以
前
か
ら
大
会
終
了
時
(
20
2
2
年
１
月

3
0
日
)ま

で
引
き
続
き
、
雇
用
主

と
雇
用

契
約
を
締
結

し
た
上

で
、
当
該
都
道

府
県
内
に
存

す
る
雇
用

主
の
会
社

や
事
業

所
等
に
現

実
に
通
勤

し
、

勤
務
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
 
 

(イ
) 

当
該
都
道
府
県
内
で
、

競
技
普
及
活
動
等
の
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
。
 

３
 
国
内
移
動
選
手
の
制
限
 

 
 
本
特
例
の
対
象
と
な
る
選
手
の

国
内
移
動
選
手
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
国
民
体
育
大
会
開
催
基
準
要
項
細
則
第

３
項
－
(1
)－

1)
－
③
の
通
り
と
す
る
。
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別
記
４
【
東
日
本
大
震
災
に
係
る

選
手
及
び
監
督
の
国
民
体
育
大
会
参
加
資
格
の
特
例
措
置
】

 

１
 
特
例
の
対
象
と
な
る
被
災
地
域

都
道
府
県
 

 
 
震
災
に
よ
る
被
害
状
況
及
び
影

響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、

千
葉
県
の
６
県
を
本
特
例
の
適

用
対
象
と
な

る
被

災
地
域
都

道
府

県
(
以

下
｢
特

例
対
象
県
｣
と
い

う
。

)
と
す

る
。 

な
お
、
特

例
対
象
県
以
外
の
都
道
府
県
に
お
い
て
対
応
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
は
、
個
別
に
取
り
扱
う

こ
と
と

す
る
。
 

２
 
特
例
の
内
容
 

(
1)
 
特
例
対
象
県
を
所
属
都
道
府
県
と
す
る
場
合
の
要
件
緩
和
 

次
の
選
手
及
び
監
督
に
つ
い
て
は
、
｢居

住
地
を
示
す
現
住
所
｣、

｢学
校
所
在
地
｣
ま
た
は
｢
勤
務
地
｣
の
各
要

件
を

満
た
し
て
い
な
く
と
も
、
当
該
特
例
対
象
県
か
ら
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

＜
特
例
の
対
象
者
＞
 

被
災
地
域
か

ら
の
避
難
等
、
災
害
の
影
響
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
っ
て
、
当
該
特
例
対
象
県
に

お
け
る
｢居

住
地
を
示
す
現
住
所
｣、

｢学
校
所
在
地
｣
ま
た
は
｢
勤
務
地
｣の

各
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
者
。
 

た
だ
し
、
次

の
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。
 

ア
 

20
11

年
３
月

11
日
(震

災
発
生
時
)時

点
に
お
い
て
、
当
該
特
例
対
象
県
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し
て
い

た
者
。
若
し
く
は
当
該
特
例
対
象
県
内
の
｢
学
校
教
育
法
｣第

１
条
に
規
定
す
る

学
校
に
在
籍
し
て
い
た
者
で

あ
る
こ
と
。
 

イ
 

災
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
2
02
1
年
４
月

30
日
以
前
か
ら
各
競

技
会
終
了
時
｢2
0
22

年
１
月

3
0
日
｣
ま
で
継
続
し
て
当
該
特
例
対
象
県
を
｢居

住
地
を
示
す
現
住
所
｣、
｢学

校
所
在
地
｣ま

た
は
｢
勤

務
地
｣と

す
る

要
件
を
満
た
し
て
い

た
と
合
理
的
に
推
測
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 

避
難
等
に
よ
る
移
動
先
の
都
道
府
県
を
所
属
都
道
府
県
と

す
る
場
合
の
要
件
緩
和
 

ア
 

被
災
地
域
か
ら
の
避
難
等
に
よ
り
、
当
該
特
例
対
象
県

と
異
な
る
都
道
府
県

に
移
動
し
た
次
の
選
手
及
び

監
督
に
つ
い
て
は
、
移
動
先
の
都
道
府
県
か
ら
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
、
こ
の
場
合
、
第

7
5
回
及
び
第

76
回
大
会
に
当
該
特
例
対
象

県
か
ら
参
加
し
て
い
て
も
、
国
民
体

育
大

会
開

催
基
準

要
項

細
則
第

３
項

－
(1
)
－

1
)
－
③

（
国

内
移

動
選
手

の
制
限

）
に
は

抵
触
し

な
い

も
の

と
す
る
。
 

＜
特
例
の
対
象
者
＞
 

被
災
地
域
か

ら
避
難
等
、
災
害
の
影
響
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
っ
て
、
当
該
特
例
対
象
県
か
ら

移
動
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
。
 

た
だ
し
、
次

の
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。
 

(ア
) 

20
11

年
３
月

11
日
時
点
に
お
い
て
、
当
該
特
例
対
象
県
内
に
居
住
ま
た

は
勤
務
し
て
い
た
者
。
若
し

く
は
当
該
特

例
対
象
県
内
の
「
学
校
教
育
法
」
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
に
在
籍
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ

と
。
 

(イ
) 

移
動
先
の
都
道
府
県
を
「
居
住
地
を
示
す
現
住
所
」、
「
学
校
所
在
地
」
ま
た
は
「
勤
務
地
」
と
す
る
要

件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
。
 

な
お
、
移
動
が
生
じ
た
時
期
が

20
21

年
４
月

30
日

以
降
の
場
合
は
、
移
動
先
の
都
道
府
県
の
予
選
会

開
始
ま
で
に

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

[注
]
 
「
居
住
地
を
示
す
現
住
所
」
及
び
「
学
校
所
在
地
」
と
し
て
参
加
を
希
望
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
当

該
自
治
体
へ
の
住
所
に
関
す
る
届

出
ま
た
は
学
籍
に
係
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
に
準
ず
る

公
的
な
証
明
書
類
を
提
出
で
き
、
か
つ
移
動
先
の
都
道
府
県
に
居
住
あ
る
い
は

通
学
し
て
い
る
実
態
を
有
し

て
い
る
と
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
が

認
め
た
場
合
、
移
動
先
の
都
道
府
県
か
ら
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
 

本
項
ア
を
適
用
し
て
避
難
等
に
よ
る
移
動
先
の
都
道
府
県
か
ら
第

7
7
回
大

会
に
参
加
し
た
者
が
、
20
2
3

年
開
催
の
特
別
大
会
に

お
い
て
、
次
の
よ
う
な
震
災
に
係
る
理
由
に
よ
り
再
度
都

道
府
県
を
移
動
し
て
参
加

す
る

場
合

は
、
国
民

体
育

大
会

開
催

基
準

要
項

細
則
第
３
項

－
(1
)
－
1
)
－
③

（
国

内
移

動
選
手

の
制
限

）

に
は
抵
触
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
＜
例
＞

 
○
 
避
難
先
を
離
れ
、
当
該

特
例
対
象
県
に
戻
る
場
合
 

 
 

 
 
 
○
 
避
難
先
を
離
れ
、
他

の
都
道
府
県
を
｢居

住
地
を
示
す
現
住
所
｣
、
｢学

校
所
在
地
｣
ま
た
は
｢
勤

務
地
｣
と
す
る
場
合
 

 
 

 
 
 
○
 
他
の
都
道
府
県
に
避
難
先
を
移
す
場
合
 

(3
)
 

避
難

等
に

よ
る

移
動
先

の
属

す
る

都
道

府
県

に
お

い
て

学
校

を
卒

業
し

た
場

合
の

｢
ふ

る
さ

と
｣
選

択
要

件

の
緩
和
 

避
難
等
に
よ
る
移
動
先
の
属
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
小
学
校
、
中
学
校
ま
た
は
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

が
、

成
年

種
別

年
齢
域
に

達
し

た
際
、

｢国
民

体
育
大
会
ふ

る
さ
と

選
手

制
度
｣
を
活
用
し

て
参

加
す

る
場

合
、

次
の

い
ず
れ
か
を
｢ふ

る
さ
と
｣
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
ア
 
卒
業
小

学
校
、
卒
業
中
学
校
ま
た
は
卒
業
高
等
学
校
の
所
在
地
 

イ
 

災
害
の
発
生
し
た
時
点
で
在
籍
し
て
い
た
小
学
校
、
中
学
校
ま
た
は
高
等
学
校
の
所
在
地
 

な
お
、
本
特
例
を
適

用
し
て
上
記
イ
の
学
校
所
在
地
を
｢ふ

る
さ
と
｣登

録
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
卒
業

小
学
校
、
卒
業
中
学
校
ま
た
は
卒
業
高
等

学
校
の
所
在
地
を
｢ふ

る
さ
と
｣と

す
る
場
合
と
同

様
、
一

度
登
録

し
た
｢ふ

る
さ
と
｣は

変
更
で
き
な
い

。
 

＜
特
例
の
対
象
者
＞
 

20
1
1
年
度
か
ら

2
01
2
年
度
(
小
学
校
は

20
15

年
度
)
ま
で
に
、
避
難
等
に
よ

る
移
動
先
の
属
す
る
都
道
府

県
に
お
い
て
小
学
校
、
中
学
校
ま
た

は
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
。
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いちご一会とちぎ国体 競技施設整備計画【第５次】（案） 

 

１ 趣旨 

第 77 回国民体育大会の競技施設の整備を計画的かつ円滑に推進するため、「第 77 回国民

体育大会競技施設整備基本方針」及び「同競技施設基準」に基づき、中央競技団体正規視察

の結果を踏まえ、会場地市町村との協議を基に、全体的な整備計画を策定するものである。 

 

２ 対象施設 

・国体本大会正式競技（オリンピック対策追加競技を含む。）及び特別競技の競技施設 

・国体冬季大会正式競技の競技施設 

 

３ 会場変更及び名称変更 

 (1) 会場変更 

会場地 競技名 競技施設名（変更前） 競技施設名（変更後） 

栃木市 なぎなた 学校法人國學院大學栃木学園四十周年記念館 
関東ホーチキにしかた体育館 
（栃木市西方総合文化体育館） 

 (2) 名称変更 

会場地 競技名 競技施設名（変更前） 競技施設名（変更後） 

宇都宮市 

陸上競技 (仮称)総合スポーツゾーン新スタジアム 
カンセキスタジアムとちぎ 
（栃木県総合運動公園陸上競技場） 

水泳 (仮称)総合スポーツゾーン新屋内水泳場 栃木県総合運動公園屋内水泳場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
体操 

(仮称)総合スポーツゾーン新体育館 栃木県総合運動公園メインアリーナ 

柔道 
剣道 
弓道 

(仮称)総合スポーツゾーン新武道館 栃木県総合運動公園武道館 

栃木市 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 栃木市総合運動公園総合体育館 
マルワ・アリーナとちぎ 
（栃木市総合運動公園総合体育館） 

那須塩原市 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート 
石川スポーツグラウンドくろいそ
（那須塩原市くろいそ運動場） 
テニスコート 

 

４ 施設整備区分一覧（令和２年 12 月現在） 

 新設 改修 仮設 既設 計 

県 4 (4) 9 (9) 1 (1) 3 (3) 17 (17) 

市町村 4 (4) 30 (29) 10 (10) 8 (8) 52 (51) 

民間 0 (0) 2 (2) 0 (0) 6 (7) 8 (9) 

計 8 (8) 41 (40) 11 (11) 17 (18) 77 (77) 

※（ ）は【第４次】の施設数 

令和３年１月 19日 第２回施設整備専門委員会審議事項 

第４号議案 
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５ 用語の説明 

(1) 整備区分は次のとおりとする。 

新設 新たに常設の競技施設を整備するもの。 

改修 既存の競技施設を改修するもの（通常の維持修繕を行うものを含まない。）。 

仮設 国体に合わせて臨時的に競技施設を整備するもの（競技施設基準に基づき競技

に直接必要な部分を仮設するものに限る。）。 

既設 既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うものを含む。）。 

(2) 施設の概要は、新設は整備後の数値、改修及び既設は現状の数値、仮設は競技施設基

準の数値を記載した。 

(3) 整備年度は、設計等の期間を除き、工事期間のみを記載した。 
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構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

陸上競技 全種別
ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

1,500 25,000 県 新設 ｽﾀｼﾞｱﾑの新設 H28-R1 ⇒ ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
救護室、放送室、
会議室等

栃木県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 天然芝 105 69 1 1,500 10,013 県 改修
天然芝の張替、ﾄｲﾚ改
修、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置等

R1,R3 ⇒ ⇒
会議室、医務室、更衣
室、放送操作室、貴賓
室、大型映像装置等

宇都宮市河内総合運動公園陸上競
技場

天然芝 105 68 1 − 342 市 既設 − −
会議室、医務室、
更衣室、ｼｬﾜｰ室等

水泳
競泳・全種別
飛込・全種別
ＡＳ・少年女子

栃木県総合運動公園屋内水泳場 2,000 県 新設 屋内水泳場の新設 H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
控室、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、救護室、役員室、
放送室、会議室等

栃木県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
500

(6面)
569 県 改修

人工芝の張替、夜間照
明設置、観客席増設

R1 ⇒
ﾛｯｶｰ室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室等

宇都宮市屋板運動場庭球場 500 − 市 改修
人工芝の張替、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
新設、夜間照明改修

R2 ⇒ 屋外ﾄｲﾚ等

宇都宮市清原体育館 RC造 54 38 2 1,700 1,438 市 改修
競技場床塗装、空調設
置、ﾄｲﾚ改修、手すり･ｽ
ﾛｰﾌﾟ改修

R2-R3 ⇒ ⇒
会議室、更衣ﾛｯｶｰ
室、ｼｬﾜｰ室、幼児運
動場、柔剣道場等

栃木県立宇都宮工業高等学校体育
館

RC造 37 29 1 630 − 県 既設 − − 更衣室等

4

体操
体操競技
全種別

1

高等学校野球 硬式

高等学校野球 軟式

日本陸連第1種公認陸上競技場
400ｍﾄﾗｯｸ　9ﾚｰﾝ

日本水泳連盟公認ﾌﾟｰﾙ
50m、10ﾚｰﾝ

25m、8ﾚｰﾝ/飛込兼用

砂入り人工芝ｺｰﾄ16面

砂入り人工芝ｺｰﾄ12面

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

R1,R3宇都宮市

ｻｯｶｰ 成年男子

ﾃﾆｽ 全種別

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

少年男子
少年女子

宇都宮市体育館 RC造 50 38 2 1,300 2,114

成年男子

会議室、医務室、
控室、更衣ﾛｯｶｰ
室、ｼｬﾜｰ室、幼児
体育室等

全種別ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

栃木県総合運動公園ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ RC造 47 76 1,400 3,000 県 新設 体育館の新設 H30-R2 ⇒ ⇒

⇒ ⇒市 改修
床支柱穴設置、競技場
床塗装

⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、控室、更
衣室、ｼｬﾜｰ室、救
護室、役員室、放
送室、会議室等

宇都宮清原球場
土

人工芝
中堅
122

両翼
97.6

1
2,000

〜
4,000

18,000 市 既設 − −

軟式野球

土
天然芝

中堅
122

両翼
98

1 750 15,365 県 ⇒

控室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室、救護室、役
員室、放送室、会
議室等

会議室、役員室、
ﾛｯｶｰ室、医務室等

栃木県総合運動公園硬式野球場 改修
夜間照明設置、ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ
耐震改修、内野ｽﾀﾝﾄﾞ解
体・新築等

H28-R1 ⇒ ⇒

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

自転車

ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ
成年男子
少年男子

女子

宇都宮競輪場 2,815 市 既設 − − 応接室等

柔道
成年男子
少年男子

女子

剣道 全種別

弓道 全種別 300 200

25m
成年男子

栃木県警察学校射撃場 RC造 25.16 22.95 16射座
470〜

610
96 県 改修

固定標的装置改修、照
明改修、防弾堤改修

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
指揮所、控室、倉
庫
※国改修

50m、10m
全種別

栃木県ﾗｲﾌﾙ射撃場 − 県 改修 射撃場改修 R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒
審査室、控室、更
衣室、銃器手入室
等

BR、BP
少年男子
少年女子

栃木県総合教育ｾﾝﾀｰ体育館
RC造

一部S造
31 28 1 733 − 県 既設 − −

更衣室、ｼｬﾜｰ室、
研修室

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年男子
少年女子

足利市特設ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ会場 − − 市 仮設 ｺｰﾄ増設 R4 ⇒

ﾚｽﾘﾝｸﾞ
成年男子
少年男子

女子
足利市民体育館

RC造
一部S造

39 43 4 745 1,005 市 改修 耐震改修、ﾄｲﾚ改修 H29,R2 ⇒ ⇒
放送室、補助競技
場、会議室、幼児
室、更衣室等

足利市総合運動場硬式野球場
土

天然芝
中堅
122

両翼
98

1 1,145 2,670 市 改修
ｽﾀﾝﾄﾞ改修、諸室等天井
床改修、ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修、
ﾄｲﾚ改修、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒

会議室、医務室、本部
室、放送室、来賓室、審
判員室、報道室、更衣室
等

足利市総合運動場軟式野球場
土

天然芝
80 112 1 800 − 市 改修 ﾌｪﾝｽ改修、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修 R2 ⇒

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 全種別 足利ｽﾀｰﾚｰﾝ
S造

一部RC
造

36 48.5 40ﾚｰﾝ 600 − 民間 既設 − − 会議室

ﾎﾞｰﾄ 全種別 谷中湖特設ﾎﾞｰﾄｺｰｽ 市 仮設 ｺｰｽ、桟橋等の設置 R3-R4 ⇒ ⇒

ﾏﾙﾜ･ｱﾘｰﾅとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）

RC造 46 35 1 960 772 市 改修
給排水設備改修、床張
替

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室、放送室、医務
室、幼児室、研修室等

学校法人國學院大學栃木学園第二
体育館

RC造 46 26 1 470 − 民間 既設 − −
第1ｱﾘｰﾅ、救護室、
会議室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
場、ｼｬﾜｰ室等

ｺｰｽ長1,000m、6ﾚｰﾝ

ｽﾓｰﾙﾎﾞｱ・ﾗｲﾌﾙ射撃場 28射座
ｴｱ･ﾗｲﾌﾙ射撃場 26射座

近的6人立ち×2
遠的6人立ち×1

1周500m

砂ｺｰﾄ4面

37 6

足利市

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子

栃木市

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別

⇒
ｻﾌﾞ武道場、控室、
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
会議室等

ﾗｲﾌﾙ射撃

宇都宮市

H29-R3 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

750 1,500

県 新設 武道館の新設栃木県総合運動公園武道館 RC造

47.8
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構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 日立栃木体育館 RC造 44 28 1 930 − 民間 既設 − −
ﾛｯｶｰ室、ｼｬﾜｰ室、
会議室、放送室等

ｶﾇｰ
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ
全種別

谷中湖特設ｶﾇｰ競技場 市 仮設 ｺｰｽ、桟橋等の設置 R3-R4 ⇒ ⇒

なぎなた
成年女子
少年女子

関東ﾎｰﾁｷにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

RC造 41 36 2 800 216 市 既設 − −

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、会議室、
研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ﾙｰﾑ、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

成年男子
佐野市ｱﾘｰﾅたぬま

RC造
一部S造

32 48 2 1,000 384 市 改修 競技場床改修 R2 ⇒
控室、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、救護室、役員室、
放送室、会議室等

佐野市運動公園陸上競技場 天然芝 106 73 1 − 1,400 市 改修 天然芝の張替、ﾄｲﾚ改修 R2 ⇒
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ、会議
室、放送室、事務室、
ｼｬﾜｰ室、更衣室等

佐野市運動公園多目的球技場 人工芝 117 80 1 − 200 市 改修 防球ﾈｯﾄ改修 R1 ⇒
ｼｬﾜｰ室、ﾛｯｶｰﾙｰ
ﾑ等

成年男子
女子

（仮称）佐野市運動公園運動広場 人工芝 125 90 1 − 500 市 新設 ﾗｸﾞﾋﾞｰ場の新設 R1-R2 ⇒ ⇒
ｼｬﾜｰ室、ﾛｯｶｰﾙｰ
ﾑ等

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

成年女子
2 1,500

卓球 全種別 12 1,300

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ人工芝競技
場

人工芝 109 76 1 − 270 民間 改修
人工芝張替、ﾄｲﾚ改修、
更衣ｼｬﾜｰ室設置

R1-R2 ⇒ ⇒
ﾎｯｹｰ場（ｸﾚｰ・
天然芝、研修室

日光市ﾎｯｹｰ場 人工芝 114 78 1
200〜

400
400 市 既設 − − 管理棟

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ
成年男子
成年女子
少年男子

日光市大沢体育館
RC造

一部S造
47.2 34.6 2

1,200
以上

− 市 改修 照明改修 R1 ⇒ 会議室、研修室等

軟式野球 成年男子 日光市日光運動公園野球場
土

天然芝
中堅
120

両翼
92

1 410 400 市 改修
天然芝の張替、ﾌｪﾝｽ等
ﾗﾊﾞｰ設置、ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙ改
修、ﾄｲﾚ改修

R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒

ｽｹｰﾄ
ｽﾋﾟｰﾄﾞ
全種別

日光市霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ 1 300 756 市 改修
冷凍機・冷却塔改修、ﾘﾝ
ｸ路面改修、諸室防水改
修等

R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒ 管理棟、記録室等

ｺｰｽ長500m以上、9ﾚｰﾝ

400m公認基準
ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸ

R1ｰR2
RC造

一部S造
35 47 1,514鹿沼市

栃木市

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

少年男子佐野市

TKCいちごｱﾘｰﾅ
（鹿沼総合体育館）

控室、更衣室、多
目的室、放送室、
会議室等

ﾎｯｹｰ 全種別

日光市

⇒ ⇒市 改修
照明改修、空調改修、床
支柱穴設置、ﾄｲﾚ改修等

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

ｽｹｰﾄ
ﾌｨｷﾞｭｱ
全種別

ｱｲｽﾎｯｹｰ 全種別

ｽｹｰﾄ
ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ

全種別

日光市細尾ﾄﾞｰﾑﾘﾝｸ S造 61 30 1 1,500 60 市 改修
冷凍機・冷却塔改修、ｽｺ
ｱﾎﾞｰﾄﾞ改修、観客席改修
等

R2-R3 ⇒ ⇒

水泳
水球

少年男子
女子

栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館
RC造

一部S造
50 25 1 1,500 1,000 県 改修

照明改修、送風機改修、
音響設備改修、中央監
視装置改修、ﾄｲﾚ改修等

R3-R4 　 ⇒ ⇒

会議室、放送室、監視員
室、控室、医務室、更衣
室、ｼｬﾜｰ室、ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ、
採暖室等

体操
新体操

少年女子
1 1,460

空手道 全種別 4
1,460
可動
540

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子
少年男子

女子
小山市立体育館

RC造
一部S造

38 49.5 1 1,511 702 市 新設 体育館の新設 R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、研修室、多目
的ｽﾀｼﾞｵ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、
ﾛｯｶｰ室、ｼｬﾜｰ室、医務
室、放送室等

軟式野球 成年男子 小山運動公園野球場
土

天然芝
中堅
115

両翼
95

1 750 3,000 市 改修
夜間照明設置、内外野
防護ﾏｯﾄ改修、ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ
改修

H29 ⇒
本部室、放送室、
審判員室等

真岡市総合運動公園陸上競技場 天然芝 105 68 1 − 576 市 改修 更衣室・ｼｬﾜｰ室増設 H30 ⇒
本部室、放送室、
救護室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室、ﾄｲﾚ等

真岡市総合運動公園運動広場1 人工芝 105 68 1 200 252 市 新設 ｻｯｶｰ場の新設 R2-R3 ⇒ ⇒

相撲
成年男子
少年男子

1
1,500
可動
534

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ 全種別 8 1,500

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 美原公園野球場
土

天然芝
中堅
116

両翼
95

1 － 3,000 市 既設 － － 本部室、放送室

50 40

栃木県立日光霧降ｱｲｽｱﾘｰﾅ SRC造 60 30 1 3,224 1,604 県 改修

漏水対策工事、製氷設
備改修、ﾘﾝｸ凍上対策工
事、空調設備改修、音響
設備工事、暖房設備改
修、ﾄｲﾚ改修

R1-R3

⇒

選手控室、競技役
員控室、審判員控
室、放送室、会議
室等

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ屋内ｽｹｰﾄﾘﾝ
ｸ

ｱｲｽﾎｯｹｰ 全種別

日光市

S造 60 30 1 694 − 民間 改修
ﾘﾝｸﾌｪﾝｽ改修、照明改
修、天井膜設置、ｷｭｰﾋﾞｸ
ﾙ更新

R2-R3

⇒ ⇒ ⇒

⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、柔道場、
剣道場、会議室、
放送室、控室、医
務室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室等

真岡市 ｻｯｶｰ 少年男子

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ、控室、ﾄ
ｲﾚ等

小山市

栃木県立県南体育館
RC造

一部S造
50 38 1,700 県 改修

照明改修、ﾄｲﾚ改修、中
央監視装置改修、吸収
冷温水発生機改修

R1-R4 ⇒ ⇒ ⇒

⇒

事務室、研修室、
放送室、控室、医
務室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室等

⇒ ⇒ ⇒ ⇒1,500 県 改修

遮光ｶｰﾃﾝ改修、照明改
修、吊物設備改修、ﾄｲﾚ
改修、中央監視装置改
修

H30-R3

大田原市

栃木県立県北体育館
SRC造

一部S造

184



構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

成年女子 美原公園第2球場 土
中堅

95
両翼

91
1 1,000 800 市 改修

壁防護ﾏｯﾄ設置、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
排水改修

R2 ⇒
本部室、会議室、
放送室、更衣室等

少年女子 大田原ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ
土

天然芝
中堅

65
両翼

65
2

A面
1,000

－ 市 既設 － －
会議室、更衣室兼
ｼｬﾜｰ室等

成年男子 黒羽運動公園多目的運動場 土
中堅

85
両翼

85
2

A面
1,000

－ 市 既設 － －
会議室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室

矢板運動公園陸上競技場 天然芝 112 72 1 － 700 市 改修
天然芝の張替、ﾄｲﾚ改
修、放送室等改修、ﾌｪﾝ
ｽ改修

R2-R3 ⇒ ⇒
放送室、更衣室、
器具庫等

矢板運動公園ｻｯｶｰ場 天然芝 140 80 1 － － 市 改修 天然芝の張替、ﾄｲﾚ改修 R1-R2 ⇒ ⇒ 更衣室等

軟式野球 成年男子 矢板運動公園野球場
土

天然芝
中堅
122

両翼
97.6

1 － 1,000 市 改修 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修 R1 ⇒
本部室、放送室、
審判控室、会議室
等

ｻｯｶｰ 少年女子 那須塩原市青木ｻｯｶｰ場ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB 人工芝 120 81 1 － 1,215 市 改修 人工芝への張替等 H30 ⇒ 管理棟、体育館

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 全種別
石川ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗｳﾝﾄﾞくろいそ（那須塩
原市くろいそ運動場）ﾃﾆｽｺｰﾄ

500 960 市 改修 ｺｰﾄ増設等 H30 ⇒
管理棟、体育館、
武道館

馬術
成年男子
成年女子

少年
地方競馬教養ｾﾝﾀｰ 市 仮設 馬術競技場整備 R2-R4 ⇒ ⇒ ⇒

女子 塩原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ

成年男子 ﾎｳﾗｲｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ｺﾃｰｼﾞ、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝ
ｸﾞﾚﾝｼﾞ

少年男子 西那須野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ｺﾃｰｼﾞ、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝ
ｸﾞﾚﾝｼﾞ

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ
成年男子
成年女子

戸田調整池周辺特設ｺｰｽ 市 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 　 ⇒ ⇒

さくら市 ｻｯｶｰ 成年男子 さくら市総合公園さくらｽﾀｼﾞｱﾑ 天然芝 105 68 1 200 312 市 改修 ﾄｲﾚ改修 R3 ⇒
更衣室兼ｼｬﾜｰ室、
救護室、会議室

那須烏山市 ｱｰﾁｪﾘｰ 全種別
那須烏山市緑地運動公園多目的競
技場

市 仮設 ｱｰﾁｪﾘｰ場設営 R3-R4 ⇒ ⇒

下野市 ｻｯｶｰ 少年男子 下野市大松山運動公園陸上競技場 天然芝 107 75 1 200 348 市 新設 ｻｯｶｰ場の新設 H29-H30 ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
本部室、放送室、
会議室、救護室等

射程距離70m

ｽｲﾑ1.5km、ﾊﾞｲｸ40km、ﾗﾝ10km

18ﾎｰﾙ

18ﾎｰﾙ

18ﾎｰﾙ

砂入り人工芝ｺｰﾄ20面

障害馬術競技場1面
馬場馬術競技場1面

那須塩原市

ｺﾞﾙﾌ

大田原市 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

矢板市

ｻｯｶｰ 少年女子

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】（案）

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

下野市 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 下野市石橋体育ｾﾝﾀｰ
SRC造

一部RC造
44.1 30.8 1 600 － 市 改修

照明改修、防護ﾏｯﾄ設置
等

R2 ⇒
更衣室、放送室、
会議室等

上三川町 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 全種別 上三川町体育ｾﾝﾀｰ
RC構造
一部S造

42 34.5 8 400 － 町 改修
耐震改修、体育館増築
等

R1-R2 ⇒ ⇒
ﾛﾋﾞｰ、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ、卓
球室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ等

ｻｯｶｰ 少年男子 益子町南運動公園陸上競技場 天然芝 105 68 1 － 364 町 改修 ﾄｲﾚ改修、天然芝の張替 H30,R3 ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
放送室等

軟式野球 成年男子 益子町北公園野球場
土

天然芝
中堅
120

両翼
99

1
560～
1,170

630 町 改修
ﾄｲﾚ改修、BSO表示設置
等

H30,
R2-R3

⇒ ⇒ ⇒ 更衣室、会議室等

茂木町 体操
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

男子
女子

茂木町民体育館
RC造

一部S造
34 48 2 1,000 444 町 改修 ﾄｲﾚ改修 R3 ⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、会議室、
更衣室等

市貝町 水泳

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ
ｽｲﾐﾝｸﾞ
男子
女子

塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝ
ｸﾞ競技場

町 仮設 ｺｰｽ設営 R4 ⇒

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
ﾘｰﾄﾞ

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ
全種別

壬生町総合運動場特設会場 町 仮設 ｳｫｰﾙ設置等 R3-R4 ⇒ ⇒

銃剣道
成年男子
少年男子

栃木県立壬生高等学校体育館 RC造 31.7 27.7 1 600 － 県 既設 － － 更衣室等

野木町 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 野木町立野木中学校体育館 RC造 58 30 1 800 － 町 改修
照明改修、遮光ｶｰﾃﾝの
設置、競技場床研磨塗
装、ﾄｲﾚ改修

H29,R2 ⇒ ⇒ 更衣室等

塩谷町 ｶﾇｰ

ｽﾗﾛｰﾑ
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

成年男子
成年女子

鬼怒川特設ｶﾇｰ競技場 町 仮設 ｺｰｽ設営 R2-R4 ⇒ ⇒ ⇒

那須町 自転車

ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ
成年男子
少年男子

女子

那須町特設ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰｽ 町 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 ⇒ ⇒

千葉市 ｾｰﾘﾝｸﾞ 全種別 千葉市稲毛ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 県 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 ⇒ ⇒2海面

1周10㎞以上

ｺｰｽ長1,500m

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾑ5㎞

ﾘｰﾄﾞｳｫｰﾙ2面
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ2基

益子町

壬生町

185



186



 

 
 
 
 
 

そ  の  他 
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いちご一会募金（寄附金）・企業協賛の状況について 

 

１ いちご一会募金（寄附金） 

 (1) 応募の状況について（令和３(2021)年１月 25 日現在） 

 ○平成 31(2019)年４月１日から募集開始 

 ○１万円以上を寄附していただいた個人、10 万円以上を寄附していただいた企業・

団体については、カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）

に銘板を設置し顕彰（希望者に限る。） 

 

区    分 募金・寄附金額 備  考 

募    金 約 80 万円  

寄 附 金 
個  人 約 1,940 万円 約 1,100 名 

企業・団体 約 3,250 万円 約 220 社 

合    計 約 5,270 万円  

 

 (2) いちご一会募金キャンペーンの実施について 

   令和２(2020)年 10 月から令和２(2020)年 12 月の期間を｢いちご一会募金キャン

ペーン｣として、募金活動や募金グッズの販売等を実施した。 

   県庁舎募金活動：県庁本館を含む各合同庁舎１２カ所 

街頭募金活動：県内５カ所（各市町と連携して実施。） 

        県央 ＪＲ宇都宮駅・ベルモール（宇都宮市） 

県北 道の駅きつれがわ（さくら市） 

県南 道の駅どまんなかたぬま（佐野市） 

おやまゆうえんﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ（小山市） 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 ( 1 ) 
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２ 企業協賛の状況（令和３(2021)年１月 25 日現在） 

 ○令和元(2019)年８月５日の実行委員会設置を契機として本格募集開始 

 ○いちご一会とちぎ国体本大会・いちご一会とちぎ大会に係る協賛制度及びいちご

一会とちぎ国体冬季大会に係る協賛制度の２つの協賛制度を運用 

 (1) いちご一会とちぎ国体本大会・いちご一会とちぎ大会 

区    分 協 賛 金 額 協賛社数 

協
賛
金 

国体パートナー 1,000 万円以上 ８社 

オフィシャルスポンサー 500 万円以上 1,000 万円未満 ５社 

オフィシャルサポーター 100 万円以上 500 万円未満 20 社 

協
賛
物
品 

オフィシャルサプライヤー  100 万円相当額以上 20 社 

大会協力企業   10 万円相当額以上 ３社 

合          計 56 社 

 (2) いちご一会とちぎ国体冬季大会 

  区    分 協 賛 金 額 協賛社数 

協
賛
金 

冬季国体パートナー 180 万円 ６社 

冬季国体スポンサー 60 万円 ６社 

冬季国体サポーター 50 万円 ２社 

プログラム等印刷物広告協賛 30 万円以下 １社 

合          計 15 社 
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いちご一会ダンスキャラバン隊活動状況について 

 
イメージソング「いちご一会」に合わせて振り付けた「いちご一会ダンス」の

普及と、両大会の開催機運の醸成を図るため、令和２（2020）年 10 月より県内

の幼稚園、保育園、小・中学校等に「いちご一会ダンスキャラバン隊」を派遣し

て活動を行っている。 

 
○申込・訪問件数 

申込件数 
訪問件数 

令和２(2020)年度 令和３(2021)年度（予定） 

95 74 21 

 
○月別訪問件数 

令和２(2020)年度月別訪問件数 

10 月 11 月 12 月 １月 
２・３月

（予定） 

10 18 15 12 ※ 19 

※特定警戒期間中のため訪問見合わせ 

 

 
 
 
 
 
 
令和２（2020）年 10 月 15 日訪問     令和２（2020）年 10 月 19 日訪問 

矢板市立川崎小学校           宇都宮市陽南幼稚園 

その他 ( ２ ) 
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参 考 資 料 
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令和２年11月10日現在

(敬称略)

№ 役 職 選出区分 機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職 氏     名
1 会　長 県関係 栃木県知事 福田　富一
2 県議会関係 栃木県議会議長 相馬　憲一
3 県関係 栃木県副知事 北村　一郎
4 県関係 栃木県副知事 岡本　誠司
5 県教委関係 栃木県教育委員会教育長 荒川　政利
6 栃木県市長会長 佐藤　栄一
7 栃木県町村会長 古口　達也
8 (公財)栃木県スポーツ協会理事長 小祝　章二
9 (特非)栃木県障害者スポーツ協会会長 麦倉　仁巳
10 栃木県議会副議長 山形　修治
11 栃木県議会県政経営委員会委員長 日向野　義幸
12 栃木県議会生活保健福祉委員会委員長 池田　　忠
13 栃木県議会農林環境委員会委員長 中島　　宏
14 栃木県議会経済企業委員会委員長 琴寄　昌男
15 栃木県議会県土整備委員会委員長 佐藤  　良
16 栃木県議会文教警察委員会委員長 阿部  博美
17 栃木県総合政策部長 阿久澤　真理
18 栃木県経営管理部長 茂呂　和巳
19 栃木県県民生活部長 千金楽　宏
20 栃木県環境森林部長 鈴木　英樹
21 栃木県保健福祉部長 海老名　英治
22 栃木県産業労働観光部長 小竹　欣男
23 栃木県農政部長 鈴木　正人
24 栃木県県土整備部長 熊倉　一臣
25 栃木県企業局長 矢野　哲也
26 栃木県警察本部長 野井　祐一
27 栃木県市議会議長会会長 福田　洋一
28 栃木県町村議会議長会会長 薄井　博光
29 栃木県市町村教育委員会連合会会長 森島　　仁
30 (公財)栃木県スポーツ協会副会長 丸茂　　博
31 栃木県レクリエーション協会会長 坂本　宏夫
32 栃木県スポーツ推進委員協議会会長 栁田　利夫
33 栃木県スポーツ推進審議会会長 月橋　春美
34 栃木県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長 清水　武治
35 栃木県小学校教育研究会体育部会　部会長 手塚　　洋
36 栃木県中学校体育連盟会長 星　　和人
37 栃木県高等学校体育連盟会長 丸茂　　博
38 (公財)栃木県民公園福祉協会理事長 森澤　　隆
39 栃木県高等学校長会会長 軽部　幸治
40 栃木県中学校長会会長 初谷　憲一
41 栃木県小学校長会会長 栗原　武夫
42 栃木県私立中学高等学校連合会会長 船田　　元
43 (一社)栃木県経営者協会会長 青木　　勲
44 (一社)栃木県商工会議所連合会会長 藤井　昌一
45 栃木県商工会連合会会長 福田　徳一
46 栃木県中小企業団体中央会会長 齋藤　高藏
47 (公社)栃木県経済同友会筆頭代表理事 中津　正修
48 通信・運輸関係 (一社)栃木県バス協会会長 手塚　基文
49 宿泊・観光関係 (公社)栃木県観光物産協会会長 新井　俊一
50 (一社)栃木県医師会会長 稲野　秀孝
51 (福)栃木県社会福祉協議会会長 菊池　康雄
52 栃木県地域婦人連絡協議会会長 柳田　京子
53 栃木県女性団体連絡協議会会長 梅澤　啓子
54 (一社)栃木県子ども会連合会会長 内藤　　進
55 栃木県PTA連合会会長 金田　　淳
56 県関係 栃木県会計管理者会計局長 國井　隆弘
57 市町村関係 栃木県市長会事務局長・町村会常務理事 水沼　忠雄

学校関係

産業・経済関係

医療・福祉関係

社会団体関係

監　事

常任委員

県議会関係

県関係

市町村関係

スポーツ関係

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 役員名簿
【会長】1名 【副会長】8名 【常任委員】46名 【監事】2名　計57名

副会長
市町村関係

スポーツ関係

参考資料 １
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会会則 

 
第１章 総則 

（名称） 
第１条 本会は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「実行委員会」

という。）と称する。 
（目的） 
第２条 実行委員会は、第77回国民体育大会及び第22回全国障害者スポーツ大会（以

下「両大会」という。）を栃木県において開催するために必要な事業を行うことを

目的とする。 
（事業） 
第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
（１）両大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること 
（２）両大会における実施競技及び会場地市町村に関すること 
（３）両大会開催に必要な施設・設備の整備に関すること 
（４）両大会開催及び準備に係る経費に関すること 
（５）関係行政機関及び関係機関との連絡調整に関すること 
（６）前各号に掲げるもののほか、両大会の開催に必要な事業に関すること 

 
 第２章 組織 
（構成） 
第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 
（１）県及び市町村を代表する者 
（２）県及び市町村の議会を代表する者 

 （３）関係競技団体、その他関係機関・団体を代表する者 
 （４）前各号に掲げる者のほか大会開催の事業に関係ある者 
３  会長及び委員は、無報酬とする。 

（役員） 
第５条 実行委員会に次の役員を置く。 
（１）会  長   １名 
（２）副 会 長   ８名以内 
（３）常任委員 70 名以内 
（４）監  事   ３名以内 

（役員の選任） 
第６条 会長は、栃木県知事をもって充てる。 
２ 副会長及び常任委員は、総会の承認を得て委員のうちから会長が委嘱する。 
３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

令和元年８月５日 第６回総会決定事項 

参考資料 ２ 
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（役員の職務） 
第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ

会長が指名した副会長が、その職務を代理する。 
３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。 
４ 監事は、実行委員会の財務を監督する。 
（任期等） 
第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実

行委員会の目的が達成され解散するまでとする。ただし、委員等が就任時における

それぞれの所属機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は辞任したもの

とみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 
２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充

することができる。 
３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報

告する。 
（顧問及び参与） 
第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 
２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 
３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 
４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 
５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 
６ 顧問及び参与は、無報酬とする。 
 
 第３章 会議 
（会議の種類） 
第 10 条 実行委員会に、次の会議を置く。 
（１）総会 

 （２）常任委員会 
（３）募金・企業協賛推進委員会 

 （４）専門委員会 
（総会） 
第 11 条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 
２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 
３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 
４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 
（１）両大会の開催に必要な方針に関すること 
（２）会則の制定及び改廃に関すること 

 （３）事業計画及び事業報告に関すること 

197



 （４）予算及び決算に関すること 
 （５）常任委員会及び募金・企業協賛推進委員会に委任する事項に関すること 
 （６）その他重要な事項に関すること 
５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただ

し、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権

限を委任し、又は、書面で議決に加わることができる。 
６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は、書面で議決に加わった

者を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 
（常任委員会） 
第 12 条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 
２ 委員長は、会長をもって充てる。 
３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 
４ 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 
５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 
６ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がそ

の職務を代理する。 
７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を必要に応じて次の総

会に報告する。 
 （１）総会から委任された事項に関すること 
 （２）専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること 
 （３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること 
 （４）その他委員長が必要と認める事項に関すること 
８ 前条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 
９ 第８条の規定は、常任委員の任期等について準用する。 
（募金・企業協賛推進委員会） 
第 13 条 募金・企業協賛推進委員会は、会長が委嘱した委員を持って構成する。 
２ 募金・企業協賛推進委員会に委員長及び副委員長を置き、会長が委嘱する。 
３ 募金・企業協賛推進委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務

を代理する。 
５ 募金・企業協賛推進委員会は、総会からの委任により、募金・企業協賛の推進に

関する事項について審議し、その結果を必要に応じて次の総会に報告する。 
６ 第 11 条第 5項及び第 6項の規定は募金・企業協賛推進委員会にて準用する。 
７ 第８条の規定は、募金・企業協賛推進委員の任期等について準用する。 
（専門委員会） 
第 14 条 専門委員会は、会長が委嘱する専門委員をもって構成する。 
２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査・審議し、
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その結果を常任委員会に報告する。 
３ 前２項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮り、

会長が別に定める。 
４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 
 
 第４章 会長の専決処分 
（会長の専決処分） 
第 15 条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとま

がないとき、又は、総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専

決処分することができる。 
２ 前項の規定により専決処分したときは、会長はこれを次の総会等に報告し、承認

を求めなければならない。 
 
 第５章 事務局 
（事務局） 
第 16 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 第６章 財務 
（経費） 
第 17 条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 
（予算及び決算） 
第 18 条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監

査を経て総会の承認を得なければならない。 
（会計年度） 
第 19 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日までとす

る。 
２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 第７章 補則 
（委任） 
第 20 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 
（解散） 
第 21 条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたとき、総会の議決を経

て解散するものとする。 
２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 
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 附則 
１ この会則は、準備委員会設立の日（平成 26 年５月 19 日）から施行する。 

２ 準備委員会の平成 26 年度における会計年度は、第 18 条第１項の規定にかかわら

ず、前項に定める日から、平成 27 年３月 31 日までとする。 
 

附則 

  この会則は、平成 28 年７月 13 日から施行する。 

 
 附則 
１ この会則は、実行委員会設立の日（令和元年８月５日）から施行する。 

２ この会則施行の際、現に第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会の役員、委員、  

 顧問、参与、募金・企業協賛推進委員会委員又は専門委員である者は、それぞれ 

 実行委員会の役員、委員、顧問、参与、募金・企業協賛推進委員会委員又は専門委 

 員に委嘱されたものとみなす。 

３ この会則施行の際、現に制定されている第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会  

 の方針、計画及び関係規程等中「第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会」とある 

 のは「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会」と、「いちご一会とちぎ国  

 体・いちご一会とちぎ大会」とあるのは「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」と、   

 「公益財団法人日本体育協会」とあるのは「公益財団法人日本スポーツ協会」と読  

 み替える。 

４ この会則施行の際、現に制定されている第 22 回全国障害者スポーツ大会栃木県 

 準備委員会の方針、計画は、実行委員会の方針、計画とする。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会組織図 
 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 

総   会 

○両大会の開催に必要な方針の審議決定 

○会則の制定・改廃の審議決定 

○事業計画・予算の審議決定 

○常任委員会、募金・企業協賛推進委員会に委任する事項の審議決定 

事
務
局 

報告 

委任 委任 

付託 

委任 報告 

栃 第 

木 77  

県 回  

競 国  

技 民  

力 体  

向 育  

上 大  

対 会
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部 

連携 

 募金・企業協賛推進委員会 

○募金・企業協賛計画の策定 

○募金・企業協賛の広報及び

要請 

○募金・企業協賛の推進に 

 必要な事業 

常任委員会 

○総会から委任された事項の 

 審議決定 

○専門委員会の設置及び専門委

員会への付託・委任事項の審議

決定 

      専門委員会 

＜分野毎に常任委員会から付託・委任＞ 

 ○ 総務企画専門委員会 

 ○ 施設整備専門委員会 

 ○ 競技運営専門委員会 

 ○ 広報・県民運動専門委員会 

 ○ 宿泊・衛生専門委員会 

 ○ 医療救護専門委員会 

 ○ 輸送・交通専門委員会 

 ○ 式典専門委員会 

 ○ 警備・消防専門委員会 

 ○ 全国障害者スポーツ大会専門委員会 

＜常任委員会から委任＞ 

 ○ セーリング競技会専門委員会 ※県外開催競技会 

選 栃  

手 木  

等 県  

育 障  

成 害  

・ 者  

強 ス  

化 ポ  

委 ｜

員 ツ  

会 

連携 

報告 
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総会から常任委員会等への委任事項 

 
 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会会則第 11 条第４項第５号の

規定に基づく常任委員会及び募金・企業協賛推進委員会への委任事項は、次の

とおりとする。 
 
（常任委員会への委任事項） 

１ 両大会開催に関する方針及び基本計画に関すること 

２ 会場地市町村及び競技施設の選定に関すること 

３ 県と会場地市町村の業務分担及び経費負担区分に関すること 

４ 競技施設及び用具等の整備計画に関すること 

５ 競技の企画及び運営に関すること 

６ 競技役員等の養成及び編成に関すること 

７ 広報及び県民運動に関すること 

８ 宿泊及び衛生に関すること 

９ 輸送及び交通に関すること 

10 警備、消防防災及び医療救護に関すること 

11 式典の企画及び運営に関すること 

12 その他開催準備に関すること 

 
（募金・企業協賛推進委員会への委任事項） 

 募金及び企業協賛の推進に関すること 

令和元年８月５日 第６回総会決定事項 
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「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」 

推 進 宣 言 

１ スポーツの素晴らしさとともに、環境というテー

マを幅広く共有し、県民、企業、団体、行政が一体

となった「オールとちぎ」によって、様々な場面で

環境に配慮した両大会を実現すること 

 

２ 県内産業の技術力を生かし、「メイド・イン・とち

ぎ」による環境配慮の製品・サービスを積極的に活

用した両大会を開催することで、本県の実力を県内

外にアピールすること 

 

３ 両大会を通じて得られた環境に配慮した取組に

関する成果を「次世代のとちぎ」へと引き継ぎ、幅

広い取組につなげていくこと 

 

令和２（２０２０）年８月６日

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

会長 

令和２年８月６日 第２回常任委員会決定事項 参考資料 ５ 

203



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 
栃木県国体・障害者スポーツ大会局 

TEL ０２８－６２３－３５17 /  FAX ０２８－６２３－３５２７ 

e-mail：somukikaku@pref.tochigi.lg.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ：https://www.tochigikokutai2022.jp 
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